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は
じ
め
に

　　

本
稿
の
課
題
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
つ
い
て
そ
の
活
動
の
実
態
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、
女
工
供
給
（
保

護
）
組
合
と
は
何
か
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
組
合
に
つ
い
て
言
及
し
そ
れ
な
り
に
検
討
し
て

き
た
研
究
と
し
て
は
、
中
村
政
則
氏
と
筆
者
（
西
成
田
）
の
研
究
が
あ
る（
1
）。
本
来
、
ま
ず
こ
の
二
人
の
研
究
に
つ
い
て
考
察
し
、
本

稿
の
課
題
設
定
の
意
義
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
二
人
の
研
究
は
、
歴
史
研
究
の
方
法
論
と
し
て
、
あ
る
い
は
歴
史
認
識
が
い
か
に
時

代
的
制
約
を
う
け
て
い
る
か
を
示
す
も
の
と
し
て
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
通
常
の
論
文
の
構
成
と
は
異
な
り
そ
れ
は
最
後

に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
、
本
稿
を
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
一
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
け
ば
、
上
記
二
人
の
研
究

は
等
し
く
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
中
心
的
な
活
動
で
あ
る
女
工
供
給
事
業
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同

組
合
の
歴
史
的
性
格
が
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
二
〇
年
代
の
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合

　

―
　

「
組
合
」
の
女
工
供
給
事
業

西
成
田　

豊
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注（
1
）
中
村
政
則
『
労
働
者
と
農
民
』
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
（
原
著
は
一
九
七
六
年
）、
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
八
年
、
第
一
章
第
四
節
（
初
出
論
文
は
一
九
八
三
年
）。

　　
一　

岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合

　
㈠　

出
稼
労
働
者
の
状
況

　

岐
阜
県
は
、
長
野
、
愛
知
と
い
う
二
つ
の
製
糸
業
県
に
接
し
、
こ
の
両
県
の
ほ
か
多
く
の
府
県
に
出
稼
労
働
者
（
そ
の
多
く
は
出
稼
女

工
）
を
輩
出
し
て
い
る
日
本
有
数
の
出
稼
県
で
あ
る
。
一
九
二
一
年
の
出
稼
女
工
数
は
約
一
万
三
〇
〇
〇
人
で
、
飛
驒
三
郡
（
益
田
郡
、

大
野
郡
、
吉
城
郡
）
の
み
に
つ
い
て
み
る
と
、
女
性
人
口
一
〇
〇
〇
人
に
つ
き
出
稼
女
工
数
は
一
〇
一
人
に
お
よ
ん
で
お
り
、
一
七
歳
か

ら
二
一
歳
の
出
稼
製
糸
女
工
数
は
同
じ
年
齢
階
級
女
性
人
口
の
三
二
％
と
い
う
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る（
1
）。
ま
た
、
二
三
年
現
在
益

田
郡
の
一
三
歳
か
ら
四
八
歳
ま
で
の
女
性
人
口
八
二
七
九
人
中
、
女
工
と
し
て
の
出
稼
経
験
を
有
す
る
者
は
三
一
九
四
人
で
、
そ
の
三

八
・
六
％
を
占
め
て
い
る（
2
）。

　

一
九
二
四
年
度
の
岐
阜
県
の
県
外
出
稼
者
（
男
女
計
）
を
業
種
別
・
出
稼
先
府
県
別
に
示
せ
ば
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
県
外
出
稼
者

一
万
九
七
一
七
人
中
、
愛
知
、
長
野
両
県
を
中
心
と
す
る
製
糸
業
へ
の
出
稼
者
（
女
工
）
が
も
っ
と
も
多
く
（
全
体
の
四
五
％
）、
愛
知

県
を
中
心
と
す
る
織
物
業
へ
の
出
稼
者
（
女
工
）
が
こ
れ
に
次
ぎ
（
一
三
％
）、
そ
の
あ
と
愛
知
県
を
中
心
と
す
る
紡
績
業
へ
の
出
稼
者
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（
女
工
）、
愛
知
、
三
重
両
県
を
中
心
と
す
る
窯
業
へ
の
出
稼
者
（
主
と
し
て
男

工
）
が
つ
づ
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
愛
知
県
へ
の
出
稼
者
が
全
体
の
六
〇
％
と

圧
倒
的
比
率
を
占
め
、
長
野
、
三
重
両
県
へ
の
出
稼
者
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
一
二

％
、
一
〇
％
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
㈡　

組
合
設
立
に
至
る
経
緯

　

第
一
次
世
界
大
戦
中
・
後
の
製
糸
業
や
紡
績
業
の
発
達
は
、
岐
阜
県
内
に
お
い

て
も
募
集
人
に
よ
る
女
工
の
募
集
を
活
発
化
さ
せ
、「
応
募
者
を
料
理
店
、
劇
場

其
他
に
誘
引
し
、
出
発
（
工
場
へ
の
引
率
―
引
用
者
注
）
前
に
自
己
の
宿
所
に
誘

引
若も

し

く
は
宿
泊
せ
し
め
」（
3
）る
な
ど
、
募
集
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
う

み
だ
し
て
い
た
。
県
当
局
は
一
九
一
九
年
一
〇
月
、
そ
れ
ま
で
の
「
職
工
募
集
取

締
規
則
」（
4
）を
改
正
し
、
そ
う
し
た
弊
害
の
防
止
・
取
締
り
を
強
化
し
た（
5
）。

　

一
方
、
大
野
郡
に
お
い
て
は
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
を
取
締
る
た
め
に
、
一

九
一
八
年
七
月
大
野
郡
町
村
長
会
議
が
開
催
さ
れ
、「
工
女
供
給
組
合
」
に
か
ん

す
る
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た（
6
）。
そ
し
て
同
年
一
二
月
、
同
町
村
長
会
議
は

「
同
郡
各
町
村
ニ
工
女
供
給
組
合
ヲ
設
置
シ
、
従
来
ノ
各
種
募
集
運
動
ヨ
リ
生
ス

ル
弊
風
ノ
改
善
ハ
勿も

ち

論ろ
ん

、
内
容
ノ
不
完
全
ナ
ル
工
場
ニ
出
稼
ノ
工
女
保
護
ヲ
目
的

ト
シ
テ
活
動
ヲ
開
始
ス
ル
」（
7
）こ
と
を
決
議
し
た
。
こ
の
決
議
を
う
け
て
翌
一
九

表 1　岐阜県の県外出稼者（1924 年度，男女計）

� 業種
出稼先

製糸業 紡績業 織物業 窯　業 その他 計

愛　知 4839人 1657人 1989人 1402人 1790人 11,677人�（59.2）
長　野 2158 24 21 14 194 2,411� （12.2）
三　重 190 164 41 650 824 1,869� （9.5）
滋　賀 646 35 107 13 82 　 883� （4.5）
京　都 59 85 208 159 288 　 799� （4.1）
大　阪 34 175 174 1 223 　 607� （3.1）
埼　玉 474 6 1 0 3 　 484� （2.5）
兵　庫 267 1 24 0 7 　 299� （1.5）

その他諸県 245 92 32 0 319 　 688� （3.5）

計
8,912

（45.2）
2,239

（11.4）
2,597

（13.2）
2,239

（11.4）
3,730

（18.9）
19,717�（100.0）

資料：名古屋地方職業紹介事務局『管区各県下に於ける労働事情』1927 年（大原社会問題研究
所所蔵）105-106 頁より作成．
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年
二
月
、「
高
山
町
工
女
組
合
」
が
設
立

さ
れ
た
。
県
当
局
も
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て

同
年
二
月
以
降
、
飛
驒
三
郡
と
加
茂
郡
、

郡ぐ

上じ
よ
う

郡
の
三
郡
に
女
工
組
合
の
設
立
を

奨
励
し
た（
8
）。
そ
の
設
立
状
況
を
み
た

も
の
が
表
2
で
あ
る
。
大
野
郡
の
各
町
村

に
お
け
る
組
合
の
設
立
が
ま
ず
先
行
し
、

二
〇
年
一
二
月
設
立
の
組
合
数
が
も
っ
と

も
多
く
、
そ
れ
以
降
加
茂
郡
の
各
町
村
に

組
合
の
設
立
が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
女
工
供
給
組

合
の
設
立
は
、
従
来
の
募
集
人
や
そ
れ
ら

と
結
び
つ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
集
団
と

の
対
立
な
し
に
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
事
実
、
大
野
郡
各
町
村
の

組
合
は
、
設
立
当
初
「
募
集
従
事
者
（
募

集
人
―
引
用
者
注
）
は
組
合
の
設
立
に
よ

表 2　岐阜県における女工供給組合の設立状況（1927 年 10 月現在）

設立年月 郡上郡 加茂郡 益田郡 大野郡 吉城郡 計

1919年． 1月 1 2 3
2 1 1
8 1 1
9 1 1

10 2 2
12 1 1

20　． 1　 1 1 2 4
3 1 1

10 1 1 2
11 2 2
12 8 2 6 9 25
不詳 1 1

21　．1　 2 3 5
2 1 1
3 2 2
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1

12 1 3 1 5
22　．1　 2 2
23　．1　 2 2
24　．1　 1 1 2

12 1 1

計 14 21 11 11 11 68
資料：中央職業紹介事務局『女工供給（保護）組合調査』1928 年，巻末付表より作成．
　注：表中の数字は組合数
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り
自
由
活
動
を
制
限
さ
れ
る
虞お

そ
れあ

る
に
よ
り
、
企
業
主
は
果
し
て
組
合
の
手
に
よ
っ
て
所
要
の
工
女
を
募
集
し
得
る
や
否
や
危
惧
の
念
を

抱
き
て
一
層
激
し
く
募
集
争
奪
を
行
っ
て
之
に
反
対
す
る
に
至
り
て
は
、
全ま

つ
たく

組
合
存
立
の
余
地
な
く
、
到
底
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ

と
を
得
ざ
る
の
憂う

れ
いが

あ
っ
た
」（
9
）と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
郡
の
組
合
も
、「
設
立
当
時
は
反
対
不す

く
な
か
ら
ず尠

、
暗
に
事
業
の
遂
行
を

妨
害
し
、
一ひ

と

方か
た

な
ら
ず
組
合
理
事
者
を
し
て
悩
ま
し
め
る
も
の
あ
り
。
加こ

れ
に

之く
わ
え

募
集
員
の
根
拠
た
る
宿
屋
・
料
理
屋
・
商
家
等
の
反
感
に

よ
り
組
合
員
中
多
数
の
反
対
者
を
生
じ
、
募
集
員
と
結
託
し
て
事こ

と

を
行
ひ
、
或あ

る
いは

従
来
多
額
の
利
益
を
占
め
居お

り

た
る
募
集
員
の
下
請
を
な

す
輩や

か
らの

苦
肉
の
策
に
組
合
の
結
束
を
紛

ま
ぎ
ら
せる

等
、（
組
合
の
―
引
用
者
）
経
営
の
支
障
尠す

く

な
か
ら
ざ
り
し
」（
10
）と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
岐
阜
県
は
二
〇
年
一
一
月
県
令
を
発
出
し
、
女
工
供
給
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
町
村
内
に
お
い
て
募

集
人
が
直
接
女
工
を
募
集
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
し
た（
11
）。
後
述
す
る
よ
う
に
女
工
供
給
組
合
へ
の
女
工
の
加
入
は
強
制
力
を

有
し
て
い
な
い
た
め
、
募
集
人
の
自
由
な
募
集
が
禁
止
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
組
合
の
発
達
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇

年
一
一
月
の
県
令
の
発
出
が
、
組
合
設
立
の
お
お
き
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
同
年
一
二
月
に
組
合
が
多
数
設
立
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
㈢　

組
合
の
組
織
と
組
合
員

　

組
合
の
組
織
単
位
（
組
織
区
域
）
は
、
前
記
の
「
高
山
町
工
女
組
合
」
と
い
う
名
称
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
町
村
単
位
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
組
合
の
名
称
は
、
設
立
に
向
け
た
協
議
が
郡
レ
ヴ
ェ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
郡
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
大
野
郡
の
町
村
組
合
は
「
工
女
組
合
」、
益
田
郡
の
町
村
組
合
は
「
職
工
組
合
」、
吉
城
郡
の
町
村
組
合
は
「
女
工
組
合
」、
加

茂
郡
の
町
村
組
合
は
「
女
工
供
給
組
合
」、
郡
上
郡
の
町
村
組
合
は
「
職
工
組
合
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
て
い
る（
12
）。

　

町
村
単
位
の
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
の
組
合
員
は
、「
高
山
町
工
女
組
合
規
約
」
が
「
本
組
合
ハ
高
山
町
内
ニ
住
所
ヲ
有
シ
、
各
地
ノ
工
場



9　　一九二〇年代の女工供給（保護）組合

ニ
就
業
シ
若も

し

ク
ハ
就
業
セ
ン
ト
ス
ル
女
工

0

0

及
其そ

の

保
護
者

0

0

0

ヲ
以
テ
組
織
ス
」（
13
）（
第
四
条
、
傍

点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
町
村
在
住

の
女
工
と
そ
の
父
兄
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
同
組
合
規
約
が
「
本
組
合
ニ

加
盟
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
其
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
ヲ
記
載
シ
本
組
合
ニ
申
出
ツ
ヘ

シ
」（
14
）（
第
一
七
条
）
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
組
合
に
加
入
す
る
か
ど
う
か
は
、
女
工

と
そ
の
父
兄
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
次
に
、
女
工
供
給
組
合
の
組
合
員
数
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
3
）。
一
九
二

七
年
一
〇
月
現
在
、
岐
阜
県
下
女
工
供
給
組
合
の
組
合
員
総
数
は
一
万
八
一
九
〇
人
で
あ
る

が
、
一
組
合
平
均
で
み
る
と
、
組
合
員
数
は
、
女
工
一
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
人
、
そ
の
父
兄

五
〇
人
か
ら
二
〇
〇
人
で
、
そ
の
合
計
で
は
一
五
〇
人
か
ら
四
〇
〇
人
で
あ
る
。
た
だ
し
同

表
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
大
野
郡
の
一
一
組
合
と
吉
城
郡
の
一
一
組
合
で

は
女
工
組
合
員
数
と
父
兄
組
合
員
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
の
に
対
し
、
郡
上
郡
の
一
四
組
合
、

加
茂
郡
の
二
一
組
合
、
益
田
郡
の
一
一
組
合
で
は
女
工
組
合
員
数
が
父
兄
組
合
員
数
を
お
お

き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
大
野
郡
で
は
二
組
合
、
加
茂
郡
で
は
八

組
合
、
益
田
郡
で
は
三
組
合
で
父
兄
組
合
員
が
存
在
し
な
い
（
父
兄
の
組
合
加
入
が
ゼ
ロ
）

た
め
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
父
兄
か
ら
の
女
工
の
自
立
度
が
関

係
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

各
町
村
の
女
工
供
給
組
合
に
は
、
組
合
長
、
副
組
合
長
、
評
議
員
、
幹
事
、
理
事
な
ど
の

表 3　岐阜県における女工供給組合の組合員総数と 1 組合平均組合員数
（1927 年 10 月現在）

組合員総数 1 組合平均組合員数

父兄 女工 計 父兄 女工 計

郡上郡（14 組合） 1,542人 2,162人 3,704人 110人 154人 264人

加茂郡（21 組合） 1,165 2,069 3,234 56 99 155
益田郡（11 組合） 1,107 1,542 2,649 100 140 240
大野郡（11 組合） 1,759 1,907 3,666 160 173 333
吉城郡（11 組合） 2,265 2,672 4,937 206 243 449

　計　（68 組合） 7,838 10,352 18,190 115 152 267
資料：表 2 と同じ資料より算出．
　注：「1 組合平均組合員数」は，小数点以下は 4 捨 5 入．
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役
員
が
お
か
れ
て
い
る
。「
高
山
町
工
女
組
合
規
約
」
に
よ
れ
ば
、
組
合
長
、
副
組
合
長
は
そ
れ
ぞ
れ
一
名
、
評
議
員
は
一
八
名
、
幹
事

は
二
名
、
理
事
は
九
名
と
な
っ
て
い
る
（
第
六
条（
15
））。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
選
出
方
法
は
、「
組
合
長
、
副
組
合
長
ハ
評
議
員
会
ニ
於

テ
之
ヲ
選
挙
ス
」、「
評
議
員
ハ
総
会
ニ
於
テ
保
護
者
タ
ル
組
合
員

0

0

0

0

0

0

0

0

（
父
兄
組
合
員
―
引
用
者
注
）
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
挙
ス
」、「
幹
事
理
事
ハ

組
合
長
ノ
推
薦
ニ
ヨ
リ
評
議
員
会
ニ
於
テ
之
ヲ
選
定
ス
」（
16
）（
以
上
第
七
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
岐
阜
県
各
町
村
の
女
工
供
給

組
合
は
、
組
合
長
、
副
組
合
長
は
そ
れ
ぞ
れ
町
村
長
と
助
役
が
担
い
、
役
場
の
吏
員
は
幹
事
と
し
て
役
場
事
務
の
か
た
わ
ら
組
合
事
務
を

担
当
す
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た（
17
）。
し
た
が
っ
て
、「
高
山
町
工
女
組
合
規
約
」
が
「
本
組
合
の
事
務
所
ヲ
高
山
町
役
場
内

0

0

0

ニ
置

ク
」（
第
五
条
）
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
県
下
六
八
組
合
（
二
七
年
一
〇
月
現
在
）
の
事
務
所
所
在
地
は
す
べ
て

町
村
役
場
内
で
あ
っ
た（
18
）。
組
合
の
こ
う
し
た
組
織
構
造
は
、
女
工
供
給
組
合
が
郡
の
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
の
協
議
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

県
の
奨
励
を
う
け
た
郡
と
町
村
の
協
議
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
事
情
と
関
連
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
各
町
村
の
女
工
供
給
組
合
が
設
立
さ
れ
た
あ
と
、「
女
工
供
給
組
合
の
連
絡
統
一
を
図
り
、
其
共
同
の

目
的
を
達
成
し
、
併あ

わ

せ
て
指
導
啓
蒙
の
衝
に
当
ら
し
む
る
」（
19
）た
め
、
郡
を
区
域
と
す
る
女
工
供
給
組
合
郡
聯
合
会
が
設
立
さ
れ
た
。

「
郡
上
郡
職
工
組
合
聯
合
会
」（
加
入
組
合
数
一
七
組
合
、
二
四
年
二
月
末
現
在
、
以
下
同
じ
）、「
加
茂
郡
女
工
供
給
組
合
聯
合
会
」（
同

二
二
組
合
）、「
益
田
郡
職
工
組
合
聯
合
会
」（
同
一
一
組
合
）、「
大
野
郡
工
女
組
合
聯
合
会
」（
同
一
二
組
合
）、「
吉
城
郡
女
工
組
合
聯
合

会
」（
同
一
一
組
合
）
が
そ
れ
で
あ
る（
20
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
郡
聯
合
会
も
ま
た
行
政
組
織
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
会
長
は
郡

長
、
副
組
合
長
は
互
選
に
よ
る
会
員
中
の
町
村
組
合
長
、
監
事
は
所
轄
警
察
署
長
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
事
務
所
は
郡
役
所
内
に
お
か
れ

た（
21
）。

　
㈣　

組
合
の
事
業
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女
工
供
給
組
合
の
事
業
は
、
お
お
き
く
①
雇
用
主
（
工
場
主
）
の
需
要
に
応
じ
て
女
工
の
供
給
・
斡
旋
を
お
こ
な
う
こ
と
、
②
就
業
中

の
女
工
の
保
護
を
お
こ
な
う
こ
と
、
③
組
合
員
の
あ
い
だ
で
懇
談
、
修
養
、
慰
安
、
健
康
な
ど
に
か
ん
す
る
会
合
を
お
こ
な
う
こ
と
の
三

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
高
山
町
工
女
組
合
規
約
」
の
第
三
条（
22
）（「
本
組
合
ニ
於
テ
行
フ
事
務
ノ
概
目
左
ノ
如
シ
」）
に
そ
く
し

て
言
え
ば
、
①
は
、「
組
合
員
並
募
集
主
ノ
需も

と
めニ

応
シ
女
工
供
給
上
ノ
交
渉
及
斡
旋
ヲ
為
ス
コ
ト
」（
第
一
項
）、「
組
合
員
募
集
主
間
ニ
於

ケ
ル
契
約
締
結
ノ
承
認
及
其
ノ
履
行
ヲ
監
督
ス
ル
コ
ト
」（
第
二
項
）
で
あ
り
、
②
は
、「
組
合
員
就
業
中
帰
郷
ノ
必
要
発
生
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
、
其
ノ
申
出
ニ
ヨ
リ
工
場
主
ニ
対
シ
相
当
交
渉
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」（
第
三
項
）、「
組
合
員
ノ
就
業
ス
ル
工
場
ノ
視
察
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」（
第
四

項
）
で
あ
る
。
ま
た
③
は
、「
組
合
員
間
ノ
懇
談
会
ヲ
開
キ
相
互
意
志
ノ
疎
通
ヲ
図
ル
コ
ト
」（
第
五
項
）、「
組
合
員
ノ
修
養
、
慰
安
及
保

健
ニ
関
ス
ル
施
設
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」（
第
六
項
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
組
合
の
女
工
供
給
事
業
に
つ
い
て
「
高
山
町
工
女
組
合
供
給
規
定
」（
23
）を
例
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

女
工
の
供
給
に
つ
い
て
同
規
定
は
ま
ず
、「
女
工
ノ
供
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
募
集
主
ハ
、
其
供
給
希
望
ノ
人
員
ヲ
予
定
シ
、
毎
年
十
月
末

日
迄
ニ
…
…
女
工
供
給
斡
旋
申
込
書
ヲ
提
出
ス
ヘ
シ
、
但た

だ

シ
特
ニ
女
工
ノ
指
定
若も

し

ク
ハ
選
択
ス
ル
等
ノ
申
込
ニ
対
シ
テ
ハ
其
需も

と

メ
ニ
応
セ

サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」（
第
二
条
）
と
し
て
い
る
。
女
工
の
供
給
を
も
と
め
る
「
募
集
主
」（
雇
主
、
工
場
主
）
は
毎
年
一
〇
月
末
ま
で
に
「
女

工
供
給
斡
旋
申
込
書
」
を
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
、
た
だ
し
特
定
の
女
工
の
指
名
・
選
択
の
要
求
は
で
き
な
い
こ
と
が
、
規
定
さ
れ
て
い

る
。「
女
工
供
給
斡
旋
申
込
書
」
の
書
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

「　
　

女
工
供
給
斡
旋
申
込
書

住
所何

々
株
式
会
社
工
場
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募
集
従
事
者

私
儀
、
貴
町
女
工
供
給
組
合
内
組
合
員
（
女
工
）
ヲ
左
記
ノ
条
件
ニ
募
集
致い

た
し

度た
く

候
条じ

よ
う、

供
給
方か

た

斡
旋
相あ

い

成な
り

度た
く

、
此こ

の

段だ
ん

申
込
候
也

大
正　

年　

月　

日

�

右

高
山
町
工
女
組
合
長
殿

記

一
、
供
給
希
望
人
員

一
、
応
募
者
就
業
工
場
其
他
待
遇
方
法
（
就
業
案
内
添
付
）

〔
注
意
〕

一
、
製
糸
女
工

0

0

0

0

ハ
毎
年
一
月
出
稼
シ
テ
其
ノ
十
二
月
帰
省
ス
ル
モ
ノ
大
半
ヲ
占
ム
ル
ニ
ヨ
リ
、
本
申
込
書
ハ
十
月
末
日
迄
ニ
ハ
必
ス
組

合
長
ニ
申
込
ヲ
ナ
ス
コ
ト�

」（
24
）

　　

こ
の
「
申
込
書
」
を
み
る
か
ぎ
り
、「
高
山
町
工
女
組
合
」
は
、
製
糸
女
工
の
供
給
組
合
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
募
集
主
」
は
、「
申
込

書
」
と
と
も
に
以
下
の
よ
う
な
「
誓
約
書
」
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
第
三
条
）。

　

「　
　

印
紙　　

誓
約
書

今
回
貴
組
合
ヨ
リ
女
工
供
給
上
ノ
斡
旋
ヲ
受
ク
ル
ニ
付
テ
ハ
、
左
記
ノ
条
項
竝

な
ら
び
に

本
件
ニ
関
ス
ル
貴
組
合
規
定
、
其
他
御
教
示
ノ
事
項

堅
ク
遵
守
可

つ
か
ま
つ
る
べ
く

仕
候
也
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年　

月　

日�

工
場
主　

氏
名　

印

却空

級白

組
合
長
宛

記

一
、
貴
組
合
ノ
斡
旋
ヲ
経
ス
シ
テ
擅

ほ
し
い
ま
まニ

貴
組
合
内
ノ
女
工
ヲ
募
集
セ
サ
ル
ハ
勿も

ち

論ろ
ん

、
苟い

や
しク

モ
貴
組
合
ノ
目
的
ヲ
妨
ク
ル
ノ
如
キ
行
為

ヲ
為
サ
サ
ル
コ
ト

二
、
雇
傭
女
工
若
ク
ハ
其
保
護
者
ニ
対
シ
契
約
上
ノ
義
務
ヲ
誠
実
ニ
履
行
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
、
女
工
ノ
待
遇
慰
安
及
衛
生
等
ニ
付
テ
ハ
特

ニ
最
善
ノ
努
力
ヲ
須も

ち

ユ
ル
コ
ト

三
、
前
項
ニ
関
シ
貴
組
合
ヨ
リ
特
ニ
交
渉
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
ル
場
合
ニ
ハ
誠
意
ヲ
以
テ
之
ニ
応
シ
、
努
メ
テ
其
要
求
ニ
遵し

た
がフ

コ
ト
」（
25
）

　　

こ
の
「
誓
約
書
」
で
は
、
工
場
主
（「
募
集
主
」）
が
組
合
の
管
轄
内
で
女
工
を
直
接
募
集
す
る
こ
と
を
禁
じ
（
組
合
に
よ
る
女
工
の
事

実
上
の
供
給
「
独
占
」）、
工
場
主
に
女
工
の
待
遇
や
衛
生
環
境
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善
を
義
務
づ
け
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
組
合
の

「
交
渉
権
」
を
承
認
す
る
こ
と
を
、
誓
約
さ
せ
て
い
る
。

「
募
集
主
」（
あ
る
い
は
そ
の
委
託
を
う
け
た
「
募
集
従
事
者
」）
か
ら
「
申
込
書
」、「
誓
約
書
」
の
提
出
を
う
け
た
組
合
は
、
女
工
の
希

望
を
聞
い
て
供
給
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
「
募
集
主
」（
あ
る
い
は
「
募
集
従
事
者
」）
に
伝
え
る
。「
各
工
場
ニ
供
給
ス
ヘ
キ
女
工
ハ
本

人
ノ
希
望
ニ
依
リ
之
ヲ
決
定
シ
、
募
集
主
又
ハ
募
集
従
事
者
ニ
通
報
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」（
第
四
条
）。
こ
の
供
給
決
定
の
連
絡
を
う
け
た

「
募
集
主
」（
あ
る
い
は
「
募
集
従
事
者
」）
は
、
組
合
員
で
あ
る
女
工
の
保
護
者
と
た
だ
ち
に
雇
用
契
約
を
結
ぶ
。「
前
条
ニ
依
リ
女
工
供

給
決
定
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
、
募
集
主
又
ハ
募
集
従
事
者
ハ
直
チ
ニ
当
事
者
ト
雇
傭
契
約
締
結
ノ
上
、
本
組
合
ニ
所
定
ノ
手
数
料

0

0

0

0

0

0

ヲ

納
付
シ
、
契
約
書
ニ
組
合
長
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（
第
五
条
）。
供
給
手
数
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
条
項
で
、
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締
結
さ
れ
た
雇
用
契
約
書
は
組
合
長
の
承
認
を
要
す
る
と
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
当
時
に
於
て
は
契
約
の
内
容

に
付
て
は
何
等
の
制
限
が
な
か
っ
た
た
め
、
雇
傭
主
に
よ
り
契
約
の
内
容
も
区ま

ち

々ま
ち

で
あ
り
、
非
常
に
被
傭
者
に
不
利
な
る
内
容
を
有
す
る

も
の
も
多
か
っ
た
が
、
通
常
無
知
な
る
女
工
の
父
兄
は
何
等
か
か
る
内
容
を
注
意
せ
ず
し
て
契
約
を
締
結
し
、
た
め
に
不
利
益
を
被こ

う
むる

者

多
か
り
し
」（
26
）と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

組
合
長
に
よ
る
雇
用
契
約
書
の
承
認
を
う
け
た
う
え
で
、「
募
集
主
」（
あ
る
い
は
「
募
集
従
事
者
」）
は
さ
ら
に
、「
女
工
氏
名
」、「
出

発
期
日
及
就
業
セ
シ
ム
ヘ
キ
予
定
期
日
」、「
前
貸
金
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
其
ノ
金
額
」
な
ど
を
組
合
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
第
六
条
）。
こ
の
条
項
で
は
、「
募
集
主
」（
あ
る
い
は
「
募
集
従
業
者
」）
に
よ
る
女
工
の
父
兄
に
対
す
る
「
前
貸
金
」
の
額
が
報
告
義

務
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

一
方
、「
高
山
工
女
組
合
」
の
女
工
供
給
事
業
に
お
け
る
女
工
側
の
義
務
と
し
て
前
記
の
「
組
合
規
約
」
は
、「
自
己
就
業
希
望
ノ
工
場

決
定
シ
タ
ル
時
ハ
直
ニ
本
組
合
ニ
申
告
ス
ル
コ
ト
」（
第
一
五
条
第
二
項
）、「
本
組
合
ノ
承
認
ヲ
経
ス
シ
テ
任
意
ニ
募
集
主
又
ハ
募
集
従

事
者
ト
雇
傭
契
約
ヲ
為
サ
サ
ル
コ
ト
」（
同
第
三
項
）、「
雇
傭
契
約
期
間
内
、
他
ノ
募
集
主
又
ハ
募
集
従
事
者
ト
二
重
ノ
契
約
ヲ
為
サ
サ

ル
コ
ト
」（
同
第
四
項
）
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
第
三
項
は
組
合
の
事
実
上
の
女
工
の
供
給
「
独
占
」
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、
第
四

項
は
そ
の
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
雇
主
（
工
場
主
）
側
を
悩
ま
せ
て
い
た
女
工
・
父
兄
の
「
二
重
契
約
」
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
て
、

重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
組
合
が
受
け
と
る
女
工
供
給
の
手
数
料
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
高
山
町
工
女
組
合
供
給
規
定
」
の
第
八
条
に

よ
れ
ば
、
供
給
手
数
料
は
、
郡
内
（
大
野
郡
内
）
に
あ
る
工
場
に
供
給
す
る
ば
あ
い
と
、
郡
外
に
あ
る
工
場
へ
供
給
す
る
ば
あ
い
と
で
は

お
お
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
郡
内
工
場
の
ば
あ
い
は
女
工
一
人
に
つ
き
一
円
五
〇
銭
、
郡
外
工
場
の
ば
あ
い
は
女
工
一
人
に
つ
き
三
円
と

な
っ
て
い
る（
27
）。
こ
う
し
た
違
い
は
、
岐
阜
県
下
の
各
町
村
女
工
供
給
組
合
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
七
年
一
〇
月
現
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在
、
各
町
村
女
工
供
給
組
合
の
供
給
手
数
料
は
、
み
ず
か
ら
の
郡
の
外
に
あ
る
工
場
に
対
し
て
は
す
べ
て
女
工
一
人
に
つ
き
三
円
で
あ
る

が
、
郡
内
の
工
場
に
対
し
て
は
、
郡
上
郡
の
女
工
供
給
組
合
の
ば
あ
い
は
一
円
五
〇
銭
が
一
二
組
合
、
一
円
が
二
組
合
、
加
茂
郡
の
女
工

供
給
組
合
の
ば
あ
い
は
す
べ
て
二
円
、
益
田
郡
、
大
野
郡
、
吉
城
郡
の
女
工
供
給
組
合
の
ば
あ
い
は
す
べ
て
一
円
五
〇
銭
と
な
っ
て
い

る（
28
）。
郡
内
の
工
場
に
対
す
る
供
給
手
数
料
の
差
異
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
史
料
に
即
し
て
詳
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
岐
阜
県
下
の
す
べ
て
の
町
村
女
工
供
給
組
合
が
み
ず
か
ら
が
位
置
す
る
郡
内
の
工
場
に

対
し
て
は
、
供
給
手
数
料
の
点
で
優
遇
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
高
山
町
工
女
組
合
」
の
ば
あ
い
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
供
給
手
数
料
は
、
原
則
と
し
て
返
還
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
前
記
「
供
給
規
定
」
は
、
そ
の
第
九
条
で
「
納
付
済
ノ
手
数
料
ハ
契
約
後
女
工
入
場
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
モ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

返
還
セ
ス
、
但
シ
雇
傭
契
約

締
結
後
止や

ム
ヲ
得
サ
ル
事
由
ニ
依
リ
入
場
（
工
場
に
入
る
―
引
用
者
注
）
前
契
約
解
除
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於お

い

テ
募
集
主
ノ
請
求
ア
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
事
情
ヲ
考
慮
シ
特
ニ
既
納
ノ
手
数
料
ヲ
返
還
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」（
29
）と
規
定
し
て
い
る
。
供
給
手
数
料
は
原
則
と
し

て
返
還
し
な
い
と
す
る
こ
う
し
た
規
定
が
ほ
か
の
組
合
に
も
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

　

次
に
、
女
工
供
給
組
合
の
事
業
の
第
二
、
就
業
中
の
女
工
の
保
護
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
各
町
村
女
工
供
給
組
合
は
、
年
に

一
、
二
回
の
調
査
の
た
め
組
合
の
役
員
を
工
場
へ
派
遣
し
、
組
合
員
女
工
の
慰
問
の
か
た
わ
ら
、
女
工
待
遇
の
状
況
を
調
査
し
、
工
場
主

か
ら
組
合
員
女
工
個
々
人
の
勤
務
成
績
な
ど
の
報
告
を
も
と
め
、
組
合
員
女
工
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
聞
き
取
り
、
女
工
の
保
護
に

つ
と
め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る（
30
）。
し
か
し
、
組
合
に
よ
る
こ
う
し
た
女
工
の
保
護
活
動
に
は
限
界
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
名
古
屋

地
方
職
業
紹
介
事
務
局
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
何な

ん

等ら

基
礎
的
智
識
を
有
せ
ざ
る
組
合
役
員
が
短
時
間
の
視
察
を
以
て
し
て
は
、
到
底
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
を
得
ず
し
て
、
自
然
形
式
の
調
査
に
陥
る
は
遺
憾
な
り
」（
31
）、「
帰
郷
中
組
合
総
会
等
の
際
、
女
工
よ
り
工
場
内
容

を
聴
取
す
る
方
法
を
実
行
せ
し
も
、
個
人
的
の
意
見
に
て
正
鵠
を
失
す
る
嫌
あ
り
、
又
再
度
就
職
す
る
に
当
り
、
工
場
主
に
知
ら
れ
て
後
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患
あ
る
べ
き
を
恐
れ
充
分
な
る
陳
述
を
な
さ
ず
、
適マ

マ

確
な
る
資
料
を
得
る
こ
と
を
得
ず
」（
32
）と
記
し
て
い
る
。

「
高
山
町
工
女
組
合
」
も
そ
の
「
規
約
」
第
一
六
条
で
、「
組
合
員
ハ
其
ノ
就
業
工
場
ニ
於
ケ
ル
待
遇
及
賃
金
ニ
関
シ
其
処
置
、
法
規
又

ハ
契
約
ニ
背あ

ざ
むキ

其
ノ
他
徳
義
ヲ
欠
ク
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
速

す
み
や
かニ

本
組
合
ニ
通
告
ス
ヘ
シ
（
以
下
略
）」（
33
）と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

が
実
際
に
ど
こ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。

　

女
工
供
給
組
合
の
事
業
の
第
三
、
帰
郷
後
の
修
養
・
慰
安
な
ど
の
会
合
に
つ
い
て
は
、
関
係
史
料
に
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
会
合
が
ま
っ
た
く
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
段
目
立
っ
た
活
動
で
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
女
工
供
給
組
合
の
三
つ
の
事
業
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
事
業
と
し
て
は
文
字
ど
お
り
女
工
供
給
事
業
が
も
っ
と
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
供
給
事
業
の
実
績
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
㈤　

女
工
供
給
事
業
の
実
績

　

ま
ず
最
初
に
、
女
工
供
給
組
合
が
ど
の
よ
う
な
業
種
に
ど
れ
だ
け
の
女
工
を
供
給
し
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
4
）。
女

工
供
給
数
は
一
九
二
一
年
の
八
三
三
八
人
か
ら
二
二
年
の
九
五
四
九
人
へ
と
一
五
％
の
伸
び
を
み
せ
て
い
る
。
業
種
別
で
は
、
先
に
の
べ

た
「
高
山
町
工
女
組
合
」
が
製
糸
女
工
の
供
給
組
合
で
あ
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
製
糸
業
へ
の
女
工
供
給
数
が
圧
倒
的
多

数
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
紡
績
業
、
織
物
業
へ
の
女
工
供
給
数
も
そ
れ
ぞ
れ
二
一
年
の
七
八
人
（
女
工
供
給
総
数
の
〇
・
九
％
）、

三
九
人
（
同
〇
・
五
％
）
か
ら
二
二
年
の
二
六
二
人
（
同
二
・
七
％
）、
一
五
八
人
（
同
一
・
七
％
）
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
二
三
年
以

降
の
業
種
別
女
工
供
給
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
女
工
供
給
組
合
が
製
糸
業
固
有

0

0

の
組
合
で
は
な
い

0

0

こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
工
場
当
り
の
女
工
供
給
数
は
、
製
糸
業
で
は
四
〇
人
台
、
紡
績
業
で
は
三
〇
人
前
後
で
あ
る
。
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供
給
さ
れ
た
女
工
の
出
稼
先
府
県
別

構
成
は
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
。
岐
阜

県
内
の
工
場
へ
の
女
工
供
給
数
が
全
体

の
半
数
を
占
め
て
お
り
、
前
述
し
た
業

種
別
構
成
を
考
慮
す
る
と
、
県
内
製
糸

工
場
へ
の
女
工
の
供
給
に
女
工
供
給
組

合
が
お
お
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
、
県
内

工
場
へ
の
女
工
供
給
は
、
二
二
年
と
比

較
す
る
と
二
四
年
は
人
数
・
比
率
と
も

減
少
し
て
お
り
、
そ
の
ぶ
ん
愛
知
県
内

工
場
へ
の
女
工
供
給
数
・
比
率
が
増
加

し
て
い
る
。
こ
の
増
加
は
、
前
述
し
た

業
種
別
構
成
と
前
掲
表
1
を
考
慮
す
る

と
、
同
県
内
の
製
糸
工
場
の
ほ
か
に
紡

績
工
場
、
織
物
工
場
へ
の
供
給
数
が
増

加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
長
野
、
埼
玉
、
滋
賀
、
兵

表 4　岐阜県下女工供給組合による業種別供給実績

業　種
1921 年 1922 年

工場数（A） 人数（B） （B）／（A） 工場数（C） 人数（D） （D）／（C）

製糸業 197 8,217人 41.7人 198 9,119人 46.1人

紡績業 　3 　 78 26.0 　8 262 32.8

織物業 　8 　 39 4.9 　6 158 26.3

その他 　1 　 4 4.0 　1 10 10.0

計 209 8,338 39.9 213 9,549 44.8
資料：中央職業紹介事務局『本邦製糸業労働事情』1928 年 1 月，57 頁より作成．

表 5　岐阜県下女工供給組合による出稼先府県別
女工供給数

出稼先府県
1922 年 1924 年

工場数 女工数 女工数

岐　阜 115 5,069（53.1） 4,884人（49.5）
愛　知 41 2,020（21.2） 2,375　（24.1）
長　野 36 1,171（12.3） 1,104　（11.2）
埼　玉 　5 　432　（4.5） 　478　 （4.8）
滋　賀 　3 　254　（2.7） 　320　 （3.2）
兵　庫 　1 　225　（2.4） 　256　 （2.6）

その他府県 12 　378　（4.0） 　448　 （4.5）

計 213 9,549（100.0） 9,865　（100.0）
資料：中央職業紹介事務局，前掲書，58 頁．名古屋地方職業紹介事務局『管

内各県下に於ける労働事情』1927 年（大原社会問題研究所所蔵）82
頁より作成．

　注：パーレン内は合計に対する百分比．
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庫
諸
県
へ
の
女
工
供
給
数
と
そ
の
全
体
に
占
め
る
比
率
は
、
二
二
年
と
二
四
年
と
比
較
し
て
こ
れ
と
い

っ
た
目
立
っ
た
変
化
は
な
い
。
前
述
し
た
業
種
別
構
成
と
表
1
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
県
へ
供
給

さ
れ
た
女
工
は
製
糸
女
工
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組

合
が
供
給
す
る
女
工
の
圧
倒
的
多
数
は
製
糸
女
工
だ
っ
た
と
は
い
え
、
典
型
的
な
製
糸
業
県
で
あ
る
長

野
県
へ
の
供
給
比
率
は
一
一
～
一
二
％
と
意
外
と
少
な
く
、
岐
阜
県
内
と
愛
知
、
埼
玉
、
滋
賀
、
兵
庫

諸
県
へ
の
製
糸
女
工
の
供
給
が
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

上
述
の
点
は
、
岐
阜
、
長
野
、
愛
知
三
県
の
製
糸
女
工
総
数
の
う
ち
、
岐
阜
県
下
の
女
工
供
給
組
合

に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
女
工
の
占
め
る
割
合
を
み
る
と
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
。
表
6
は
そ
れ
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
岐
阜
県
内
の
製
糸
女
工
総
数
の
う
ち
供
給
女
工
数
が
占
め
る
割
合
は
三
三
～
四

一
％
と
か
な
り
高
い
の
に
対
し
、
長
野
県
の
そ
れ
は
わ
ず
か
一
％
強
に
す
ぎ
ず
、
愛
知
県
の
そ
れ
は
長

野
県
よ
り
は
ず
っ
と
高
い
も
の
の
、
六
％
強
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
長
野
、
愛
知
両
県
の
製
糸
女
工

の
出
身
地
の
多
く
は
県
内
で
あ
り
、
県
外
女
工
に
限
定
す
れ
ば
、
岐
阜
県
女
工
供
給
組
合
が
供
給
す
る

女
工
の
割
合
は
高
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
〇
年
末
工
場
法
適
用
（
職
工
一
五
人
以
上
使
用
工
場
が

対
象
）
製
糸
工
場
の
県
外
出
身
女
工
数
は
、
長
野
県
製
糸
工
場
で
は
二
万
二
七
〇
七
人
（
Ａ
）、
愛
知

県
製
糸
工
場
で
は
一
万
三
二
五
一
人
（
Ｂ
）
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
岐
阜
県
女
工
供
給
組
合
に
よ
る
供

給
女
工
数
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
〇
五
九
人
（
Ｃ
）、
一
七
九
二
人
（
Ｄ
）
で
あ
り
、
供
給
女
工
の
割
合
は

長
野
県
製
糸
工
場
で
は
（

A
C

）
四
・
七
％
、
愛
知
県
製
糸
工
場
で
は
（

B
D

）
一
三
・
五
％
と
な

る（
34
）。

表 6　工場所在地県別製糸女工総数に占める供給女工数の割合（岐阜県）

工場所在地県
1920 年末工場法適用製
糸工場の女工数（A）

21 年度供給
女工数（B）

（B）／（A）
22 年度供給
女工数（C）

（C）／（A）

岐　阜 11,906人 3,960人 33.3％ 4,866人 40.9％

長　野 83,221 1,059 1.3 1,171 1.4
愛　知 29,582 1,792 6.1 1,830 6.2

計 124,709 6,811 5.5 7,867 6.3
資料：桂皋「本邦製糸業労働事情（二）」（『社会政策時報』第 41 号．1924 年 2 月）93 頁より作成．
　注：「工場法適用工場」とは常時 15 人以上の職工を使用する工場．
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そ
れ
で
は
次
に
、
岐
阜
県
女
工
供
給
組
合
は
県
外
へ
の
出
稼
女
工
を
ど
の
程
度
統
制
し
組
織
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
一

九
二
四
年
の
時
点
を
と
り
、
表
1
と
表
5
を
比
較
し
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
表
1
に
よ
り
県
外
出
稼
女
工
を
製
糸
業
、

紡
績
業
、
織
物
業
へ
の
出
稼
者
と
す
れ
ば
、
県
外
出
稼
女
工
の
出
稼
先
県
は
、
愛
知
県
八
四
八
五
人
、
長
野
県
二
二
〇
三
人
、
滋
賀
県
七

八
八
人
、
埼
玉
県
四
八
一
人
、
兵
庫
県
二
九
二
人
、「
そ
の
他
共
計
」
一
万
三
七
四
八
人
と
な
る
。
こ
れ
を
分
母
と
し
、
表
5
の
出
稼
先

表 7　岐阜県下女工供給組合の出稼先決定人員と申込者数
（1922 年 3 月 1 日現在）

郡
組合所属　
女工数（A）

出稼中又は出
稼先決定人員

出稼未申込
者数（B）　

（B）／（A）

大　野 2,298人 2,198人 　100人 4.4％

益　田 1,659 1,451 　208 12.5
吉　城 2,554 2,462 　92 3.6
郡　上 2,752 2,133 　619 22.5
加　茂 1,673 1,631 　42 2.5

計 10,936 9,875 1,061 9.7
資料：桂皋，前掲論文，93 頁，高橋辨蔵「工女供給組合に関する調査」（『社会政

策時報』第 32 号，1923 年 5 月）69 頁より作成．

府
県
別
女
工
供
給
数
を
分
子
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
組
合
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
女
工
の
比

率
は
、
愛
知
県
で
二
八
・
〇
％
、
長
野
県
で
五
〇
・
一
％
、
滋
賀
県
で
四
〇
・
六
％
、
埼
玉

県
で
九
九
・
四
％
、
兵
庫
県
で
八
七
・
七
％
、「
そ
の
他
共
計
」
で
七
一
・
八
％
と
な
る
。

埼
玉
・
兵
庫
両
県
へ
の
出
稼
女
工
に
つ
い
て
は
、
組
合
は
ほ
ぼ
完
全
に
統
制
・
組
織
化
し
て

い
る
の
に
対
し
、
長
野
県
へ
の
出
稼
女
工
に
つ
い
て
は
五
〇
％
、
愛
知
県
へ
の
出
稼
女
工
に

つ
い
て
は
三
〇
％
弱
を
統
制
・
組
織
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
結
果
出
稼
女
工
全
体
に

対
す
る
統
制
・
組
織
化
率
は
七
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

女
工
供
給
組
合
に
よ
る
出
稼
女
工
全
体
に
対
す
る
統
制
・
組
織
化
率
七
二
％
と
い
う
数
値

は
高
い
と
言
え
る
が
、
統
制
・
組
織
化
率
が
出
稼
先
県
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
ま
た
組
合
が

出
稼
女
工
全
体
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
情

に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
が
表
7
で
あ
る
。

女
工
供
給
組
合
の
組
合
員
で
あ
り
な
が
ら
、
出
稼
を
組
合
に
申
込
ま
な
い
者
が
全
体
で
一
〇

％
弱
存
在
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
未
申
込
者
の
比
率
は
郡
に
よ
っ
て
区ま

ち

区ま
ち

で
あ
り
、
郡
上
郡

で
は
二
二
・
五
％
、
加
茂
郡
で
二
・
五
％
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
同
表
に
記
し
た
よ
う
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に
二
二
年
三
月
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
が
、
二
四
年
二
月
末
の
統
計
デ
ー
タ
か
ら
も
上
述
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
二
四
年
二
月
末
現
在
、
女
工
供
給
組
合
所
属
の
女
工
数
は
一
万
七
〇
六
人
で
あ
る
が
、
供
給
・
斡
旋
を
組
合
へ
申
込

ん
だ
人
数
は
九
六
七
五
人
、
申
込
ま
な
か
っ
た
人
数
は
一
〇
三
一
人
で（
35
）、
未
申
込
者
数
の
割
合
は
二
二
年
三
月
一
日
現
在
と
ほ
ぼ
同

じ
九
・
六
％
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
未
申
込
者
が
比
較
的
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
女
工
供
給
組
合
設
立
に
さ
い
し
て
の
募
集
人

と
そ
の
関
係
者
に
よ
る
反
対
・
抵
抗
運
動
（
前
述
）
を
考
え
る
と
、
組
合
員
に
な
っ
た
も
の
の
、
供
給
・
斡
旋
を
組
合
に
求
め
ず
、
募
集

人
に
依
存
し
て
い
る
女
工
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
募
集
人
に
そ
く

し
て
い
え
ば
、
女
工
供
給
組
合
が
存
在
し
て
い
る
町
村
等
で
の
募
集
を
禁
止
し
た
二
〇
年
一
一
月
の
県
令
、
組
合
の
管
轄
内
で
の
工
場
主

に
よ
る
女
工
募
集
を
禁
止
し
た
「
高
山
町
工
女
組
合
」
の
「
誓
約
書
」
に
明
確
に
違
反
す
る
一
種
の
〝
脱
法
行
為
〟
で
あ
っ
た
。
し
か
し

同
時
に
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
募
集
人
に
依
存
し
た
方
が
有
利
と
考
え
た
女
工
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
事
実
と
、
組
合
へ
の
加
入
の
任
意
性
が
、
七
二
％
と
い
う
高
い
数
値
で
あ
る
と
は
い
え
、
女
工
供
給
組
合
が
（
県
外
）
出
稼

女
工
を
完
全
に
統
制
・
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
で
あ
っ
た
。

　
㈥　

組
合
の
会
計

　

最
後
に
、
女
工
供
給
組
合
の
会
計
（
収
入
と
支
出
）
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
組
合
の
収
入
は
、

「
高
山
町
工
女
組
合
規
約
」
が
「
本
組
合
ノ
経
費
ハ
供
給
手
数
料
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
」（
第
一
四
条
）
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に（
36
）、
供

給
手
数
料
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
組
合
の
設
立
に
県
の
奨
励
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、「
組
合
の
収
入
は
主
と
し
て
斡
旋
手
数
料
な
り

…
…
少
額
の
県
費
補
助

0

0

0

0

と
共
に
経
費
に
充
つ
」（
37
）と
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
組
合
へ
県
か
ら
の
若
干
の
助
成
金
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
一
方
、
組
合
の
支
出
に
つ
い
て
は
、「（
組
合
の
―
引
用
者
）
多
く
は
町
村
役
場
内
に
於
て
役
場
員
の
事
務
の
傍
ら
執
務
し
つ
ゝ
あ
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る
を
以
て
事
務
費
と
し
て
は
多
額
を
要
せ
ざ
る
も
、
組
合
総
会
、
部
落
会
開
催
、
補
習
教
育
費
、

慰
問
通
信
、
視
察
出
張
費
等
に
相
当
支
出
す
」（
38
）と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
表
8
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
組
合
平
均
の
収
入
額
は
飛
驒

三
郡
（
益
田
、
大
野
、
吉
城
）
の
組
合
が
突
出
し
て
高
く
、
そ
の
な
か
で
も
吉
城
郡
の
組
合
の
収

入
額
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
収
入
額
か
ら
支
出
額
を
差
し
引
い
た
利
益
額
も
飛
驒
三
郡
の
組
合
が

高
い
。
た
だ
、
対
収
入
利
益
率
（

A
C

）
は
、
吉
城
郡
の
組
合
で
は
活
動
が
活
発
だ
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
支
出
額
が
多
い
た
め
、
相
対
的
に
低
い
も
の
の
、
益
田
・
大
野
両
郡
の
組
合
で
は
高
く
、

郡
上
、
加
茂
郡
の
組
合
で
は
低
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
岐
阜
県
下
の
女
工
供
給
組
合
の
な
か

で
も
、
飛
驒
三
郡
の
組
合
は
、
会
計
上
の
点
か
ら
み
て
内
容
、
実
績
と
も
に
優
れ
て
お
り
、
郡
上
、

加
茂
郡
の
組
合
は
そ
れ
ら
と
比
べ
る
と
比
較
的
劣
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
徴
収
手
数
料
総
額
の
郡
別
組
合
比
較
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
9
は
組
合
設
立
以
降
二
七
年
一
〇
月
ま
で
の
徴
収
手
数
料
総
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
徴

収
手
数
料
総
額
五
〇
〇
円
以
上
の
組
合
数
は
、
益
田
郡
一
一
区
組
合
中
四
組
合
、
大
野
郡
は
一
一

組
合
中
二
組
合
、
吉
城
郡
は
一
一
組
合
中
八
組
合
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
郡
上
郡
は
一
四
組
合

中
二
組
合
、
加
茂
郡
は
二
一
組
合
中
二
組
合
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
組
合
平
均
の
徴
収
手
数
料

額
は
、
飛
驒
三
郡
の
組
合
と
郡
上
・
加
茂
両
郡
の
組
合
と
で
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
以
上
の
べ
た
郡
別
組
合
の
徴
収
手
数
料
総
額
は
、
郡
別
組
合
員
女
工
数
と
組
合
設
立

時
期
（
女
工
供
給
事
業
開
始
時
期
）
と
関
連
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る（
39
）。
そ
こ
で
ま
ず
、
郡

表 8　郡別女工供給組合の 1 組合平均収入・支出額（1924 年度）

郡（組合数） 収入（A） 支出（B） 利益（C）＝（A－B）（C）／（A）

郡上（14） 494.円 39銭 355.円 46銭 138.円 93銭 28.1％

加茂（18） 176.　90 123.　87 53.　03 30.0
益田 （9） 615.　23 407.　23 208.　00 33.8
大野（11） 687.　49 437.　33 250.　16 36.4
吉城（11） 1083.　11 842.　29 240.　82 22.2
資料：中央職業紹介事務所『女工供給（保護）組合調査』1928 年 1 月，巻末附表よ

り算出．
　注：各郡組合の総収入と総支出を合計し，組合数で除して算出した．

加茂郡は不詳の 3 組合，益田郡は不詳の 2 組合を除外した．
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別
組
合
員
女
工
数
を
ふ
り
か
え
る
と
（
表
3
）、
益
田
郡
の
組
合
員
女
工
数
は
一
五
〇
〇

人
強
と
比
較
的
少
な
く
、
郡
上
郡
、
加
茂
郡
、
大
野
郡
の
組
合
員
女
工
数
は
二
〇
〇
〇
人

前
後
で
ほ
ぼ
同
じ
、
吉
城
郡
の
組
合
員
女
工
数
は
二
七
〇
〇
人
弱
で
比
較
的
多
い
。
こ
の

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
益
田
郡
は
組
合
員
女
工
数
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
徴
収
手
数

料
総
額
は
多
く
、
大
野
郡
は
郡
上
郡
、
加
茂
郡
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
組
合
員
女
工
数
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徴
収
手
数
料
総
額
は
両
郡
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
吉
城
郡
は

組
合
員
女
工
数
が
多
い
ぶ
ん
徴
収
手
数
料
総
額
が
多
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
次
に
組
合

設
立
時
期
を
ふ
り
か
え
る
と
（
表
2
）、
大
野
郡
の
組
合
設
立
時
期
は
早
く
、
郡
上
、
益

田
、
吉
城
三
郡
の
組
合
設
立
時
期
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
（
二
〇
年
一
二
月
）
に
集
中
し
て
お

り
、
加
茂
郡
の
組
合
設
立
時
期
は
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
大
野

郡
の
組
合
は
設
立
時
期
が
早
い
た
め
に
徴
収
手
数
料
総
額
が
多
く
、
加
茂
郡
の
組
合
は
設

立
時
期
が
遅
い
た
め
に
徴
収
手
数
料
総
額
が
少
な
く
、
益
田
、
吉
城
両
郡
は
郡
上
郡
と
設

立
時
期
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徴
収
手
数
料
総
額
は
郡
上
郡
よ
り

ず
っ
と
多
い
と
言
え
る
。

　

以
上
の
べ
た
組
合
員
女
工
数
と
組
合
設
立
時
期
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
益
田
郡
の
組

合
は
、
組
合
員
女
工
数
が
少
な
く
設
立
時
期
が
二
〇
年
一
二
月
に
集
中
し
て
い
る
に
か
か

わ
ら
ず
、
徴
収
手
数
料
総
額
は
多
く
、
大
野
郡
の
組
合
は
、
組
合
員
女
工
数
は
中
位
で
あ

る
が
設
立
時
期
が
早
い
た
め
、
徴
収
手
数
料
総
額
は
多
く
、
ま
た
吉
城
郡
の
組
合
は
組
合

表 9　徴収手数料総額別組合数（1927 年 10 月現在）

徴収手数料総額
郡上郡

（14 組合）
加茂郡

（21 組合）
益田郡

（11 組合）
大野郡

（11 組合）
吉城郡

（11 組合）

100 円未満 ― 6 1 2 ―
100-199円 4 3 1 3 ―
200-299 4 5 2 ― 1
300-399 2 1 1 3 ―
400-499 2 4 2 1 2
500-999 2 2 4 1 6
1000 円以上 ― ― ― 1 2

1 組合平均 320円 245円 387円 417円 709円

資料：表 8 と同じ資料から算出．
　注：数字は組合数．
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表 10　岐阜県の郡別小作地率と反収
（1923 年末）

郡　名 小作地率（％） 反収（石）

稲葉郡 48.9 1,806
羽島郡 58.3 1,641
海津郡 73.6 1,546
養老郡 68.6 1,521
不破郡 57.5 1,849
安八郡 66.7 1,934
揖斐郡 44.5 1,956
本巣郡 56.4 1,946
山懸郡 47.4 1,665
武儀郡 40.7 1,505
郡上郡 30.2 1,755
加茂郡 37.9 1,763
可児郡 1,796
土岐郡 48.3 1,869
恵那郡 40.1 1,789
益田郡 26.3 1,675
大野郡 1,579
吉城郡 21.9 1,572

県平均 47.0 1,759
資料：『岐阜県統計書』1925 年より作成．
　注：小作地率は耕作地総面積に対する小作地面

積の割合．反収は 粳
うるち

米の反収（以下同じ）．

員
女
工
数
は
多
い
も
の
の
特
段
多
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徴
収
手
数
料
総
額
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、

郡
上
郡
の
組
合
は
、
組
合
員
女
工
数
は
中
位
で
設
立
時
期
は
二
〇
年
一
二
月
に
集
中
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徴
収
手
数
料
総
額
は

少
な
く
、
ま
た
加
茂
郡
の
組
合
は
、
組
合
員
女
工
数
は
中
位
で
あ
る
が
設
立
時
期
が
遅
い
た
め
、
徴
収
手
数
料
総
額
は
少
な
い
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
徴
収
手
数
料
総
額
の
点
か
ら
み
て
も
、
飛
驒
三
郡
の
組
合
の
活
動
は
活
発
で
あ
り
、
内
容
、
実
績
と
も

優
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
一
方
、
郡
上
郡
の
組
合
が
徴
収
手
数
料
総
額
の
点
か
ら
み
て
も
活
動
の
不
活
発
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
は
、

前
述
の
よ
う
に
出
稼
未
申
込
者
数
比
率
の
突
出
し
た
高
さ
、
女
工
供
給
組
合
と
対
立
す
る
募
集
人
へ
の
応
募
者
数
の
多
さ
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

㈦　

組
合
が
存
在
す
る
郡
の
地
域
的
特
徴

　

以
上
、
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
同
県
に
は
組
合
が

存
在
し
な
い
郡
も
多
数
存
在
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、

組
合
が
存
在
す
る
郡
は
、
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）

が
活
発
に
募
集
活
動
を
す
る
出
稼
女
工
が
多
い
郡
だ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
組
合
が
存
在
す

る
そ
う
し
た
郡
は
、
小
作
地
率
と
米
の
反
収
か
ら
み

て
ど
の
よ
う
な
地
域
的
特
徴
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
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る
こ
と
に
し
た
い
。
表
10
は
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
組
合
が
存
在
す
る
五
つ
の
郡
の
小
作
地
率
は
、
ほ
か
の
郡
あ
る
い
は
県
平
均

と
比
較
し
て
あ
き
ら
か
に
低
く
、
ま
た
反
収
は
、
郡
上
郡
と
加
茂
郡
は
県
平
均
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
益
田
、
大
野
、
吉
城
の
三

郡
は
県
平
均
と
比
較
す
れ
ば
あ
き
ら
か
に
低
い
。
つ
ま
り
組
合
が
存
在
す
る
郡
は
、
地
主
制
の
展
開
が
よ
わ
く
、
一
部
の
郡
を
除
け
ば
低

生
産
力
の
地
帯
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
一
九
二
八
年
一
月
、
五
五
頁
。

（
2
）
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
一
九
二
七
年
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）、
六
九
頁
。

（
3
）
高
橋
辨
蔵
「
工
女
供
給
組
合
に
関
す
る
調
査
」（『
社
会
政
策
時
報
』
第
三
二
号
、
一
九
二
三
年
五
月
）
六
二
頁
。

（
4
）
各
県
の
「
労
働
者
（
職
工
）
募
集
取
締
規
則
」
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
豊
「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て

　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）
を
参
照
。

（
5
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
九
二
八
年
一
月
、
三
〇
―
三
一
頁
。

（
6
）
前
掲
、
高
橋
辨
蔵
「
工
女
供
給
組
合
に
関
す
る
調
査
」
六
二
頁
。

（
7
）『
岐
阜
県
下
ニ
於
ケ
ル
出
稼
職
工
ト
職
工
供
給
組
合
』（
謄
写
刷
、
編
者
・
発
行
年
不
詳
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
五
頁
。

（
8
）
前
掲
、
高
橋
辨
蔵
「
工
女
供
給
組
合
に
関
す
る
調
査
」
六
二
頁
。

（
9
）
同
上
、
六
二
頁
。

（
10
）
前
掲
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
九
八
頁
。

（
11
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
三
一
頁
。
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（
12
）
同
上
書
、
巻
末
の
附
表
に
よ
る
。

（
13
）
同
上
書
、
一
〇
五
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
一
〇
七
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
一
〇
五
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
一
〇
六
頁
。

（
17
）
同
上
書
、
二
〇
頁
。

（
18
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
巻
末
の
附
表
に
よ
る
。

（
19
）
前
掲
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
一
〇
一
頁
。

（
20
）
同
上
書
、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
一
〇
一
頁
。

（
22
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
〇
五
頁
。

（
23
）
同
上
書
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
一
一
〇
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
三
七
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
一
〇
九
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
巻
末
の
附
表
に
よ
る
。

（
29
）
同
上
書
、
一
〇
九
頁
。

（
30
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
五
七
頁
。

（
31
）
前
掲
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
九
五
―
九
六
頁
。

（
32
）
同
上
書
、
九
七
頁
。



人文・自然研究　第 7 号　　26

（
33
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
〇
七
頁
。

（
34
）
桂
皋
「
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
㈡
」（『
社
会
政
策
時
報
』
第
四
一
号
、
一
九
二
四
年
二
月
）、
九
四
頁
。

（
35
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
三
一
頁
。

（
36
）
同
上
書
、
一
〇
七
頁
。

（
37
）
前
掲
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
九
九
頁
。

（
38
）
同
上
書
、
九
九
頁
。

（
39
）
厳
密
に
い
え
ば
、
郡
外
工
場
へ
の
供
給
手
数
料
の
差
違
も
関
係
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
考
慮

し
な
い
こ
と
に
す
る
。

二　

山
梨
県
の
女
工
供
給
組
合

　　

出
稼
女
工
を
多
数
輩
出
し
て
い
る
山
梨
県
も
、
県
当
局
は
女
工
を
保
護
す
る
た
め
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
、
山
梨
善
誘
協
会
と
い
う
社

会
事
業
団
体
を
設
立
し
、
同
協
会
を
本
部
と
し
、
各
郡
に
支
部
を
置
き
、
さ
ら
に
各
町
村
に
女
工
供
給
組
合
を
組
織
し
た（
1
）。
こ
の
と

き
設
立
さ
れ
た
女
工
供
給
組
合
数
は
、
北
巨
摩
郡
三
七
組
合
、
南
巨
摩
郡
一
二
組
合
、
西
八
代
郡
三
組
合
、
中
巨
摩
郡
二
組
合
、
計
五
四

組
合
で
あ
っ
た（
2
）。

　

県
当
局
は
、
山
梨
善
誘
協
会
を
と
お
し
て
上
記
の
郡
に
女
工
供
給
組
合
を
組
織
す
る
と
と
も
に
、
前
述
し
た
岐
阜
県
と
同
様
に
組
合
が

存
在
す
る
地
域
内
で
の
募
集
人
に
よ
る
募
集
を
禁
止
し
た（
3
）。
し
か
し
、
県
当
局
は
そ
の
後
、
組
合
の
活
動
が
不
活
発
だ
っ
た
北
巨
摩

郡
の
七
組
合
、
南
巨
摩
郡
の
五
組
合
、
中
巨
摩
郡
の
全
部
二
組
合
に
つ
い
て
、
そ
の
地
域
内
で
の
募
集
人
に
よ
る
募
集
禁
止
の
方
針
を
解
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除
し
た（
4
）。
お
そ
ら
く
、
県
の
方
針
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
地
域
内
で
の
募
集
人
の
勢
力

が
強
か
っ
た
た
め
、
組
合
が
機
能
せ
ず
、
そ
の

こ
と
を
県
当
局
が
追
認
し
た
と
い
う
の
が
実
情

で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
組
合
は
「
相
当
の
成

績
」
を
あ
げ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る（
5
）。

　

そ
こ
で
表
11
よ
り
、
郡
別
女
工
供
給
組
合
の

活
動
実
績
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
出
稼

女
工
に
対
す
る
組
合
の
供
給
率
（

⒡
⒞

）
は
郡

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
南
巨
摩
郡
で
は
八

六
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
北
巨
摩
郡
で
は
六
六

％
、
西
八
代
郡
で
は
四
四
％
で
、
全
体
で
は
六

五
％
で
あ
る
。
北
巨
摩
郡
の
組
合
に
よ
る
供
給

女
工
数
（
一
五
九
九
人
）
は
供
給
女
工
総
数

（
二
〇
九
七
人
）
の
七
六
％
を
占
め
て
お
り
、

そ
れ
が
前
記
し
た
全
組
合
に
よ
る
供
給
率
六
五

％
と
い
う
数
値
を
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
県

内
・
県
外
の
工
場
へ
の
全
組
合
に
よ
る
供
給
率

表 11　山梨県郡別女工供給組合の活動実績（1924 年末現在）

郡 組合数

組合ノ紹介シタル
女工数　　　　　

組合以外ニ於テ　
契約シタル女工数

合　　　計

⒟
⒜

⒠
⒝

⒡
⒞

県内
（a）

県外
（b）

計
（c）

県内 県外 計
県内
（d）

県外
（e）

計
（f）

北巨摩 29 68人 1,531人 1,599人 85人 724人 809人 153人 2,255人 2,408人 44.4％ 67.9％ 66.4％

南巨摩 7 4 289 293 1 48 49 5 337 342 80.0 85.8 85.7
西八代 3 26 179 205 170 91 261 196 270 466 13.3 66.3 44.0

合　計 39 98 1,999 2,097 256 863 1,119 354 2,862 3,216 27.7 69.8 65.2

資料：中央職業紹介事務局『女工供給（保護）組合調査』1928 年 1 月，69 頁より作成．
　注：県内，県外とは，それぞれ工場の所在地をさす．

表 12　山梨県の郡別小作地率と反収
（1919 年末）

郡　名 小作地率（％） 反収（石）

東山梨郡 50.0 2,427
西山梨郡 70.3 2,014
東八代郡 59.1 1,798
西八代郡 41.5 1,924
南巨摩郡 47.3 2,085
中巨摩郡 74.1 2,039
北巨摩郡 57.0 2,113
南都留郡 44.0 1,456
北都留郡 42.5 1,769

県平均 55.0 2,046
資料：『山梨県統計書』1921 年より作成．
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■
■
■
■
■
■
は
二
八
％
、
七
〇
％
と
お
お
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
組
合
は

県
外
の
工
場
へ
の
出
稼
女
工
に
対
し
て
は
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
が
、

県
内
の
工
場
へ
の
出
稼
女
工
に
対
す
る
そ
れ
は
弱
く
、
そ
の
領
域
で
は
募
集

人
に
よ
る
募
集
活
動
に
侵
食
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
梨
県
の
女
工
供
給
組
合
の
活
動
実
績
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

し
一
九
二
五
年
一
月
、
内
務
省
令
「
労
働
募
集
取
締
令
」
の
施
行
に
と
も
な

い
「
募
集
従
事
者
」
の
活
動
が
法
的
に
承
認
さ
れ
た
こ
と（
6
）に
よ
り
（
そ

れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
直
ち
に
女
工
供
給
組
合
の
存
在
を
否
認
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
）、
そ
れ
を
、
組
合
が
存
在
す
る
地
域
内
で
の
募
集
人
に

よ
る
募
集
禁
止
措
置
を
「
違
法
」
と
受
け
と
っ
た
県
当
局
が
そ
の
措
置
を
解

除
し
た
た
め
、
組
合
は
急
速
に
衰
退
し
全
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
7
）。

　

そ
の
後
、
山
梨
県
下
の
女
工
供
給
組
合
と
し
て
は
、
一
九
二
六
、
七
年
こ

（

⒟
⒜

、

⒠
⒝

）
ろ
東
八
代
郡
錦
村
二
之
宮
の
「
二
之
宮
労
働
保
護
組
合
」
が
確
認
さ
れ
る
が
、
同
組
合
も
「
全
出
稼
女
工
に
及
ぼ
す
組
合
の
力
は
全
く

微
々
た
る
も
の
に
し
て
殆ほ

と
んど

云
ふ
に
足
ら
ざ
る
も
の
」（
8
）と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
山
梨
県
の
女
工
供
給
組
合
は
二
五
年
を
境
に
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
組
合
が

設
立
さ
れ
た
前
記
の
郡
に
は
何
か
地
域
的
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
表
12
は
郡
別
の
小
作
地
率
・
反
収
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
組
合
が
設
立
さ
れ
た
郡
（
西
八
代
、
南
巨
摩
、
中
巨
摩
、
北
巨
摩
の
四
郡
）
に
は
、
岐
阜
県
で
み
ら

れ
た
よ
う
な
特
段
の
地
域
的
特
徴
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
組
合
が
設
立
さ
れ
た
郡
に
つ
い
て
、
当
時
の
一
調
査
報
告
書
は
「
此
等
の
組
合
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は
地
理
上
よ
り
見
て
何い

ず

れ
も
長
野
県
に
接
し
、
然し

か

も
同
県
諏
訪
郡
の
主
要
製
糸
地
と
隣
接
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
る
に
至
り
、
従
来
女
工
の

募
集
上
、
此
の
種
組
合
を
必
要
と
す
る
所ゆ

え
ん以

が
う
か
が
い
知
ら
る
ゝ
」（
9
）と
記
し
て
い
る
が
、
地
図
を
み
る
か
ぎ
り
そ
の
点
は
十
分
首
肯

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
九
二
八
年
一
月
、
二
頁
。

（
2
）
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
一
九
二
五
年
三
月
、
一
〇
二
頁
。

（
3
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
二
頁
、
六
九
頁
。

（
4
）
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
清
水
書
店
、
一
九
二
六
年
、「
附
録
」
四
〇
頁
。

（
5
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
六
九
頁
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然

研
究
』
第
六
号
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
七
四
―
八
二
頁
参
照
。

（
7
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
二
頁
、
六
九
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
七
一
頁
。

（
9
）
前
掲
、
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
製
糸
女
工
調
査
』
一
〇
二
頁
。
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三　

新
潟
県
の
女
工
保
護
組
合

　
㈠　

組
合
設
立
に
至
る
経
緯

　

新
潟
県
に
お
け
る
女
工
供
給
組
合
は
、
す
べ
て
女
工
保
護

0

0

組
合
と
い
う
名
称
を
と
っ
て
い
る
。
同
県
の
女
工
保
護
組
合
の
嚆
矢
は
、
刈

羽
郡
南
鯖さ

ば

石い
し

村
を
中
心
と
す
る
三
カ
村
の
有
志
で
構
成
さ
れ
た
「
自
治
研
究
会
」
と
い
う
団
体
が
新
聞
紙
上
で
岐
阜
県
高
山
町
工
女
組
合

（
前
記
）
の
活
動
を
知
り
、
そ
れ
に
倣
い
、
出
稼
女
工
を
保
護
す
る
た
め
に
一
九
二
〇
年
一
月
「
南
鯖
石
村
女
工
保
護
組
合
」
を
設
立
し

た
こ
と
に
始
ま
る（
1
）。
し
か
し
同
組
合
は
、
募
集
人
に
よ
る
募
集
競
争
の
波
に
の
ま
れ
て
し
ば
ら
く
し
て
没
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て

い
る（
2
）。

　

し
か
し
そ
の
後
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
に
は
北
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
、
翌
二
二
年
四
月
に
は
中
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
、
さ
ら
に
二

三
年
一
二
月
に
は
西
頸
城
郡
女
工
保
護
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
た（
3
）。
北
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
は
、
二
〇
年
八
月
同
郡
の
堀
之

内
町
に
組
合
が
設
立
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
同
郡
の
諸
村
全
体
に
組
合
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
か
た
ち
で
上
記
の
年

月
に
創
立
総
会
が
開
か
れ
た（
4
）。
総
会
で
は
、
女
工
と
そ
の
父
兄
を
組
合
員
と
し
、
町
村
ご
と
に
部
長
を
置
き
、
部
長
は
町
村
長
と
す

る
こ
と
な
ど
が
決
議
さ
れ
た（
5
）。

　

し
か
し
、
上
記
三
郡
の
組
合
の
う
ち
西
頸
城
郡
の
組
合
を
除
け
ば
、
そ
の
活
動
は
不
活
発
で
あ
っ
た
。
実
際
、
北
魚
沼
郡
女
工
保
護
組

合
の
一
九
二
二
年
度
の
活
動
実
績
は
、
同
郡
出
稼
女
工
総
数
二
八
一
四
人
の
う
ち
組
合
取
扱
い
女
工
数
は
二
七
二
人
で
、
総
数
の
九
・
七

％
に
す
ぎ
ず
、
翌
二
三
年
度
の
組
合
取
扱
い
女
工
数
は
わ
ず
か
一
二
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た（
6
）。
中
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
も
お
な
じ
よ

う
に
活
動
実
績
は
不
振
で
あ
っ
た（
7
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
頸
城
郡
女
工
保
護
組
合
の
二
四
年
度
の
活
動
実
績
は
、
同
郡
出
稼
女
工
総

数
二
九
〇
四
人
の
う
ち
組
合
取
扱
い
女
工
数
は
総
数
の
三
七
・
五
％
に
あ
た
る
一
〇
九
〇
人
で
あ
り（
8
）、
活
動
は
比
較
的
活
発
で
あ
っ
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た
。

　

西
頸
城
郡
の
組
合
の
よ
う
な
事
例
は
あ
っ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
の
女
工
保
護
組
合
の
活
動
不
振
を
打
開
し
、
さ
ら
に
ほ
か
の
郡
に

も
組
合
設
立
を
う
な
が
す
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
二
五
年
県
当
局
が
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
を
打
ち
だ
し
、
多
額
の
補
助
金
交
付
を
始
め

た
こ
と
に
あ
っ
た
。
当
時
の
一
調
査
報
告
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
県
（
新
潟
県
―
引
用
者
注
）
当
局
に
於
て
も
、
夙つ

と

に
出
稼
女
工
保
護
の
緊
要
た
る
を
認
め
居
た
る
を
以も

つ

て
大
い
に
組
合
の
設
立
を

奨
励
し
、
多
額
の
補
助
金
を
交
付
し
、
益ま

す

々ま
す

之
が
設
置
を
慫
慂
し
た
の
で
、
最
近
に
至
り
て
之
を
設
置
す
る
町
村
漸
次
多
き
を
加
へ
、

殆ほ
と
んど

全
県
下
に
亘
る
に
至
つ
た
」（
9
）。

「
大
正
七
、
八
年
欧
州
大
戦
に
よ
る
財
界
の
好
況
は
ま
す
ま
す
女
工
の
需
要
を
激
増
し
〔
さ
せ
〕、
従
っ
て
女
工
争
奪
の
弊
を
醸
生マ

マ

し
た
。
か
か
る
気
運
に
刺
激
せ
ら
れ
て
、
保
護
組
合
は
早
く
よ
り
発
生
し
、
争
奪
に
よ
る
弊
害
防
止
に
努
力
し
多
少
そ
の
効
は
あ
ら

は
し
て
ゐ
た
が
、
近
時
県
当
局
の
保
護
組
合
奨
励
政
策
に
よ
り
保
護
組
合
は
全
県
下
に
及
ば
ん
と
し
…
…
」（
10
）

　　

そ
こ
で
次
に
、
新
潟
県
に
お
け
る
女
工
保
護
組
合
の
設
立
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
13
）。
同
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
各

郡
の
組
合
設
立
数
は
二
五
年
一
二
月
を
ピ
ー
ク
に
し
て
そ
の
前
後
二
五
年
九
月
か
ら
二
六
年
七
月
ま
で
の
ほ
ぼ
一
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
の
多
く
は
各
郡
の
町
村
単
位
で
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
東
蒲
原
郡
、
古
志
郡
で
は
郡
単
位
で
一
つ
の
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
（
東
蒲

原
郡
女
工
保
護
組
合
、
古
志
郡
女
工
保
護
組
合
）。
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
前
記
し
た
中
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
、
西
頸

城
郡
女
工
保
護
組
合
も
郡
単
位
の
構
成
を
と
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
組
合
の
設
立
数
は
郡
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
組
合

数
の
多
い
（
一
四
～
一
八
組
合
）
三
島
郡
、
北
魚
沼
郡
、
東
頸
城
郡
、
南
魚
沼
郡
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
、
組
合
数
の
少
な
い
（
二
～
五
組
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表 13　新潟県における女工保護組合の設立状況（1927 年現在）

設立年月 北蒲
原郡

三島
郡　

北魚
沼郡

刈羽
郡　

東頸
城郡

中頸
城郡

西頸
城郡

南魚
沼郡

中魚
沼郡

東蒲
原郡

古志
郡　 計

1920年.8月 1 1
22.　4 1 1
23.　12 1 1
24.　12 1 1
25.　1 1 1 2

2 ―
3 ―
4 1 1
5 ―
6 ―
7 ―
8 ―
9 3 3 6

10 1 1 2
11 3 3 1 7
12 4 6 5 1 16

26.　1 1 1 2
2 1 1
3 ―
4 1 1 2
5 1 1 2
6 2 2 1 5
7 1 1 2
8 ―
9 ―

10 1 1
11 1 1
12 4 4

27.　1 1 1
6 1 1

不詳 ― 5 4 1 3 1 ― 5 ― 1 ― 20

計 5 18 14 7 14 2 1 16 1 1 1 80
資料：表 2 と同じ資料より作成．
　注：数字は組合数．
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合
）
北
蒲
原
郡
、
中
頸
城
郡
も
存
在
す
る
。

㈡　

組
合
の
組
織
と
組
合
員

　

組
合
の
組
織
単
位
（
組
織
区
域
）
は
、
既
述
の
よ
う
に
一
部
を
除
け

ば
、
町
村
単
位
で
あ
っ
た
。
組
合
員
は
、
女
工
と
そ
の
父
兄
そ
れ
に
組

合
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
県
当
局
が
女

工
保
護
組
合
の
設
立
を
支
援
（
補
助
金
の
交
付
）
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
き
に
作
成
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
「
新
潟
県
女
工
保
護
組
合
規
約
準

則
」（
以
下
「
規
約
準
則
と
記
す
）
に
よ
れ
ば
、「
本
組
合
ハ
各
地
ノ
工

場
ニ
就
業
シ
若も

し
くハ

就
業
セ
ム
ト
ス
ル
女
工
及
父
兄
並

な
ら
び
に

本
組
合
ノ
趣
旨

0

0

0

0

0

0

目
的
ヲ

0

0

0

翼
賛
ス
ル
者

0

0

0

0

0

ヲ
以
テ
組
織
ス
」（
11
）（
第
二
条
、
傍
点
引
用
者
、

以
下
同
じ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
組
合
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
も
組
合
に

加
入
で
き
る
と
し
た
点
は
、
岐
阜
県
女
工
供
給
組
合
の
組
合
員
規
定
と

お
お
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
「
規
約
準
則
」
が
「
本
組
合
ニ

加
入
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
其
ノ
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
ヲ
記
載
シ
本

組
合
ニ
申
出
ツ
ヘ
シ
」（
12
）（
第
一
六
条
）
と
規
定
し
、
組
合
に
加
入
す

る
か
ど
う
か
を
女
工
と
そ
の
父
兄
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
て
い
た
点

は
、
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
と
お
な
じ
で
あ
る
。

表 14　新潟県における女工保護組合の組合員総数と 1 組合平均組合員数
（1927 年現在）

郡（組合数）
組合員総数 1 組合平均組合員数

父兄 女工 その他 計 父兄 女工 その他 計

北蒲原郡� （4 組合） 332人 79人 222人 633人 83人 20人 55人 158人

三島郡� （13 組合） 1,477 843 496 2,816 114 65 38 217
北魚沼郡�（12 組合） 1,774 2,156 2,095 6,025 148 180 174 502
刈羽郡� （6 組合） 942 1,170 89 2,201 157 195 15 367
東頸城郡�（12 組合） 3,887 678 2,912 7,477 324 56 243 623
中頸城郡� （2 組合） 240 259 ― 499 120 130 ― 250
西頸城郡� （1 組合） 1,866 2,340 ― 4,206 1,866 2,340 ― 4,206
南魚沼郡�（11 組合） 1,214 1,698 148 3,060 110 154 13 278
中魚沼郡� （1 組合） 655 ― 34 689 655 ― 34 689
古志郡� （1 組合） 188 237 89 514 188 237 89 514

　 計� （64 組合） 12,575 9,460 6,085 28,120 196 148 95 439
資料：表 2 と同じ資料より作成．
　注：組合員数，組合員数の内訳が判明しない組合は除外した．除外した組合数は北蒲原郡 1，三島郡 5，

北魚沼郡 2，刈羽郡 1，東頸城郡 2，南魚沼郡 5，東蒲原郡 1 である．「1 組合平均組合員数」は小数点
以下は 4 捨 5 入．



人文・自然研究　第 7 号　　34

　

そ
こ
で
次
に
、
女
工
保
護
組
合
の
組
合
員
数
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
14
）。
一
九
二
七
年
現
在
、
新
潟
県
下
女
工
保
護
組
合
の
組

合
員
総
数
は
二
万
八
一
二
〇
人
で
あ
る
が
、
一
組
合
平
均
で
み
る
と
郡
単
位
の
組
合
を
除
け
ば
、
一
五
〇
人
か
ら
六
〇
〇
人
ほ
ど
で
あ
り
、

こ
れ
も
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
合
員
総
数
の
内
訳
は
父
兄
四
四
・
七
％
、
女
工
三

三
・
六
％
、「
そ
の
他
」
二
一
・
六
％
で
あ
り
、「
そ
の
他
」
の
比
率
が
高
く
、
女
工
の
比
率
は
相
対
的
に
低
い
。「
そ
の
他
」
の
人
び
と

が
「
組
合
ノ
趣
旨
目
的
ヲ
翼
賛
ス
ル
者
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
業
の
人
び
と
だ
っ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
町
村
の
広
い
意
味
で
の
有
力
者
だ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
そ
の
他
」
の
人
び
と
を
含
め
た
組
合
員
の
内
部
構
成
を
仔
細
に
み
る
と
、
女
工
保
護
組
合
は
そ
の
組
合
員
の
構
成
に
応
じ

て
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は
、「
そ
の
他
」
の
人
び
と
の
比
率
が
高
く
、
女
工
の
比
率
が
低
い
か
ほ

ぼ
お
な
じ
比
率
の
組
合
で
あ
る
。
北
蒲
原
郡
の
組
合
（「
そ
の
他
」
三
五
％
、「
女
工
」
一
三
％
）、
東
頸
城
郡
の
組
合
（「
そ
の
他
」
三
九

％
、「
女
工
」
九
％
、）、
北
魚
沼
郡
の
組
合
（「
そ
の
他
」
三
五
％
、「
女
工
」
三
六
％
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
第
一
の

タ
イ
プ
と
は
反
対
に
女
工
の
比
率
が
高
く
、「
そ
の
他
」
の
人
び
と
の
比
率
が
低
い
組
合
で
あ
る
。
刈
羽
郡
の
組
合
（「
女
工
」
五
三
％
、

「
そ
の
他
」
四
％
）、
中
頸
城
郡
の
組
合
（「
女
工
」
五
二
％
、「
そ
の
他
」
〇
％
）、
西
頸
城
郡
の
郡
組
合
（「
女
工
」
五
六
％
、「
そ
の
他
」

〇
％
）。
南
魚
沼
郡
の
組
合
（「
女
工
」
五
六
％
、「
そ
の
他
」
五
％
）、
古
志
郡
の
郡
組
合
（「
女
工
」
四
六
％
、「
そ
の
他
」
一
七
％
）
が

そ
れ
で
あ
る
。
第
三
の
タ
イ
プ
は
、
父
兄
の
比
率
が
高
く
、「
そ
の
他
」
の
人
び
と
の
比
率
が
低
い
組
合
で
あ
る
。
三
島
郡
の
組
合
（「
父

兄
」
五
三
％
、「
そ
の
他
」
一
八
％
）、
中
魚
沼
郡
の
郡
組
合
（「
父
兄
」
九
五
％
、「
そ
の
他
」
五
％
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

郡
別
組
合
の
こ
う
し
た
組
合
員
構
成
の
差
異
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

た
だ
、
以
下
の
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
二
五
年
、
県
当
局
が
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
を
打
ち
だ
す
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
組
合

（
前
述
）
の
ば
あ
い
は
、
組
合
員
に
占
め
る
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
の
割
合
は
ひ
じ
ょ
う
に
低
い
こ
と
で
あ
る
。
西
頸
城
郡
の
郡
組
合
の
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ば
あ
い
は
、
〇
％
、
中
魚
沼
郡
の
郡
組
合
で
は
五
％
で
あ
り
、
ま
た
北
魚
沼
郡
の
堀
之
内
町
女
工
保
護
組
合
の
組
合
員
構
成
は
、
組
合
員

総
数
一
二
二
五
人
（
二
七
年
現
在
）
の
内
、
父
兄
五
七
二
人
（
総
数
の
四
六
・
七
％
）、
女
工
六
一
〇
人
（
同
四
九
・
八
％
）、「
そ
の
他
」

四
三
人
（
同
三
・
五
％
）
で
あ
り（
13
）、「
そ
の
他
」
の
人
び
と
の
割
合
は
ひ
じ
ょ
う
に
低
い
（
北
魚
沼
郡
の
組
合
全
体
と
し
て
は
第
一
の

タ
イ
プ
）。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
二
五
年
の
県
当
局
の
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
と
「
規
約
準
則
」
の
制
定
と
に
よ
っ
て
、
同
年
以
降
設

立
さ
れ
た
組
合
の
多
く
は

0

0

0

そ
の
構
成
員
の
な
か
に
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（「
多
く
は
」

と
限
定
を
付
し
た
の
は
刈
羽
郡
・
南
魚
沼
郡
・
中
頸
城
郡
の
諸
組
合
の
よ
う
な
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
組
合
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
）。

　

各
町
村
の
女
工
保
護
組
合
に
は
、
役
員
と
し
て
組
合
長
一
名
、
副
組
合
長
一
名
、
理
事
若
干
名
、
顧
問
若
干
名
、
委
員
若
干
名
、
専
任

事
務
員
一
名
が
お
か
れ
て
い
る
（「
規
約
準
則
」
第
五
条
）。
こ
れ
ら
の
役
員
は
第
五
条
に
よ
れ
ば
、「
組
合
長
ハ
町
村
長
タ
ル
人
ヲ
以
テ

之
ニ
充
ツ
／
副
組
合
長
ハ
理
事
会
ニ
於
テ
之
ヲ
選
挙
ス
／
理
事
ハ
組
合
員
中
ヨ
リ
組
合
長
之
ヲ
嘱
託
ス
／
委
員
ハ
女
工
ノ
父
兄
其
ノ
他
組

合
員
中
ヨ
リ
組
合
長
之
ヲ
嘱
託
ス
／
顧
問
ハ
組
合
総
会
ニ
於
テ
之
ヲ
推
薦
ス
」（
14
）と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
町
村
長
を
も
っ
て
組

合
長
と
し
、
そ
の
組
合
長
に
理
事
や
委
員
に
対
す
る
任
命
権
を
付
与
し
て
い
る
の
は
、
女
工
保
護
組
合
の
活
動
を
町
村
の
公
共
団
体
と
し

て
の
機
能
の
一
環
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
県
当
局
の
意
向
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
一
調
査
報
告

書
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。

　

「
本
県
（
新
潟
県
―
引
用
者
注
）
に
於
て
は
女
工
保
護
組
合
を
町
村
の
公
共
団
体

0

0

0

0

と
密
接
に
関
係
せ
し
め
、
そ
の
副
事
業

0

0

0

た
ら
し
め

ん
と
す
る
が
如
き
意
嚮
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
如
く
、
役
員
は
殆
ん
ど
組
合
員
の
選
挙
制
を
採
ら
ず
、
そ
の
任
免
は
町
村
長
を
以
て

充
て
た
る
組
合
長
の
権
限
内
に
置
か
れ
て
ゐ
る
」（
15
）。
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た
だ
し
、
新
潟
県
の
ば
あ
い
既
述
の
よ
う
に
郡
単
一
の
組
合
も
存
在
す
る
の
で
、
上
述
の
よ
う
な
組
合
長
の
役
割
は
郡
長
が
担
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

組
合
の
事
務
所
は
、
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
町
村
の
役
場
内
に
置
か
れ
て
い
た（
16
）。
し
か
し
、
郡
単
一
の
組

合
の
ば
あ
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
西
頸
城
郡
女
工
保
護
組
合
は
郡
役
所
内
に
、
中
魚
沼
郡
女
工
保
護
組
合
は
同
郡
農
会
内
に
、
古
志
郡
女
工

保
護
組
合
は
長
岡
市
観
光
院
町
内
に
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た（
17
）（
東
蒲
原
郡
女
工
保
護
組
合
の
事
務
所
は
不
詳
）。

　

組
合
の
活
動
経
費
は
、「
規
約
準
則
」
が
「
本
組
合
ノ
経
費
ハ
組
合
員
ノ
拠
金
、
手
数
料
、
補
助
金
其
ノ
他
ノ
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充

ツ
」（
18
）（
第
十
四
条
）
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
組
合
員
の
会
費
、
女
工
の
供
給
・
斡
旋
に
よ
る
手
数
料
、
県
か
ら
の
補
助

金
と
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。
し
か
し
、
個
々
の
組
合
の
経
費
や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
程
度
の
比
率
を
占
め
て
い
た
か
が
分
か
る
史
料
は
存

在
し
な
い
。

　
㈢　

組
合
の
事
業

　

女
工
保
護
組
合
の
事
業
は
、
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
①
女
工
の
供
給
・
斡
旋
、
②
就
業
中
の
女
工
の
保
護
、
③

女
工
の
修
養
、
慰
安
、
保
健
活
動
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
女
工
の
供
給
・
斡
旋
に
つ
い
て
、「
規
約
準
則
」
は
そ
の
第
四
条
で
組
合
の
事
業
を
規
定
し
、「
組
合
員
タ
ル
女
工
（
以
下
単
ニ
女

工
ト
称
ス
）
ノ
就
職
ニ
関
ス
ル
斡
旋
ヲ
為
ス
コ
ト
」（
第
一
項
）、「
女
工
ト
工
業
主
間
ニ
於
ケ
ル
契
約
ノ
締
結
及
其
ノ
履
行
ノ
徹
底
ヲ
期

ス
ル
コ
ト
」（
第
二
項
）
と
定
め
て
い
る（
19
）。
こ
の
女
工
供
給
・
斡
旋
事
業
に
つ
い
て
は
、
県
当
局
が
「
規
約
準
則
」
と
同
時
に
制
定
し

た
「
新
潟
県
女
工
紹
介
斡
旋
規
程
準
則
」（
以
下
「
規
程

0

0

準
則
」
と
記
す
）
が
そ
の
細
部
を
定
め
て
い
る
。「
規
程
準
則
」
は
ま
ず
女
工
の
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供
給
に
つ
い
て
、「
女
工
ノ
紹
介
斡
旋
ヲ
求
ム
ル
工
業
主
ハ
本
組
合
ニ
申
込
ム
ヘ
シ
、
但た

だ

シ
製
糸
工
業
ニ
於
ケ
ル
希
望
人
員
ノ
申
込
ハ
毎

年
十
月
迄
ト
ス
、
工
業
主
ニ
於
テ
特
ニ
女
工
ヲ
指
定
シ
若も

し
く

ハ
優
良
工
女
ヲ
選
択
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
需も

と

メ
ニ
応
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

シ
」（
20
）（
第
二
条
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
女
工
の
供
給
が
か
な
ら
ず
し
も
製
糸
女
工
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
工
業
主
が
組
合
に
申
込
む
さ
い
特
定
の
女
工
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
申
込
み
を
受
け
た
組

合
は
供
給
・
斡
旋
す
る
女
工
を
決
定
し
、
一
定
の
様
式
に
も
と
づ
い
て
直
ち
に
工
業
主
に
通
知
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
第
三
条
）。

供
給
・
斡
旋
す
る
女
工
を
組
合
が
速
や
か
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
組
合
長
を
代
理
人
と
す
る
女
工
の

委
任
状
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

「　
　

委
任
状

自
分
儀
、
何
々
女
工
保
護
組
合
長
何
某
ヲ
以
テ
代
理
人
ト
シ
、
左
ノ
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
委
任
ス

一
、
何
々
工
業
主
何
某
ト
雇
傭
契
約
締
結
ニ
関
ス
ル
行
為
ヲ
ナ
ス
コ
ト

右
委
任
状
依よ

つ

テ
如

く
だ
ん
の
ご
と
し

件

年　

月　

日

郡

�

村町
大お

お

字あ
ざ　

番
地

組
合
員　

何
某

親
権
者　

何
某　

　

印　

」（
21
）

　　

組
合
か
ら
通
知
を
受
け
た
工
業
主
は
、
組
合
が
指
定
し
た
時
期
と
場
所
に
お
い
て
組
合
長

0

0

0

と
雇
用
契
約
を
結
ぶ
（
第
五
条
）。
雇
用
契
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約
を
結
ぶ
ば
あ
い
、
多
く
は
組
合
所
定
の
雇
用
契
約
書
が
使
用
さ
れ
て
い
る（
22
）。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

「　
　

雇
傭
契
約
証

　

今こ
ん

般ぱ
ん

貴
工
場
ヘ
職
工
ト
シ
テ
別
紙
委
任
状

0

0

0

ノ
者
就
業
セ
シ
ム
ヘ
ク
ニ
付
テ
ハ
、
新
潟
県
西
頸
城
郡
女
工
保
護
組
合
ヲ
承
認

0

0

シ
、
裏
面

記
載
ノ
条
件
ニ
依
リ
雇
傭
契
約
ヲ
締
結
シ
、
双
方
各
一
通
宛
保
有
ス

昭
和
弐
年　

月　

日

新
潟
県
西
頸
城
郡
糸
魚
川
町
（
元
西
頸
城
郡
役
所
内
）

被
傭
代
理
者

0

0

0

0

0　

新
潟
県
西
頸
城
郡　

女
工
保
護
組
合

組
合
長　

高
島
順
作

府　

郡　

町

県　

市　

村

契
約
条
件

一
、
雇
傭
期
間
ハ
昭
和
弐
年　

月　

日　

ヨ
リ
昭
和
弐　

年　

月　

日　

迄
ト
ス

二
、
雇
用
期
間
中
ハ
病
気
又
ハ
身
分
上
ノ
変
更
其
他
已や

ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
ノ
外ほ

か

、
他
ノ
工
場
ニ
転
業
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

三
、
雇
傭
主
ハ
毎
月
就
業
中
ノ
成
績
ヲ
鑑マ

マ

査
シ
、
其
ノ
等
級
ニ
応
シ
一
日
金　

銭
以
上
毎
月　

日
被
傭
者
ニ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス

四
、
雇
主
ハ
組
合
員
タ
ル
女
工
ノ
貯
金
ヲ
管
理
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
毎
年
六
月
、
十
一
月
ノ
二
回
ニ
其
結
果
ヲ
本
組
合
長
ニ
報
告
ス
ル
モ

ノ
ト
ス
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五
、
六
、
七
、（
略
）

八
、
事
故
ノ
発
生
ニ
依
リ
契
約
代
理
者
ヨ
リ
解
雇
又
ハ
帰
宅
ノ
要
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
雇
主
ハ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

九
、（
略
）

十
、
雇
主
ハ
本
契
約
ニ
違
背
シ
又
ハ
組
合
区
域
内
ニ
於
テ
其
ノ
組
合
員
及
女
工
ト
直
接
雇
傭
契
約
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
契
約
代
理
者

0

0

0

0

0

ハ0

何い

時つ

ニ
テ
モ
本
契
約
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
雇
主
ヨ
リ
既
ニ
支
出
シ
タ
ル
賃
金
及
手
数
料
其
ノ

他
ノ
費
用
ハ
之
ヲ
還
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

十
一
、（
略
）�

」（
23
）

　　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雇
用
契
約
書
で
は
、
組
合
を
介
さ
な
い
雇
主
に
よ
る
組
合
員
・
女
工
と
の
直
接
雇
用
契
約
締
結
の
禁

止
（
第
一
〇
項
、
組
合
に
よ
る
事
実
上
の
女
工
の
供
給
「
独
占
」）、
雇
主
（
あ
る
い
は
募
集
人
）
に
よ
る
女
工
の
他
工
場
へ
の
紹
介
・
斡

旋
（
女
工
の
出
し
入
れ（
24
））
の
禁
止
（
第
二
項
）、
事
実
上
組
合
に
よ
る
工
場
か
ら
の
女
工
引
き
上
げ
の
自
由
（
第
八
項
）
な
ど
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
べ
た
よ
う
な
組
合
の
女
工
供
給
・
斡
旋
事
業
を
お
こ
な
う
た
め
、
組
合
に
よ
る
女
工
の
統
制
も
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、「
規
約
準
則
」
は
そ
の
第
一
二
条
で
「
女
工
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ
」
と
し
、
第
二
項
、
第
三
項
で
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る（
25
）。「
本
組
合
ノ
承
認
ヲ
経
ス
シ
テ
任
意
ニ
工
業
主
ト
雇
傭
契
約
ヲ
為
サ
ヽ
ル
コ
ト
」、「
雇
傭
契
約
期
間
内
、
他
ノ
工
業

主
ニ
対
シ
二
重
契
約
ヲ
為
サ
ヽ
ル
コ
ト
」。

　

以
上
の
よ
う
な
仕
組
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
組
合
の
供
給
・
斡
旋
に
対
し
て
雇
主
が
支
払
う
手
数
料
は
、「
規
程
準
則
」
第
七
条
に

よ
れ
ば
、「
県
内

0

0

工
場
ニ
紹
介
斡
旋
ス
ル
」
ば
あ
い
女
工
一
人
に
付
き
一
円
、「
県
外

0

0

工
場
ニ
紹
介
斡
旋
ス
ル
」
ば
あ
い
は
女
工
一
人
に
付
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き
二
円
で
あ
っ
た（
26
）。
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
の
手
数
料
と
同
様
に
、
県
内
（
郡
内
）
工
場
の
雇
主
を
優
遇
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て

い
た
。

　

組
合
の
事
業
の
第
二
は
、
就
業
中
の
女
工
の
保
護
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
組
合
の
事
業
を
規
定
し
た
「
規
約
準
則
」
第
四
条
は
、

「
工
業
主
ニ
シ
テ
女
工
ニ
対
ス
ル
賃
金
ノ
支
払
遅
滞
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
、
女
工
ノ
申も

う
し出で

ニ
依
リ
女
工
ニ
代
リ
テ
之
カ
請
求
ヲ
ナ
シ
又
ハ
必

要
ナ
ル
措
置
ヲ
為
ス
コ
ト
」（
第
三
項
）、「
女
工
中
自
己
又
ハ
尊そ

ん

族ぞ
く

親
ノ
病
気
其
他
ノ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
ノ
為
帰
郷
ノ
必
要
ア
ル

ト
キ
ハ
、
其
ノ
申
出
ニ
依
リ
工
業
主
ニ
交
渉
ヲ
為
ス
コ
ト
」（
第
四
項
）、「
女
工
ノ
就
業
ス
ル
工
場
ノ
視
察
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」（
第
七
項
）
な

ど
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、「
規
約
準
則
」
第
一
三
条
は
、「
組
合
員
ハ
女
工
ノ
就
業
工
場
ニ
於
ケ
ル
待
遇
並

な
ら
び
に

賃
金
ノ
支
払
等
ニ
関
シ
、

工
業
主
ノ
処
置
ニ
シ
テ
不
法
不
当
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
契
約
ニ
背あ

ざ
むキ

其
ノ
他
徳
義
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
速

す
み
や
かニ

本
組
合
ニ
通
報
ス
ヘ
シ
」

と
規
定
し
て
い
る
。
第
四
条
第
二
項
と
第
一
三
条
は
、
女
工
に
対
す
る
雇
主
側
の
賃
金
支
払
い
や
良
好
な
労
働
条
件
の
確
保
を
確
実
な
ら

し
め
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
第
四
条
第
四
項
は
、
既
述
の
よ
う
に
事
実
上
組
合
に
よ
る
工
場
か
ら
の
女
工
引
き
上
げ
の
自
由
が
あ
る
以

上
、
当
然
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
が
、
共
に
雇
主
側
の
女
工
の
人
身
拘
束
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
。
第
四
条
第
七
項
は
、

岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
の
活
動
規
定
と
お
な
じ
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
実
施
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

組
合
事
業
の
第
三
は
、
女
工
の
修
養
、
慰
安
、
保
健
活
動
で
あ
る
。
組
合
の
事
業
を
規
定
し
た
「
規
約
準
則
」
第
四
条
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
、「
女
工
ノ
修
養
、
矯き

よ
う

風ふ
う

（
悪
い
風
俗
を
改
め
る
こ
と
の
意
―
引
用
者
注
）、
慰
安
、
保
健
ニ
関
ス
ル
施
設
ヲ
為
ス
コ
ト
」（
第
五

項
）
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
実
績
を
示
す
史
料
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。

　

以
上
、
女
工
保
護
組
合
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
女
工
供
給
事
業
が
そ
の
中
心
的
な
活
動
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
、
組
合
の
女
工
供
給
事
業
が
実
際
に
ど
の
程
度
の
実
績
を
あ
げ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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㈣　

女
工
供
給
事
業
の
実
績

　

表
15
は
女
工
保
護
組
合
に
よ
る
業
種
別
女
工
供
給
実
績
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
供
給
女
工
の
業
種
別
構
成
を
み

る
と
、
南
魚
沼
郡
の
一
三
組
合
の
そ
れ
が
不
明
の
た
め
数
値

で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
製
糸
業
が
圧
倒
的
な
比
重
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
紡
績
業
、
そ
の
他
の

業
種
へ
の
供
給
女
工
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り
、
女
工

保
護
組
合
が
製
糸
業
固
有

0

0

の
女
工
供
給
組
織
で
は
な
い

0

0

こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
紡
績
業
や
そ
の
他
の
業
種
を
ふ
く
め
た
女
工
の

供
給
実
績
を
み
る
と
（
一
九
二
七
年
）、
郡
に
よ
っ
て
相
当

な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
較
的
良
好
な
供
給
実
績

を
あ
げ
て
い
る
の
は
三
島
郡
の
一
五
組
合
（
組
合
設
置
区
域

に
お
け
る
出
稼
女
工
数
に
占
め
る
供
給
女
工
数
の
割
合
は
五

七
・
〇
％
）、
南
魚
沼
郡
の
一
三
組
合
（
同
三
七
・
〇
％
）、

東
頸
城
郡
の
一
二
組
合
（
同
二
八
・
六
％
）
で
あ
る
。
ま
た

表
15
か
ら
は
判
明
し
な
い
が
、
西
頸
城
郡
の
郡
組
合
も
比
較

的
良
好
な
供
給
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。
同
郡
組
合
は
二
六
年

表 15　新潟県女工保護組合による業種別供給実績

郡
（組合数）

1926 年 1927 年 1927 年組合
設置区域に
おける出稼
女工数B

B
A

製糸業 紡績業 その他 計 製糸業 紡績業 その他 計A

北蒲原郡
（5 組合） ― ― ― ― 4人 ― ― 4人 424人 0.9％

三島郡
（15 組合） 699人 45人 22人 766人 601 40人 24人 665 1,166 57.0

北魚沼郡
（13 組合） 479 66 26 571 283 75 29 387 2,541 15.2

刈羽郡
（7 組合） 453 152 ― 605 152 ― 2 154 1,311 11.7

東頸城郡
（12 組合） 484 16 ― 500 350 13 ― 363 1,269 28.6

中頸城郡
（2 組合） 118 ― ― 118 ― ― ― ― 257 0.0

西頸城郡
（1 組合） 1,178 3 34 1,215 1,194 23 45 1,262 ? ?

南魚沼郡
（13 組合） ? ? ? 1,052 ? ? ? 715 1,934 37.0

中魚沼郡
（1 組合） ― ― ― ― ― ― ― ― 1,096 0.0

古志郡
（1 組合） ― ― ― ― 39 ― 1 40 ? ?

計
（70 組合） 3,411 282 82 4,827 2,623 151 101 3,590 ? ?

資料：表 2 と同じ資料より作成．
　注：供給女工数が判明しない組合は除外した．除外した組合数は，三島郡 3，北魚沼郡 1，東頸城郡 2，

南魚沼郡 3，東蒲原郡 1 である．（A）は供給女工数が不明の地域を除く数値．
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一
〇
月
現
在
、
同
郡
の
出
稼
女
工
三
一
五
三
人
（
Ａ
）
の
内
一
三
一

八
人
（
Ｂ
）
を
供
給
し
て
お
り（
27
）、
そ
の
割
合
（
　
　
）
は
四

一
・
八
％
で
あ
る
。
ま
た
北
魚
沼
郡
の
諸
組
合
も
、
別
の
記
述
に
よ

れ
ば
二
六
年
度
の
実
績
は
、
同
郡
の
出
稼
女
工
二
六
三
八
人
（
Ｃ
）

の
内
一
一
六
六
人
（
Ｄ
）
を
供
給
し
て
お
り（
28
）、
そ
の
割
合

（

C
D

）
は
四
四
・
二
％
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
積
極
的
な
活
動
を
と
お
し
て
比
較
的
良
好
な
供

給
実
績
を
あ
げ
て
い
る
組
合
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
、
ほ
と
ん
ど
供
給
実

績
が
な
い
組
合
も
存
在
す
る
。
北
蒲
原
郡
の
五
組
合
、
中
頸
城
郡
の

二
組
合
、
中
魚
沼
郡
の
郡
組
合
、
古
志
郡
の
郡
組
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
組
合
が
ど
れ
だ
け
広
い
地
域
に
女
工
を
供
給
し
て
い
る

か
を
示
し
た
表
16
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
的

良
好
な
供
給
実
績
を
あ
げ
て
い
る
三
島
郡
、
北
魚
沼
郡
、
東
頸
城
郡
、

南
魚
沼
郡
の
諸
組
合
に
よ
る
供
給
女
工
の
主
要
な
出
稼
府
県
は
、
県

内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
隣
接
す
る
長
野
県
、
岐
阜
県
を
は
じ
め
、
関

東
・
東
海
・
近
畿
地
方
の
諸
府
県
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
供
給
実
績
が
少
な
い
北
蒲
原
郡
、
中
頸
城
郡
、
古
志
郡
の
諸

組
合
の
そ
れ
は
、
県
内
の
み
か
、
こ
れ
に
長
野
・
群
馬
、
埼
玉
の
三

A
B

表 16　新潟県女工保護組合による供給女工の主要な出稼府県（1926，27 年）

出稼先 北蒲原郡 三島郡 北魚沼郡 刈羽郡 東頸城郡 中頸城郡 南魚沼郡 古志郡

新潟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
長野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜 ○ ○ ○ ○
群馬 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福島 ○ ○ ○ ○
埼玉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東京 ○ ○ ○

神奈川 ○ ○ ○ ○
千葉 ○ ○
静岡 ○ ○ ○
愛知 ○ ○ ○ ○ ○
三重 ○ ○ ○ ○
京都 ○ ○ ○ ○
大阪 ○ ○
兵庫 ○ ○ ○
岡山 ○

資料：表 2 と同じ資料より作成．
　注：西頸城郡，中魚沼郡，東蒲原郡の組合については記載がない．「主要な」という表記は原史料のマ

マで，表に掲出した府県の序列は出稼女工数の多寡を示すものではない．
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県
を
加
え
た
地
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

お
な
じ
女
工
保
護
組
合
と
い
っ
て
も
、
供
給
実
績
の
こ
う
し
た
郡
別
の
差
異
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

史
料
に
即
し
て
そ
の
事
情
を
具
体
的
に
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

そ
れ
は
一
重
に
、
組
合
が
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
を
ど
こ
ま
で
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実

際
、
比
較
的
良
好
な
供
給
実
績
を
あ
げ
て
い
る
組
合
と
い
っ
て
も
、
出
稼
女
工
に
占
め
る
供
給
女
工
の
割
合
は
三
〇
％
弱
か
ら
六
〇
％
弱

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
は
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
に
よ
っ
て
出
稼
に
出
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
別
の
側
面
か
ら
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
二
六
年
一
〇
月
一
〇
日
現
在
、
西
頸
城
郡
の

郡
組
合
の
供
給
女
工
数
は
一
三
一
八
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
日
現
在
の
組
合
員
女
工
数

0

0

0

0

0

0

二
一
二
〇
人
の
六
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
に

す
ぎ
な
い（
29
）。
ま
た
、
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
六
年
度
の
北
魚
沼
郡
の
諸
組
合
に
よ
る
供
給
女
工
数
は
一
一
六
六
人
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
年
度
の
組
合
員
女
工
数

0

0

0

0

0

0

二
六
三
八
人
の
四
四
・
二
％
に
す
ぎ
な
い（
30
）。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
組
合
員
女
工
数
は
同
年
度
の

北
魚
沼
郡
の
出
稼
女
工
数
二
六
三
八
人
と
ま
っ
た
く
同
数
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
魚
沼
郡
の
諸
組
合
は
同
郡
の
出
稼
女
工

を
す
べ
て
組
合
員
と
し
て
組
織
し
て
い
た
も
の
の
、
半
数
以
上
は
組
合
を
介
さ
ず
に
出
稼
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
べ
た
こ
と
は
、

組
合
員
の
内
部
に
ま
で
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
が
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

組
合
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
が
活
発
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
表
15
か
ら
も
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
女
工
保
護
組
合
全
体
の
女
工
供
給
数
は
、
二
六
年
の
四
八
二
七
人
か
ら
二
七
年
の
三
五
九
〇
人
へ
と
二
六
％
減
少
し
て
い
る
。
郡
別

で
み
て
も
、
西
頸
城
郡
の
郡
組
合
を
除
け
ば
、
多
く
の
郡
の
諸
組
合
で
供
給
女
工
数
が
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
北
魚
沼
郡
の
諸
組
合
の
ば

あ
い
、
出
稼
女
工
に
占
め
る
供
給
女
工
の
比
率
は
、
二
六
年
度
の
四
四
・
二
％
（
前
記
）
か
ら
二
七
年
の
一
五
・
二
％
へ
と
お
お
き
く
減

少
し
て
い
る
。
表
15
か
ら
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
の
点
か
ら
も
、
新
潟
県
に
お
い
て
は
女
工
保
護
組
合
の
結
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
が
相
当
活
発
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ

は
組
合
の
供
給
事
業
を
侵
食
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
こ
と
を
、

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
な
ぜ
、
以
上
の
よ
う
な
状
態
が
生
じ
た
の
か
と
い
え
ば
、

新
潟
県
の
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
が
補
助
金
の
支
給
に
と
ど
ま
り
、

岐
阜
県
と
は
異
な
り
、
組
合
設
置
地
域
内
に
お
け
る
募
集
人
の
募

集
活
動
を
禁
止
す
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈤　

組
合
が
存
在
す
る
郡
の
地
域
的
特
徴

　

以
上
、
新
潟
県
の
女
工
保
護
組
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

表 17　新潟県の郡別小作地率と反収
（1912 年）

郡　名 小作地率（％） 反収（石）

北蒲原郡 67.3 1,418
中蒲原郡 59.7 1,249
西蒲原郡 52.1 1,557
南蒲原郡 54.9 1,103
東蒲原郡 32.7 1,520
三島郡 63.4 1,489
古志郡 45.1 1,506

北魚沼郡 48.3 1,385
南魚沼郡 49.4 1,332
中魚沼郡 34.7 1,365
刈羽郡 50.1 1,600

東頸城郡 41.9 1,307
中頸城郡 64.0 1,641
西頸城郡 41.7 1.587
岩船郡 47.0 1,377
佐渡郡 32.6 1,600

県平均 53.3 1,433
資料：『新潟県統計書』1912 年より作成．

最
後
に
組
合
が
存
在
す
る
郡
は
小
作
地
率
と
米
の
反
収
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
な
地
域
的
特
徴
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
表

17
は
、
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
反
収
か
ら
み
る
と
、
組
合
が
存
在
す
る
郡
と
存
在
し
な
い
郡
（
中
蒲
原
郡
、
西
蒲
原
郡
、
南

蒲
原
郡
、
岩
船
郡
、
佐
渡
郡
）
と
の
あ
い
だ
に
、
と
く
に
目
立
っ
た
差
異
は
な
い
。
組
合
が
存
在
す
る
郡
の
な
か
で
も
、
県
平
均
よ
り
あ

き
ら
か
に
高
い
郡
（
東
蒲
原
郡
、
古
志
郡
、
刈
羽
郡
、
中
頸
城
郡
、
西
頸
城
郡
）
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
あ
き
ら
か
に
低
い
郡
（
北
魚
沼

郡
、
南
魚
沼
郡
、
中
魚
沼
郡
、
東
頸
城
郡
）
も
存
在
す
る
。
組
合
の
有
無
と
反
収
が
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
小
作
地
率
を
み
る
と
、
組
合
が
存
在
す
る
郡
の
内
、
北
蒲
原
郡
、
三
島
郡
、
中
頸
城
郡
を
除
く
郡
の
小
作
地
率
は
県
平
均
と
比
較
す
る

と
あ
き
ら
か
に
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
北
蒲
原
郡
と
中
頸
城
郡
は
組
合
設
立
数
が
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
三
島
郡
の
よ
う
な
例
外
は
存
在
す
る
も
の
の
、
組
合
が
存
在
す
る
郡
は
、
地
主
制
の
展
開
が
比
較
的
よ
わ
い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
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っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
九
二
八
年
一
月
、
一
頁
。
し
か
し
、
同
女
工
保
護
組
合
の
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
同
村
の
小
学
校
長
が
岐
阜
県
を
視
察
し
た
さ
い
に
女
工
供
給
組
合
の
活
動
報
告
を
う
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け

0

0

0

0

で
あ
る
と
の
記
述
（
木
村
清
司

『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
清
水
書
店
、
一
九
二
六
年
、
四
一
頁
）
も
あ
る
。

（
2
）
前
掲
、
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
四
一
頁
。

（
3
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
頁
。

（
4
）
前
掲
、
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
四
二
頁
。

（
5
）
同
上
書
、
四
二
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
四
二
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
四
二
頁
。

（
8
）
同
上
書
、
四
二
頁
。

（
9
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
二
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
一
一
〇
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
一
一
三
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
巻
末
付
表
に
よ
る
。

（
14
）
同
上
書
、
一
一
一
頁
。
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（
15
）
同
上
書
、
二
二
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
巻
末
付
表
に
よ
る
。

（
17
）
同
上
。

（
18
）
同
上
書
、
一
一
三
頁
。

（
19
）
同
上
書
、
一
一
一
頁
。

（
20
）
同
上
書
、
一
一
三
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
五
五
頁
。

（
22
）
同
上
書
、
五
九
頁
。

（
23
）
同
上
書
、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
24
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
働
供
給
請
負
業
』（『
人

文
・
自
然
研
究
』
第
六
号
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
一
三
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
六
五
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
六
六
頁
。

（
29
）
同
上
書
、
六
五
頁
。

（
30
）
同
上
書
、
六
六
頁
。

四　

富
山
県
の
女
工
保
護
組
合
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㈠　

出
稼
労
働
者
の
状
況

　

富
山
県
も
当
時
、
出
稼
労
働
者
を
多
数
輩
出
す
る
日
本
有

数
の
出
稼
県
だ
っ
た
。
繊
維
工
業
関
係
の
女
工
は
も
ち
ろ
ん
、

流
材（
1
）、
土
工
、
漁
業
な
ど
へ
の
男
性
の
季
節
的
出
稼
労

働
者
も
多
数
輩
出
し
て
い
た
。
表
18
は
そ
の
出
稼
労
働
者
の

状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
現
在
、
同
県
の

県
外
出
稼
者
数
は
二
万
四
二
〇
人
、
そ
の
内
業
種
別
で
は
、

製
糸
・
紡
績
・
織
物
業
へ
の
出
稼
者
は
八
五
六
二
人
（
全
体

の
四
一
・
九
％
）、
漁
業
（
漁
師
）
は
五
九
六
三
人
（
同
二

九
・
二
％
）、
土
工
・
日
稼
は
二
九
二
〇
人
（
同
一
四
・
三

％
）、
流
材
は
三
五
八
人
（
同
一
・
八
％
）
で
あ
る
。
漁
業
、

土
工
・
日
稼
、
流
材
の
出
稼
者
の
ほ
と
ん
ど
は
男
性
で
あ
る

た
め
、
出
稼
者
全
体
の
性
別
内
訳
は
、
女
性
一
万
二
〇
三
七

人
（
五
八
・
九
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
男
性
は
八
三
八
三

人
（
四
一
・
一
％
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る（
2
）。
出
稼
者
の
出

稼
先
府
県
別
で
は
、
製
糸
・
紡
績
・
織
物
業
で
は
愛
知
、
京

都
、
大
阪
、
長
野
、
埼
玉
、
群
馬
、
兵
庫
へ
の
出
稼
者
が
多

く
、
漁
業
で
は
北
海
道
と
樺カ

ラ

太フ
ト

へ
の
出
稼
者
が
圧
倒
的
多
数

表 18　富山県における県外出稼者の業種別・出稼先道府県別人数
（1925 年，男女計）

業種
出稼先

製糸 紡績 織物 漁業 流材 土工・日稼 その他 計（百分比）

北海道 ― ― ― 4,851人 185人 89人 153人 5,278人（25.8）

愛知 2,297人 ― 13 95 ― 2,405　（11.8）

京都 1,241 6 ― 61 383 1,691　　（8.3）
長野 805人 95人 ― ― 36 589 83 1,608　　（7.9）
東京 ― 383 ― ― ― 402 676 1,461　　（7.2）
大阪 159 736 ― ― ― 470 54 1,419　　（6.9）

群馬 607 ― ― 414 51 1,072　　（5.2）
樺太 ― ― ― 785 124 29 8 946　　（4.6）
埼玉 722 27 ― ― ― ― 171 920　　（4.5）

兵庫 537 21 ― 25 22 605　　（3.0）
その他諸県 483 418 52 300 ― 746 1,016 3,015　（14.8）

合計
8,562 5,963 358 2,920 2,617 20,420　（100.0）

（419） （29.2） （1.8） （14.3） （12.8） （100.0）

資料：名古屋地方職業紹介事務局『管内各県下に於ける労働事情』1927 年（大原社会問題研究所所蔵）230-
238 頁より作成．

　注：「その他諸県」の内訳は石川（516 人），滋賀（438 人），神奈川（359 人），新潟（306 人），静岡（276
人），三重（255 人），栃木（216 人），岐阜（181 人），福井（131 人），福島（98 人），奈良（90 人），
朝鮮（62 人），山梨（39 人），茨城（35 人）などである．
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を
占
め
て
い
る
。
ま
た
土
工
・
日
稼
で
は
、
大
阪
・
東
京
と
い
う
大
都
市
府
と
長
野
・

群
馬
両
県
に
集
中
し
て
い
る
。
流
材
で
は
漁
業
と
お
な
じ
よ
う
に
出
稼
者
の
ほ
と
ん
ど

は
北
海
道
と
樺
太
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
の
課
題
の
関
係
で
出
稼
女
工
に
絞
っ
て
み
る
と
表
19
の
と
お
り
で
あ
る
。

下
新
川
郡
と
婦
負
郡
出
身
の
出
稼
女
工
が
突
出
し
て
多
く
、
両
郡
の
出
稼
女
工
数
（
六

五
〇
二
人
）
だ
け
で
全
体
の
五
一
・
九
％
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
東
砺と

波な
み

郡
以
下
、
出

稼
女
工
数
が
少
な
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
出
稼
女
工
中
に
占
め
る
紡
績
女
工
の
比
率

が
高
く
な
っ
て
い
る
。
織
物
業
を
中
心
と
す
る
「
そ
の
他
」
の
業
種
へ
の
出
稼
女
工
に

つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
お
な
じ
よ
う
な
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
か

な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

　
㈡　

組
合
設
立
に
至
る
経
緯

　

本
県
に
お
い
て
最
初
に
設
立
さ
れ
た
女
工
保
護
組
合
は
、
出
稼
女
工
を
突
出
し
て
も

っ
と
も
多
数
輩
出
し
て
い
る
下
新
川
郡
の
組
合
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
九
月
、
下
新
川

郡
女
工
保
護
組
合
が
設
立
さ
れ
た（
3
）。
同
組
合
の
設
立
に
は
、
郡
当
局
の
積
極
的
な

指
導
が
あ
っ
た
。
当
時
の
一
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
富
山
県
は
全
国
的
に
知
ら
れ
た
る
女
工
出
身
地
に
て
…
…
県
下
に
於
て
も
下
新

表 19　富山県出稼女工の郡別・業種別人数（1925 年 12 月末）

業種
郡名

製糸 紡績 その他 計

下新川郡 2,634人（71.4） 631人（17.1） 422人（11.4） 3,687人（100.0）
婦負郡 2,020　（71.8） 377　（13.4） 418　（14.8） 2,815　（100.0）

東砺波軍 886　（57.8） 438　（28.6） 209　（13.6） 1,533　（100.0）
西砺波郡 520　（43.1） 319　（26.5） 367　（30.4） 1,206　（100.0）
中新川郡 382　（33.7） 375　（33.1） 377　（33.2） 1,134　（100.0）
射水郡 603　（56.1） 353　（32.9） 118　（11.0） 1,074　（100.0）

その他郡 676　（62.8） 266　（24.7） 135　（12.5） 1,077　（100.0）

合計 7,721　（61.6） 2,759　（22.0） 2,046　（16.3） 12,526　（100.0）
資料：表 18 に同じ．239-240 頁より作成．
　注：資料では「機織」となっているのを「紡績」に改めた．

出稼女工数の多い上位 6 郡を摘記した．
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川
郡
は
三
千
二
百
五
人
の
多
数
の
女
工
が
出
稼
し
て
居
る
。
依
つ
て
旧
来
の
弊
害
を
矯
正
す
る
目
的
に
て
郡
当
局

0

0

0

は
大
正
十
四
年
十

月
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
を
設
置
し
た
」（
4
）

　　

下
新
川
郡
当
局
の
こ
う
し
た
動
き
を
う
け
て
県
当
局
は
一
九
二
六
年
末
、
女
工
保
護
組
合
設
置
奨
励
政
策
を
打
ち
だ
し
、
警
察
署
管
内

0

0

0

0

0

を
一
単
位
と
す
る
組
合
の
設
立
を
各
町
村
に
慫
慂
し
た（
5
）。
そ
の
結
果
、
翌
二
七
年
一
月
に
四
組
合
（
井
波
区
域
女
工
保
護
組
合
、
小

杉
警
察
署
管
内
女
工
保
護
組
合
、
八
尾
警
察
署
管
内
女
工
保
護
組
合
、
中
田
女
工
保
護
組
合
）、
二
月
に
一
組
合
（
石
動
警
察
署
管
内
女

工
保
護
組
合
）、
三
月
に
二
組
合
（
大
久
保
区
域
女
工
保
護
組
合
、
東
砺
波
郡
蓑
谷
村
女
工
保
護
組
合
）、
六
月
に
一
組
合
（
東
砺
波
郡
大

鋸
谷
村
女
工
保
護
組
合
）、
七
月
に
一
組
合
（
高
岡
女
工
保
護
組
合
）
が
設
立
さ
れ
た（
6
）。
県
の
奨
励
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
設

立
さ
れ
た
女
工
保
護
組
合
の
数
は
意
外
と
少
な
か
っ
た
が
、
問
題
は
県
は
な
ぜ
警
察
署
管
内
単
位
で
の
組
合
の
設
立
を
奨
励
し
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」（
二
四
年
一
二
月
公
布
）
に
よ
っ
て
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
の
「
募
集
従

事
者
」（
募
集
人
）
の
活
動
が
法
的
に
承
認
さ
れ
た（
7
）こ
と
に
対
す
る
同
県
の
対
応
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
県
当
局
は
「
労
働
者
募
集
取

締
令
」
の
公
布
に
と
も
な
い
、
各
道
府
県
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
同
令
の
「
施
行
細
則
」
の
改
正
を
お
こ
な
い
、
女
工
保
護
組
合
と

「
募
集
従
業
者
」
と
の
協
働
・
協
調
の
体
制
を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
当
時
の
一
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
県
当
局
は
組
合
保
護
の
方
針
を
採
り
、
労
働
者
募
集
取
締
令
（
施
行
細
則
―
引
用
者
注
）
を
改
正
し
、『
募
集
従
業
者
募
集
ニ
着

手
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
募
集
地
警
察
署
長
ニ
就
キ
労
働
者
募
集
取
締
ニ
関
ス
ル
指
示

0

0

ヲ
受
ク
ヘ
シ
』
な
る
一
項
を
加
へ
て
、
警
察

0

0

署
長
を
し
て
募
集
従
業
者
は
組
合
に
就
き
て
募
集
を
な
す
こ
と
を
指
示
せ
し
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
女
工
供
給
を
組
合
の
手
に
て
取
扱
は
し
め
ん
と
す

る
が
如
き
方
法
を
講
じ
て
ゐ
る
か
ら
、
組
合
は
大
い
に
発
達
の
傾
向
に
あ
る
」（
8
）
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「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
に
対
す
る
同
県
の
こ
う
し
た
対
応
は
、
前
述
し
た
山
梨
県
の
ば
あ
い
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

㈢　

組
合
の
組
織
と
構
成
員

　

組
合
の
組
織
単
位
（
組
織
区
域
）
は
、
上
述
の
よ
う
に
警
察
署
管
内
単
位
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
県
の
女
工
保
護
組
合
設
置
奨
励
策
が
打

ち
だ
さ
れ
る
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
は
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
郡
（
六
つ
の
町
と
三
七
の
村
）
単
位
で
あ
っ

た
。
組
合
員
は
、
県
の
設
置
奨
励
策
が
打
ち
だ
さ
れ
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
「
富
山
県
女
工
保
護
組
合
規
約
準
則
」（
以

下
「
規
約
準
則
」
と
記
す
）
に
よ
れ
ば
、「
本
組
合
ハ
何
警
察
署
管
内
出
身
ノ
女
工
並

な
ら
び
に

女
工
ト
為
ラ
ム
ト
ス
ル
者
ヲ
以
テ
正
組
合
員

0

0

0

0

ト

シ
、
其
父
兄
及
本
組
合
ノ
趣
旨
目
的
ヲ
翼
賛
ス
ル
者
ヲ
以
テ
賛
助
組
合
員

0

0

0

0

0

ト
ス
」（
9
）（
第
三
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
県
の
女
工
保
護

組
合
と
比
べ
た
ば
あ
い
、
組
合
員
構
成
上
の
女
工
組
合
員
の
地
位
は
、
形
式
上
本
県
の
女
工
保
護
組
合
の
方
が
高
か
っ
た
。
た
だ
し
、
組

合
に
加
入
す
る
か
ど
う
か
を
各
自
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
て
い
る
点
は
新
潟
県
や
岐
阜
県
の
組
合
と
同
様
で
あ
る
（「
本
組
合
ニ
加
入

セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
其
ノ
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
組
合
員
ノ
種
別

0

0

ヲ
記
シ
申も

う
し出い

ツ
ヘ
シ
」（
10
））（「
規
約
準
則
」
第
一
四
条
）。

　

そ
こ
で
次
に
、
女
工
保
護
組
合
の
組
合
員
数
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
20
）。
一
組
合
の
組
合
員
数
は
少
な
く
と
も
半
数
は
六
〇
〇

人
を
超
え
て
お
り
、
岐
阜
県
や
新
潟
県
の
組
合
と
比
較
し
た
ば
あ
い
、
そ
の
大
規
模
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
下

新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
組
合
員
数
は
五
八
〇
〇
人
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
各
県
の
組
合
の
な
か
で
最
大
規
模
を
ほ
こ
る

組
合
で
あ
っ
た
。
組
合
員
の
内
部
構
成
を
み
る
と
、
女
工
を
正
組
合
員
と
し
そ
の
父
兄
を
賛
助
組
合
員
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
全
体

と
し
て
女
工
の
比
率
が
五
一
・
五
％
と
半
数
以
上
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
新
潟
県
の
組
合
と
は
際
立
っ
た
違
い
が
み
と
め
ら
れ
る
。
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女
工
保
護
組
合
に
は
、
役
員
と
し
て
組
合
長
一
名
、
副
組
合
長
一
名
、
委
員
若
干

名
、
顧
問
若
干
名
、
事
務
員
若
干
名
、
世
話
人
若
干
名
が
お
か
れ
、
委
員
は
町
村
長

が
こ
れ
に
当
り
、
顧
問
は
警
察
署
長
有
志
が
就
任
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
組
合

長
、
副
組
合
長
は
委
員
会
で
選
出
さ
れ
（
し
た
が
っ
て
い
ず
れ
か
の
町
村
長
）、
世

話
人
は
組
合
員
の
な
か
か
ら
組
合
長
が
「
嘱
託
」
し
、
顧
問
は
組
合
の
総
会
で
推
薦

す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
以
上
「
規
約
準
則
」
第
五
条（
11
））

　

こ
れ
に
対
し
て
、
県
の
組
合
設
置
奨
励
策
が
打
ち
だ
さ
れ
る
前
に
設
立
さ
れ
て
い

た
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
ば
あ
い
は
、
役
員
構
成
は
少
し
異
に
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
同
組
合
は
、
郡
内
の
各
町
村
に
支
部
を
置
き
、
役
員
は
組
合
長
一
名
、
副
組

合
長
二
名
、
評
議
員
八
名
、
部
長
四
三
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る（
12
）。
そ
の
選
出
方

法
は
、
組
合
長
、
副
組
合
長
は
組
合
の
総
会
で
選
出
さ
れ
、
部
長
は
郡
内
の
各
町
村

長
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
、
評
議
員
は
部
長
の
互
選
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る（
13
）。

部
長
四
三
名
と
い
う
数
字
は
、
前
記
の
よ
う
に
同
組
合
の
組
織
区
域
が
六
つ
の
町
と

三
七
の
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

同
組
合
に
は
以
上
の
役
員
の
ほ
か
に
、
組
合
長
が
「
嘱
託
」
し
た
世
話
人
一
四
九

名
が
存
在
し
て
い
る
（
二
七
年
現
在
）。
そ
の
世
話
人
は
二
種
に
分
か
れ
、「
一ひ

と
つハ

募
集
世
話
人
（
一
〇
六
人
）
デ
募
集
従
事
者
之
ニ
当
リ
、
他
ハ
事
務
世
話
人
（
四
三

人
）
デ
各
町
村
役
場
書
記
之
ニ
当
ル
」（
14
）と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
あ

表 20　富山県女工保護組合の組合員数（1927 年現在）

組合名 父兄 女工 計

下新川郡女工保護組合 2,695人（46.2） 3,143人　（53.8） 5,838人（100.0）
井波区域女工保護組合 530　（59.6） 360　　（40.4） 890　（100.0）
小杉警察署管内女工保護組合 800　（56.1） 625　　（43.9） 1,425　（100.0）
八尾警察署管内女工保護組合 1,300　（46.4） 1,500　　（53.6） 2,800　（100.0）
中田女工保護組合 ? ? ?
石動警察署管内女工保護組合 ―　　（0.0）　 35　（100.0） 35　（100.0）
大久保区域女工保護組合 340　（50.0） 340　　（50.0） 680　（100.0）
東砺波郡蓑谷村女工保護組合 59　（47.6） 65　　（52.4） 124　（100.0）
同　大鋸谷村女工保護組合 ― ― 58
高岡女工保護組合 ? ? ?

合計 5,724　（48.5） 6,068　　（51.5） 11,792※（100.0）
資料：表 2 と同じ資料より作成．
注：※には大鋸谷村女工保護組合の人数は含まない．
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る
も
の
の
、
両
世
話
人
は
と
も
に
「
各
部
内
の
就
職
斡
旋
事
務
に
当
つ
て
ゐ
る
」（
15
）と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
点
は
と
も
か
く
、

下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
は
、「
同
郡
内
に
於
け
る
各
会
社
の
募
集
人
」（
16
）と
協
調
を
は
か
る
べ
く
、
彼
（
彼
女
）
ら
を
組
合
の
世
話
人

に
吸
収
・
統
合
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、「
募
集
従
事
者
」
と
の
協
働
・
協
調
を
前
提
に
打
ち
だ
さ
れ
た
県
の
組
合

設
置
奨
励
策
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
組
合
の
前
記
「
世
話
人
」
の
多
く
は
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
」
と
お
な
じ
よ
う
に
「
募
集
従
事

者
」（
募
集
人
）
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
各
組
合
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
活
動
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
活
動
し

よ
う
と
し
て
い
る
「
募
集
従
事
者
」（
募
集
人
）
を
世
話
人
と
し
て
ど
こ
ま
で
吸
収
・
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
、
定
か
で
な
い
。

　

組
合
の
事
務
所
は
、
上
述
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
（
事
務
所
は
同
郡
魚
津
村
）
な
ど
い
く
つ
か

の
組
合
を
除
け
ば
、
警
察
署
内
に
お
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
井
波
区
域
女
工
組
合
は
井
波
警
察
署
内
に
、
小
杉
警
察
署
管
内
女
工
保

護
組
合
は
小
杉
警
察
署
内
に
、
八
尾
警
察
署
管
内
女
工
保
護
組
合
は
八
尾
警
察
署
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
組
合
事
務
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た（
17
）。

　

組
合
の
活
動
経
費
は
、「
規
約
準
則
」
が
「
本
組
合
ノ
経
費
ハ
左
ノ
収
入
ヨ
リ
支
弁
ス
／
一
組
合
費
及
保
護
負
担
金
／
二
補
助
金
／
三

寄
附
金
及
雑
収
入
」（
18
）（
第
一
二
条
）
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
組
合
費
（
正
会
員
年
二
〇
銭（
19
）―
同
第
一
三
条
）
と
「
保
護
負
担

金
」（
女
工
供
給
手
数
料
―
こ
の
点
後
述
）、
県
か
ら
の
補
助
金
、
寄
付
金
（
お
そ
ら
く
賛
助
組
合
金
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
）
な
ど
か
ら

成
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
経
費
中
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
程
度
の
比
率
を
占
め
て
い
た
か
が
分
か
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。

　
㈣　

組
合
の
事
業

　

本
県
の
女
工
保
護
組
合
の
事
業
は
、「
規
約
準
則
」
第
四
条
に
よ
れ
ば
、「
女
工
ノ
修
養
、
矯
風
、
慰
安
、
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
第

一
項
）、「
優
良
工
場
ノ
選
定
、
女
工
ノ
就
職
条
件
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
第
二
項
）、「
女
工
及
工
業
主
間
ニ
於
ケ
ル
諸
種
ノ
交
渉
ニ
関
ス
ル

事
項
」（
第
三
項
）、「
女
工
ノ
工
場
生
活
視
察
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
第
四
項
）、「
女
工
ノ
表
彰
、
共
済
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
第
五
項
）、「
其



53　　一九二〇年代の女工供給（保護）組合

ノ
他
本
組
合
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
事
項
」（
第
六
項
）
の
六
事
業
で
あ
っ
た（
20
）。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
組
合
の
事

業
に
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
女
工
供
給
事
業
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
二
五
年
一
二

月
内
務
省
令
第
三
〇
号
と
し
て
「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
が
制
定
さ
れ（
21
）、
営
利
職
業
紹
介
事
業
を
お
こ
な
う
こ
と
が
地
方

長
官
（
府
県
知
事
）
の
許
可
制
と
な
り
、
そ
の
事
業
内
容
も
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。
同
規
則
制
定
の

ほ
ぼ
一
年
後
、
女
工
保
護
組
合
設
置
奨
励
策
を
打
ち
だ
し
た
県
当
局
は
、
紹
介
・
斡
旋
の
手
数
料
を
取
っ
て
女
工
供
給
事
業
を
お
こ
な
う

こ
と
は
、「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
の
規
制
を
受
け
る
と
判
断
し
、「
規
約
準
則
」
第
四
条
の
事
業
内
容
に
敢
て
女
工
供
給
事
業

を
記
さ
な
か
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　

事
実
、「
規
約
準
則
」
第
四
条
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
県
当
局
が
「
規
約
準
則
」
と
と
も
に
作
成
し
た
「
富
山
県
女
子
保
護

組
合
利
用

0

0

規
程
準
則
」（
以
下
「
利
用
規
程
準
則
」
と
記
す
）
で
は
、
事
実
上
の

0

0

0

0

女
工
供
給
事
業
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
「
利
用
規
程
準
則
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
女
工
の
供
給
に
つ
い
て
、「
本
組
合
員
ヲ
女
工
ト
シ
テ

雇
傭
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
製
糸
工
場
ニ
在
リ
テ
ハ
毎
年
九
月
中
、
其
ノ
他
ノ
工
場
ニ
在
リ
テ
ハ
四
月
中
ニ
…
…
申
込
書
ニ
就
業
案
内
及
雇

傭
契
約
書
案
ヲ
添
付
シ
、
所
要
人
員
ノ
申
込
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
」（
22
）（
第
二
条
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
新
潟
県
の
規
定
と
同
様
に
、
女

工
の
供
給
が
か
な
ら
ず
し
も
製
糸
女
工
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
組
合
は
組
合
員
に
対
し
て
は
、「
本
組
合

員
ニ
シ
テ
女
工
ニ
就
職
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
製
糸
工
場
ニ
在
リ
テ
ハ
毎
年
一
月
七
日
、
其
ノ
他
ノ
工
場
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
都つ

度ど

…
…
就

職
希
望
申
告
書
ヲ
組
合
長
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
」（
23
）（
第
三
条
）
と
定
め
て
い
る
。
組
合
長
は
「
就
職
希
望
申
告
書
」
を
提
出
し
た
組
合
員
の

代
理

0

0

と
し
て
雇
主
と
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
。「
組
合
長
ハ
組
合
員
ニ
代
リ

0

0

0

0

0

0

工
業
主
其
ノ
他
ノ
者
（
募
集
主
又
ハ
募
集
従
事
者

0

0

0

0

0

）
ト
契
約
ヲ

締
結
ス
／
契
約
成
立
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
長
ヨ
リ
其
ノ
要
項
、
出
発
日
時
、
其
ノ
他
ノ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
組
合
員
ニ
通
知
ス
」（
24
）（
第
四

条
）。
以
上
の
よ
う
な
女
工
の
供
給
・
斡
旋
事
業
を
お
こ
な
う
た
め
、
組
合
に
よ
る
女
工
の
統
制
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
は
、
女
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工
の
統
制
事
項
は
「
利
用
規
程
準
則
」
に
は
記
載
が
な
く
、「
規
約
準
則
」
の
方
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
〇
条
第
一
項
は
以
下
の

よ
う
に
規
程
し
て
い
る
。「
組
合
長
ノ
承
認
ヲ
得
ス
シ
テ
任
意
ニ

0

0

0

工
業
主
又
ハ
募
集
従
事
者

0

0

0

0

0

ト
雇
傭
契
約
ヲ
ナ
サ
サ
ル
コ
ト
」（
25
）。

　

さ
て
、
本
県
の
女
工
保
護
組
合
も
、
女
工
の
供
給
事
業
が
そ
の
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
の
適

用
を
避
け
る
た
め
、「
利
用
規
程
準
則
」
に
は
い
く
つ
か
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
女
工
供
給
事
業
が
一
見

0

0

無
料
で
あ

る
か
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
組
合
員
タ
ル
女
工
ノ
就
職

0

0

0

0

0

、
優
良
工
場
ノ
選
定
、
工
業
主
其
ノ
他
ノ
者
ニ
対
ス
ル
交
渉
ハ
凡す

べ

テ
無0

料0

ニ
テ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス
」（
26
）（
第
五
条
）。
そ
の
う
え
で
女
工
供
給
手
数
料
は
、
女
工
の
検
診
や
保
護
に
要
す
る
実
費
と
し
て
「
保
護
負

担
金
」
と
い
う
名
称
と
な
り
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
六
条
）。

　

「
本
組
合
員
ヲ
女
工
ト
シ
テ
雇
傭
シ
タ
ル
者
ハ
、
女
工
ノ
検
診

0

0

並
な
ら
び
に

保
護
ニ
要
ス
ル
実
費
ト
シ
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
雇
傭
契
約
成
立
ト
同
時
ニ
左
ノ

標
準
ニ
基
キ
其
ノ
負
担
金

0

0

0

ヲ
納
入
ス
ヘ
シ
、
但た

だ

シ
就
職
三
月
（
三
カ
月
―
引
用
者
注
）
以
内
ニ
シ
テ
退
場
シ
其
ノ
契
約
期
間
中
再
ヒ

就
職
ノ
見
込
ナ
キ
場
合
ニ
限
リ
、
当
該
女
工
ノ
保
護
負
担
金

0

0

0

0

0

ヲ
返
戻
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

県
内
女
工
一
人
ニ
付 　

一
年
契
約　

二
円

　

二
年
契
約　

二
円
五
十
銭

　

三
年
契
約　

三
円

　

四
年
契
約　

三
円
五
十
銭

⎱�⎱�⎱
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県
外
女
工
一
人
ニ
付 　

一
年
契
約　

三
円

　

二
年
契
約　

三
円
五
十
銭

　

三
年
契
約　

四
円

　

四
年
契
約
以
上　

四
円
五
十
銭
」（
27
）

　
「
保
護
負
担
金
」（
女
工
供
給
手
数
料
）
は
、
既
述
の
新
潟
県
の
組
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
県
内
の
工
場
に
供
給
す
る
ば
あ
い
と
県
外
の

工
場
に
供
給
す
る
ば
あ
い
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
岐
阜
県
、
新
潟
県
の
組
合
と
比
べ
る
と
、
女
工
供
給
手
数
料
は
、「
保
護
負
担
金
」

と
い
う
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
割
高
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
契
約
年
数
に
応
じ
て
「
保
護
負
担
金
」
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
女
工

保
護
組
合
が
製
糸
女
工
固
有
の

0

0

0

供
給
組
合
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
て
い
る
。

　

以
上
、「
利
用
規
程
準
則
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
女
工
供
給
の
手
続
や
「
保
護
負
担
金
」
の
県
内
・
県
外

別
の
金
額
、
契
約
年
数
別
の
金
額
は
同
準
則
が
作
成
さ
れ
る
前
に
設
立
さ
れ
活
動
し
て
い
た
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
慣
行
・
規
則
と

ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
り（
28
）、「
利
用
規
程
準
則
」
が
同
組
合
に
見
倣
っ
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、「
利
用
規
程

準
則
」
が
定
め
る
女
工
保
護
規
定
も
同
組
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る（
29
）。
供
給
女
工
の
保
護
に
つ
い
て
、「
利
用
規
程
準
則
」
は
そ
の

第
七
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る（
30
）。

　

「
一
、
契
約
期
間
中
事
業
ノ
縮
少マ

マ

又
ハ
休
止
ノ
為
契
約
解
除
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
予

あ
ら
か
じメ

組
合
長
ニ
通
知
ス
ル
コ
ト
」、「
二
、
被

傭
者
ノ
一
身
上
已や

ム
ヲ
得
サ
ル
事
由
ニ
ヨ
リ
父
兄
又
ハ
本
組
合
ヨ
リ
帰
宅
ノ
要
求
ア
ル
場
合
ハ
、
之
ヲ
拒
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
」、

「
三
、
本
組
合
ノ
規
程
ヲ
背あ

ざ
むキ

又
ハ
虚
偽
ノ
申
告
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
若も

し
くハ

組
合
ノ
目
的
ヲ
妨
ク
ル
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
契
約
ヲ

⎱�⎱�⎱
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解
除
ス
ル
モ
異
議
ナ
キ
コ
ト
」、「
四
、
本
組
合
員
タ
ル
女
工
ニ
疾
病
、
負
傷
、
其
ノ
他

ノ
事
故
発
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
直た

だ
ちニ

組
合
長
ニ
通
知
ス
ル
コ
ト
」

　

右
の
内
、
第
二
項
は
、
事
実
上
雇
主
側
の
女
工
の
人
身
拘
束
を
禁
止
し
、
組
合
に
よ
る
工

場
か
ら
の
女
工
引
き
上
げ
の
自
由
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
供
給
女
工
に
対
す
る

組
合
の
保
護
の
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
㈤　

女
工
供
給
事
業
の
実
績

　

表
21
は
女
工
保
護
組
合
に
よ
る
業
種
別
女
工
供
給
実
績
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
の

よ
う
に
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
を
除
け
ば
組
合
は
一
九
二
七
年
に
設
立
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
ら
の
組
合
の
二
六
年
度
の
供
給
実
績
は
な
い
。
同
年
度
の
下
新
川
郡
女
工
保
護
組

合
の
女
工
供
給
数
は
一
七
四
三
人
、
そ
の
内
訳
は
製
糸
女
工
一
二
八
九
人
（
全
体
の
七
四

％
）、
紡
績
女
工
四
五
四
人
（
同
二
六
％
）
で
あ
る
。
し
か
し
二
七
年
度
（
上
半
期
）
に
な

る
と
、
同
組
合
の
供
給
女
工
は
紡
績
女
工
の
み
と
な
り
、
製
糸
女
工
の
供
給
は
新
し
く
設
立

さ
れ
た
八
尾
警
察
署
管
内
女
工
保
護
組
合
と
井
波
区
域
女
工
保
護
組
合
が
担
う
よ
う
に
な
る
。

ま
た
新
し
く
設
立
さ
れ
た
そ
の
ほ
か
の
女
工
保
護
組
合
は
女
工
供
給
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
紡
績
女
工
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
ば

あ
い
、
表
出
さ
れ
て
い
な
い
二
五
年
四
月
一
日
現
在
の
女
工
供
給
数
は
三
三
四
二
人
で
、
そ

表 21　富山県女工保護組合による業種別供給実績

組合名
1926 年度 1927 年度（上半期）

製糸業 紡績業 その他 計 製糸業 紡績業 その他 計

下新川郡女工保護組合 1,289人 454人 ― 1,743人 ― 234人 ― 234人

井波区域女工保護組合 ― ― ― ― 313人 7 ― 320
小杉警察署管内女工保護組合 ― ― ― ― 2 69 3人 74
八尾警察署管内女工保護組合 ― ― ― ― 1,473 150 ― 1,623
石動警察署管内女工保護組合 ― ― ― ― 3 32 ― 35
東砺波郡蓑谷村女工保護組合 ― ― ― ― ― 4 1 5

合　　計
1,289
（74.0）

454
（26.0）

― 1,743
（100.0）

1,791
（78.2）

496
（21.6）

4
（0.2）

2,291
（100.0）

資料：表 2 と同じ資料より作成．
　注：残りの 4 組合は不詳か．中央職業紹介事務局への報告なし．「その他」は織物業などと推定され

る．
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の
業
種
別
内
訳
は
、
紡
績
女
工
一
八
六
二
人
（
総
数
の
五
五
・
七
％
）、
製
糸
女

工
七
二
二
人
（
同
二
一
・
六
％
）、
織
物
女
工
四
九
二
人
（
一
四
・
七
％
）、「
そ

の
他
・
業
種
不
詳
」
二
六
六
人
（
同
八
・
〇
％
）
で
あ
り（
31
）、
同
組
合
の
主
要

な
供
給
女
工
は
紡
績
女
工
（
二
五
年
）
→
製
糸
女
工
（
二
六
年
度
）
→
紡
績
女
工

（
二
七
年
度
上
半
期
）
と
変
遷
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
女
工
供
給
先
業
種
の
転
変
、
新
し

く
設
立
さ
れ
た
組
合
間
に
お
け
る
女
工
供
給
先
業
種
の
明
確
な
差
異
、
こ
う
し
た

事
実
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
く
の
か
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
前

述
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
世
話
人
」
と
し
て
組
合
に
組
織
さ
れ
た
「
募
集

従
事
者
」
が
ど
の
よ
う
な
業
種
・
企
業
に
属
す
る
人
々
だ
っ
た
の
か（
32
）、
そ
の

こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
33
）。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
女
工
保
護
組
合
の
女
工
供
給
事
業
は
当
該
地
域
の
出
稼
女
工

に
対
し
て
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
網
羅
的
に

示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
が
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
二
六
年
度
分
に
つ
い

て
は
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
を
示
し
た
も
の
が
表
22
で
あ
る
。
下
新
川
郡
の
出
稼
女

工
の
内
、
組
合
に
よ
る
供
給
女
工
の
占
め
る
割
合
は
全
体
と
し
て
四
七
・
三
％
で
、

ほ
ぼ
そ
の
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
比
率
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
諸
組
合
の

そ
れ
と
比
較
す
る
と
高
い
方
に
属
す
る
。
業
種
別
で
そ
の
比
率
を
み
る
と
、
製
糸

表 22　下新川郡女工保護組合による業種別供給実績（1926 年度）

出稼府県

保護組合斡旋女工数 下新川郡出稼女工数

D
A

E
B

F
C

製糸業
（A）

紡績業
（B）

計
（C）

製糸業
（D）

紡績業
（E）

その他
計

（F）

愛知 11人 178人 189人 524人 223人 84人 831人 2.1％ 79.8％ 22.7％

大阪 ― 96 96 313 169 145 627 0.0 56.8 15.3
岐阜 291 20 311 371 26 23 420 82.7 76.9 74.0
長野 337 ― 337 352 4 8 364 95.7 ― 92.6
埼玉 269 12 281 269 3 3 275 100.0 ? ?
群馬 171 ― 171 206 9 10 225 83.0 0.0 76.0
京都 56 21 77 153 31 29 213 36.6 67.7 36.2
三重 ― 37 37 59 45 30 134 0.0 82.2 27.6

その他 154 90 244 387 121 90 598 39.8 74.4 40.8

合計 1,289 454 1,743 2,634 631 422 3,687 48.9 71.9 47.3

資料：名古屋地方職業紹介事務局『富山県下新川郡女工保護組合』（発行年不詳．謄写刷．大原社
会問題研究所所蔵）より作成．

　注：「斡旋」という言葉は原資料のママ．出稼府県の掲出順は出稼女工数の多い順．
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業
で
は
四
八
・
九
％
、
紡
績
業
で
は
七
一
・
九
％
で
、
供
給
女
工
数
は
少
な
い
も
の
の
、
紡
績
業
へ
の
供
給
比
率
の
方
が
製
糸
業
へ
の
そ

れ
よ
り
も
高
い
。
し
か
し
、
出
稼
府
県
別
で
み
る
と
、
典
型
的
な
製
糸
業
県
で
あ
る
長
野
県
や
製
糸
業
が
発
達
し
て
い
る
岐
阜
、
埼
玉
、

群
馬
県
へ
の
出
稼
製
糸
女
工
に
対
す
る
供
給
比
率
は
八
三
％
か
ら
一
〇
〇
％
に
お
よ
ん
で
お
り
、
そ
の
点
で
組
合
が
は
た
し
た
役
割
は
ひ

じ
ょ
う
に
大
き
か
っ
た
。
お
な
じ
こ
と
は
、
紡
績
業
が
発
達
し
て
い
る
愛
知
県
や
三
重
県
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
同
県
へ
の
出
稼

紡
績
女
工
に
対
す
る
組
合
の
供
給
比
率
は
八
〇
％
前
後
に
お
よ
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
同
郡
の
出
稼
女
工
数
で
二
番
め
に
多
い
出
稼
先
は
大
阪
府
で
あ
る
が
、
大
阪
府
は
紡
績
業
と
並
ん
で
織
物
業
（
泉
南
綿
織
物

業
）
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、
織
物
業
を
中
心
と
す
る
「
そ
の
他
」
業
種
へ
の
出
稼
女
工
数
が
多
い
た
め
、
大
阪
府
へ
の
出
稼
女
工
全
体

に
対
す
る
組
合
の
供
給
比
率
は
一
五
・
三
％
と
低
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
は
、
同
郡
の
出
稼
女
工
の
内
、
主
要
な
製
糸
業
県
、
紡
績
業
県
へ
の
出
稼
女
工
に

対
す
る
供
給
比
率
は
八
〇
％
以
上
と
い
う
相
当
高
い
比
率
を
ほ
こ
っ
て
い
た
も
の
の
、
織
物
業
を
中
心
と
す
る
「
そ
の
他
」
業
種
へ
の
供

給
活
動
は
不
活
発
だ
っ
た
た
め
、
全
体
と
し
て
の
供
給
比
率
は
前
記
の
四
七
・
三
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
同
組
合
は
主
要
な

製
糸
業
県
、
紡
績
業
県
の
「
募
集
従
事
者
」
を
世
話
人
と
し
て
組
織
し
た
こ
と
に
よ
り
、
高
い
供
給
実
績
を
あ
げ
る
一
方
、
お
そ
ら
く
織

物
業
な
ど
「
そ
の
他
」
業
種
の
「
募
集
従
事
者
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
ら
を
世
話
人
と
し
て
も
と
も
と
組
織
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
出
稼
女
工
全
体
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
㈥　

組
合
が
存
在
す
る
郡
の
地
域
的
特
徴

　

以
上
、
富
山
県
の
女
工
保
護
組
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
と
同
様
、
最
後
に
組
合
が
存
在
す
る
郡
は
小
作
地

率
と
米
の
反
収
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
な
地
域
的
特
徴
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
小
杉
警
察
署
管
内
（
射
水
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郡
）、
八
尾
警
察
署
管
内
（
婦
負
郡
）、
石
動
警
察
署
管
内
（
西
砺
波
郡
）、
大
久
保
区
域
（
上
新
川
郡
）、
鋸
屋
村
・
蓑
谷
村
（
東
砺
波

郡
）
な
ど
の
女
工
保
護
組
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
郡
内
の
特
定
の
小
さ
な
所
で
設
立
さ
れ
て
い
る
の
で
、
郡
の
地
域
的
特
徴
を
み
て
も
あ
ま
り

意
味
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
同
県
内
で
最
大
の
組
合
を
擁
し
た
下
新
川
郡
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
表
23
を
み
る
と
、

下
新
川
郡
は
小
作
地
率
の
面
で
も
反
収
の
面
で
も
、
県
平
均
と
比
較
す
る
と
あ
き
ら
か
に
低
い
。
し
か
し
、
ほ
か
の
郡
と
比
較
す
る
と
下

新
川
郡
の
小
作
地
率
・
反
収
が
と
く
に
際
立
っ
て
低
い
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
下
新
川
郡
は
県
内
で
は

0

0

0

0

比
較
的
地

主
制
の
展
開
が
よ
わ
く
、
相
対
的
に
低
生
産
力
の
地
帯
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表 23　富山県の郡別小作地率と反収
（1933 年）

郡　名 小作地率（％） 反収（石）

上新川郡 59.0 2,393
中新川郡 54.5 2,279
下新川郡 53.5 2,245
婦負郡 52.3 2,381
射水郡 70.6 2,513
氷見郡 53.8 2,155

東砺波郡 54.4 2,491
西砺波郡 56.4 2,578

県平均 56.0 2,394
資料：『富山県統計書』1933 年より作成．

注（
1
）
山
で
切
り
出
し
た
材
木
を
急
流
の
川
で
流
し
運
搬
す
る
業
。
こ
の
業
を
担
う
労
働
者
を

「
流
材
人
夫
」
と
言
い
、
そ
れ
は
熟
練
し
た
技
能
を
持
っ
た
船
頭
、
流
材
人
夫
、
運
搬
人
夫

の
三
種
に
分
か
れ
る
。

（
2
）
こ
う
し
た
漁
業
、
流
材
へ
の
男
性
出
稼
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
一
九
二
〇
年
一
一
月
に

は
「
下
新
川
郡
出
漁
団
」
が
、
二
二
年
六
月
に
は
「
東
砺
波
郡
中
野
出
稼
組
合
」（
流
材
人

夫
の
出
稼
組
合
）
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
団
体
・
組
合
の
設
立
の
経
緯
や
活
動
内
容

に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
一

九
二
七
年
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
二
四
二
―
二
六
六
頁
参
照
。
な
お
「
東
砺
波

郡
中
野
出
稼
組
合
」
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
富
山

県
東
砺
波
郡
中
野
出
稼
組
合
』
一
九
二
七
年
（
謄
写
刷
、
同
研
究
所
所
蔵
）
を
参
照
さ
れ
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た
い
。

（
3
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
九
二
八
年
一
月
、
三
八
頁
。

（
4
）
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
富
山
県
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
』
発
行
年
不
詳
、
謄
写
刷
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
一
頁
。

（
5
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
二
頁
、
三
八
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
巻
末
付
表
に
よ
る
。

（
7
）
西
成
田
豊
「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
六

号
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
第
五
節
を
参
照
。

（
8
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
三
九
頁
。

（
9
）
同
上
書
、
一
一
八
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
一
二
〇
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
一
一
八
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
二
三
―
二
四
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
二
四
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
巻
末
付
表
、
備
考
欄
。

（
15
）
同
上
書
、
二
四
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
二
四
頁
。

（
17
）
同
上
書
、
巻
末
付
表
に
よ
る
。

（
18
）
同
上
書
、
一
二
〇
頁
。

（
19
）
同
上
書
、
一
二
〇
頁
。

（
20
）
同
上
書
、
一
一
八
頁
。

（
21
）
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
一
九
六
一
年
、
五
四
七
―
五
五
〇
頁
。
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（
22
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
二
〇
頁
。

（
23
）
同
上
書
、
一
二
〇
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
一
二
一
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
一
一
九
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
一
二
一
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
一
二
一
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
四
〇
―
四
四
頁
。

（
29
）
同
上
書
、
四
三
頁
。

（
30
）
同
上
書
、
一
二
一
頁
。

（
31
）
前
掲
、
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
富
山
県
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
』
五
―
六
頁
よ
り
算
出
。

（
32
）
一
九
二
四
年
一
二
月
公
布
（
二
五
年
三
月
施
行
）
の
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
は
、「
募
集
従
業
者
」
を
法
的
に
承
認
し
つ
つ
、「
募
集
従
事
者
」

の
募
集
活
動
は
募
集
主
（
雇
主
）
が
特0

定0

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
前
掲
論
文
、
二
五
六
頁
を
参

照
）。

（
33
）
し
た
が
っ
て
、
下
新
川
郡
女
工
保
護
組
合
の
ば
あ
い
は
、
組
合
長
が
「
嘱
託
」
す
る
世
話
人
（
募
集
従
事
者
）
が
募
集
す
る
ば
あ
い
の
企
業
・
業

種
が
毎
年
変
わ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
世
話
人
（
募
集
従
事
者
）
自
体
が
毎
年
交
替
さ
せ
ら
れ
た
の
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　　
五　

女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
と
国
家
の
労
働
政
策

　　

以
上
、
岐
阜
、
山
梨
、
新
潟
、
富
山
の
四
県
の
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
す
で
に
部
分
的
に
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ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
諸
組
合
が
活
動
す
る
う
え
で
、
こ
の
時
期
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
国
家
の
労
働
政
策
（
職
業
政
策
）、
す
な

わ
ち
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」（
一
九
二
四
年
一
二
月
公
布
、
二
五
年
三
月
施
行
）
と
「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」（
二
五
年
一
二

月
公
布
、
二
七
年
一
月
施
行
）
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
は
別
稿（
1
）で
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
、
人
物
を

精
査
し
た
う
え
で
、
依
頼
主
（
雇
主
）
が
特
定
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
の
「
募
集
従
事
者
」
の
活
動
（
労
務
供
給
請
負
業
）
を
法
的
に
承
認

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
は
、「
営
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル
職
業
紹
介
事
業
」（
第
一
条
）
に
さ
ま
ざ

ま
な
規
制
基
準
を
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た（
2
）。

　

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
労
働
政
策
（
職
業
政
策
）
に
対
し
て
女
工
供
給
（
保

護
）
組
合
を
支
え
て
き
た
県
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
を
、
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
の
ば
あ
い
、
そ
の
す
べ
て
が
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
が
施
行
さ
れ
る
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
が
、
同

令
施
行
に
と
も
な
い
、
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
町
村
内
に
お
い
て
募
集
人
が
直
接
女
工
を
募
集
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
県
令
が
効
力
を

失
な
い
、「
募
集
人
の
跋ば

っ

扈こ

に
委
す
る
の
昔
日
に
還
元
せ
ん
と
す
る
」（
3
）状
況
が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
県
当
局
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令

施
行
細
則
」
を
改
正
し（
4
）、
そ
の
第
一
五
条
に
「
募
集
従
事
者
ニ
シ
テ
本
則
ノ
規
定
又
ハ
募
集
地
所
轄
警
察
署
ニ
於
テ
取
締
上
必
要
ア

リ
ト
認
メ
為
シ
タ
ル
命
令
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
、
募
集
ノ
停
止
ヲ
命
シ
又
ハ
其
許
可
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
一
項
を
付
け
く

わ
え
た（
5
）。
そ
し
て
こ
の
追
加
条
項
は
、
実
際
に
は
、「
女
工
供
給
組
合
設
置
の
区
域
に
於
て
、
募
集
従
事
者
よ
り
警
察
官
署
に
対
し
募

集
著マ

マ

主
届
の
提
出
あ
る
や
、
直
に
警
察
署
長
よ
り
之
に
対
し
て
直
接
募
集
の
禁
止
の
命
令
を
発
す
る
方
法
を
採
る
」
こ
と
を
可
能
と
し
、

「
故
に
…
…
組
合
設
置
区
域
内
に
於
て
は
事
実
上
募
集
員
の
直
接
募
集
は
殆ほ

と
んど

禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
状
態
」（
6
）を
つ
く
り
だ
し
た
。

　

一
方
、
富
山
県
の
ば
あ
い
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
施
行
に
と
も
な
い
、
岐
阜
県
と
同
様
に
そ
の
「
施
行
細
則
」
を
改
正
し
つ

つ
も
、
改
正
の
内
容
は
同
県
と
は
異
な
り
、
女
工
保
護
組
合
と
「
募
集
従
業
者
」
と
の
協
働
・
協
調
の
体
制
を
と
っ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
山
梨
県
の
ば
あ
い
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
施
行
に
と
も
な
い
、
女
工
供
給
組
合
を
保
護
す
る
た
め
に
組
合
設

置
地
域
内
で
の
募
集
人
に
よ
る
募
集
禁
止
の
措
置
を
「
違
法
」
と
受
け
と
っ
た
県
当
局
は
、
そ
の
措
置
を
解
除
し
た
た
め
組
合
は
急
速
に

衰
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
同
県
に
お
い
て
は
、
募
集
人
に
よ
る
募
集
活
動
が
相
当
活
発
だ
っ
た
た
め
に
組
合
が
機
能
せ
ず
、
上

記
の
県
の
措
置
が
す
で
に
解
除
さ
れ
て
い
た
地
域
も
あ
っ
た
た
め
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
施
行
を
奇
貨
と
し
て
県
当
局
が
組
合
保

護
の
措
置
を
意
識
的
に
撤
回
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

新
潟
県
の
ば
あ
い
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
に
対
す
る
対
応
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

同
令
に
対
す
る
岐
阜
県
・
富
山
県
の
対
応
（
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
両
県
の
間
に
重
要
な
相
違
が
あ
る
が
）
と
山
梨
県
の
対
応
は
、
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
相
異
を
生
み
だ
し
た
重
要
な
一
因
は
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
と
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
関
係
を
ど

う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
の
各
県
の
認
識
の
差
異
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
作
成
に
携
わ
っ
た
社
会
局
事
務
官
・

木
村
清
司
に
よ
れ
ば
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対
す
る
県
の
支
援
と
同
令
は
け
っ
し
て
抵
触
し
な
い
と
し
、
そ
の
著
書
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

「
労
働
者
募
集
取
締
令
は
、
労
働
者
募
集
取
締
に
関
す
る
排
他
的
規
定
に
あ
ら
ず
し
て
原
則
的
規
定
に
過
ぎ
な
い
故
に
、
本
令
の
規

定
に
抵
触
せ
ざ
る
各
地
方
特
殊
の
事
情
に
応
ず
る
特
殊
の
取
締
規
定
を
設
く
る
こ
と
は
、
毫ご

う

も
之
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
無
い
。
夫そ

れ

故
に
、
女
工
供
給
保
護
の
規
定
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
庁
府
県
の
命
令
を
以
て
定
む
る
は
毫
も
差
支
無

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

」（
7
）

　　

次
に
、「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
の
公
布
・
施
行
に
対
し
て
各
県
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
新
潟
県
の

ば
あ
い
、
県
当
局
が
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
を
打
ち
だ
し
た
同
じ
年
の
一
九
二
五
年
、
政
府
（
内
務
省
）
が
「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
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規
則
」
を
公
布
し
た
た
め
、
そ
れ
以
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
組
合
も
そ
れ
以
降
新
設
さ
れ
た
組
合
も
、
同
規
則
第
二
四
条
に
い
う
「
有
料

職
業
紹
介
事
業
」
と
し
て
認
定
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
女
工
供
給
手
数
料
も
同
規
則
施
行
細
則
に
規
定
さ
れ
た
最
高
限
度
額
以
内
に
改

定
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
当
時
の
一
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
従
来
手
数
料
は
県
内
一
円
五
拾
銭
、
県
外
参
円
に
な
つ
て
ゐ
る
所
が
多
か
つ
た
が
…
…
本
県
下
に
於
て
は
有
料
に
て
供
給
斡
旋
を

な
す
保
護
組
合
は
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
第
二
十
四
条
に
云
ふ
有
料
職
業
紹
介
事
業
に
包
含
せ
ら
れ
、
同
規
則
の
準
用
を

受
く
る
に
至
つ
た
為
め
、
同
規
則
施
行
細
則
の
手
数
料
最
高
制
限
の
規
定
に
よ
り
最
高
弐
円
と
規
定
さ
る
ゝ
に
至
つ
た
」（
8
）

　　

す
な
わ
ち
、
二
五
年
県
当
局
が
女
工
保
護
組
合
奨
励
策
を
打
ち
だ
す
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
組
合
（
そ
の
活
動
は
全
体
と
し
て
不
活
発

だ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
）
の
女
工
供
給
手
数
料
は
、
女
工
一
人
に
付
き
県
内
工
場
一
円
五
〇
銭
、
県
外
工
場
三
円
で
あ
っ
た
が
、

「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
の
適
用
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
新
設
さ
れ
た
組
合
も
含
め
て
女
工
供
給
手
数
料
は
一

人
に
付
き
二
円
以
内
（
実
際
に
は
既
述
の
よ
う
に
県
内
工
場
一
円
、
県
外
工
場
二
円
）
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
富
山
県
の
ば
あ
い
は
、「
営
利
職
業
紹
介
事
業
取
締
規
則
」
の
適
用
を
避
け
る
た
め
に
女
工
保
護
組
合
に
つ
い
て
の

「
規
約
準
則
」
の
な
か
で
は
女
工
供
給
事
業
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、「
利
用
規
定
準
則
」
の
な
か
で
は
事
実
上
の
女
工
供
給
手
数
料
を
女
工

の
「
検
診
」
と
「
保
護
」
を
目
的
と
し
た
「
保
護
負
担
金
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
で
対
応
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
潟
県
の
組
合
の

女
工
供
給
手
数
料
と
比
較
し
た
ば
あ
い
、
富
山
県
の
組
合
の
「
保
護
負
担
金
」
は
著
し
く
高
い
も
の
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
家
の
労
働
政
策
（
職
業
政
策
）
に
対
し
て
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
を
支
援
し
て
き
た
四
県
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
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し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
る
対
応
と
施
策
を
と
っ
た
が
、
そ
の
原
因
は
一
重
に
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
国
家
の
労
働
政
策
の
な

か
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
国
家
が
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
つ
い
て
の
認
識
を

欠
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
国
家
が
同
組
合
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
の
作
成
に
か
か
わ
っ
た
社
会
局
事
務
官
・
木
村
清
司
の
考
え
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
木
村
は
ま
ず

現
状
の
女
工
供
給
組
合
（
木
村
は
女
工
保
護
組
合
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
な
い
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
た
。

　

「
女
工
供
給
組
合
は
、
定
款
に
は
募
集
に
応
ず
る
女
工
を
も
其
の
組
合
員
と
す
る
も
、
此
等
女
工
は
組
合
事
業
の
対
象
で
あ
る
が
、

実
質
上

0

0

0

組
合
員
で
は
な
い
。
又
此
等
は
年
少
の
婦
女
子
を
主
と
し
性
質
上
団
結
し
得
な
い
故
に
、
労
働
組
合
と
し
て
成
立
発
達
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
は
全
然
之
を
有
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
…
…
。
而し

こ
うし

て
現
在
の
供
給
組
合
は
出
稼
職
工
帰
郷
後
の
健
康
状
態
よ
り

目
覚
め
た
町
村
自
治
体
幹
部
の
発
意
に
基
い
て
設
け
ら
れ
、
之
が
事
務
は
自
治
体
の
保
護
事
務
の
一
部
と
し
て
施
行
せ
ら
れ
…
…
其

の
作
用
は
地
域
的
強
制
職
業
紹
介
所

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
た
る
の
作
用
を
為
し
て
居
る
」（
9
）

　　

こ
こ
で
木
村
は
、
労
働
組
合
の
成
立
・
発
展
は
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
を
前
提
と
し
て
、
女
工
供
給
組
合
は
そ
れ
に
は
成
り
得
な
い
と

し
、
組
合
は
町
村
自
治
体
の
幹
部
が
関
与
し
て
い
る
「
地
域
的
強
制
職
業
紹
介
所
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
町
村
自
治
体

幹
部
が
関
与
し
て
い
る
結
果
、
木
村
は
組
合
が
女
工
の
保
護
者
の
意
向
も
反
映
し
て
い
な
い
と
し
、
組
合
を
「
女
工
保
護
者

0

0

0

組
合
」
に
転

換
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

　



人文・自然研究　第 7 号　　66

「（
女
工
供
給
組
合
の
問
題
点
は
―
引
用
者
）
組
合
が
応
募
者
及
其
の
保
護
者

0

0

0

0

0

と
離
れ
て
夫そ

の
事
業
が
運
用
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

斯か

く
の
如
き
は
甚

は
な
は
だし

く
弊
害
を
伴
ひ
易や

す

き
も
の
で
あ
る
。
夫そ

れ
故
に
余よ

は
、
女
工
供
給
組
合
が
女
工
保
護
者
組
合

0

0

0

0

0

0

0

に
転
化
す
べ
き
も

の
た
る
を
提
唱
し
て
、
其
の
発
達
を
希
ひ

0

0

0

0

0

0

0

度た

く
思

0

0

ふ0

」（
10
）

　　

女
工
の
保
護
者
に
よ
る
組
合
と
す
べ
き
理
由
と
し
て
は
木
村
は
ま
ず
第
一
に
、
農
村
の
未
成
年
女
性
に
、
出
稼
先
企
業
の
労
働
条
件
の

善
し
悪
し
を
判
断
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

「
今
日
の
実
情
よ
り
見
る
に
、
農
村
の
民
は
個
人
的
に
見
る
と
き
は
、
概
し
て
真
に
労
働
条
件
の
優
劣
を
判
断
す
る
能
力
と
智
識
と

を
有
し
な
い
。
徒

い
た
ず
らに

募
集
従
事
者
の
甘
言
に
惑
は
さ
る
る
か
、
又
は
眼
前
の
利
益
に
依
り
決
す
る
は
免
れ
難
い
所
で
あ
ろ
う
。
応
募

者
は
又
殆ほ

と

ん
ど
未
成
年
の
女
子
で
あ
つ
て
判
断
能
力
発
達
せ
ず
、
単
に
其
の
父
兄
の
決
す
る
儘ま

ま

で
あ
る
。
故
に
適
当
な
る
機
関

0

0

0

0

0

0

を
設

け
、
之
に
或
る
程
度
迄ま

で

工
場
の
選
択
を
為
さ
し
む
る
な
ら
ば
、
遥は

る
かに

応
募
者
の
利
益
な
る
の
み
な
ら
ず
、
延ひ

い
て
は
工
場
を
し
て
真

に
労
働
条
件
の
改
善
に
努
め
し
む
る
の
機
運
を
醸
成
す
る
で
あ
ら
う
」（
11
）

　
「
女
工
保
護
者
組
合
」
と
な
る
べ
き
理
由
の
第
二
は
、
町
村
の
吏
員
な
ど
が
関
与
す
る
女
工
供
給
組
合
は
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
（
そ
の
具
体

的
な
内
容
は
記
さ
れ
て
な
い
が
）
を
生
み
だ
す
か
ら
で
あ
る
。

　

「
女
工
供
給
組
合
の
弊
害
は
、
応
募
者
及
び
其
の
父
兄
と
供
給
組
合
と
の
関
係
が
密
接
な
ら
ざ
る
に
起
因
す
る
。
供
給
組
合
は
恰あ

た
かも

労
働
組
合
の
如
く

0

0

0

0

0

0

0

全
然
応
募
者
及
び
其
の
父
兄
と
一
心
同
体
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
と
其
の
休き

ゅ
う

戚せ
き

（
喜
び
と
悲
し
み
の
意
―
引
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用
者
）
を
共
に
し
其
の
利
益
を
代
表
す
る
者
を
以
て
其
の
幹
部
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
町
村
吏
員
又
は
町
村
の
有
力
者
を
充
つ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
如
き
は
誠
に
百
弊
の
源
で
あ
ら
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
12
）

　　

こ
こ
で
木
村
は
、
町
村
の
吏
員
な
ど
を
排
除
し
、
女
工
供
給
組
合
を
可
能
な
か
ぎ
り
労
働
組
合
に
近
い
存
在
に
す
る
こ
と
を
提
言
し
て

い
る
。「
女
工
保
護
者
組
合
」
と
な
る
べ
き
第
三
の
理
由
は
、
そ
う
な
れ
ば
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
第
一
三
条
の
精
神
と
一
致
す
る
よ

う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

「
供
給
組
合
の
組
織
が
発
達
し
真
に
応
募
者
の
父
兄
其
の
他
応
募
者
を
保
護
す
る
者
の
団
体
と
な
る
な
ら
ば
、
其
の
団
体
の
同
意
な

く
し
て
其
の
組
合
員
の
女
工
を
募
集
し
得
ざ
る
こ
と
は
、
労
働
者
募
集
取
締
令
第
十
三
条
の
（
募
集
従
事
者
は
―
引
用
者
）
未
成
年

0

0

0

者0

、
禁
治
産
者
、
準
禁
治
産
者
及
妻
に
就
て
は
親
権
者
、
後
見
人
、
保マ

マ

佐
人
、
其
の
他
本
人
の
保
護
す
る
者
の
同
意
な
く
ん
ば
募
集

し
得
ざ
る
旨
の
精
神
の
拡
充

0

0

0

0

0

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
何な

ん

と
な
ら
ば
、
今
日
募
集
せ
ら
る
る
女
工
は
殆ほ

と

ん
ど
未
成
年
で
あ
つ
て
、
供
給

組
合
は
其
の
保
護
者
の
団
体
で
あ
る
が
故
に
、
正
に
之
が
承
認
の
必
要
は
右
の
規
定
の
趣
旨
に
毫ご

う

も
反
し
な
い
」（
13
）

　　

た
だ
し
木
村
が
、
現
存
の
女
工
供
給
組
合
で
あ
っ
て
も
「
労
働
者
募
集
取
締
令
」
と
は
抵
触
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

　

第
四
の
理
由
は
、「
女
工
保
護
者
組
合
」
に
純
化
し
た
方
が
女
工
供
給
事
業

0

0

0

0

0

0

を
と
お
し
て
女
工
の
「
利
益
」
と
「
権
利
」
が
増
大
す
る

か
ら
で
あ
る
。
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「
女
工
供
給
組
合
は
供
給
を
受
け
た
る
工
業
主
よ
り
一
定
の
手
数
料
を
徴
し
て
居
る
…
…
此
の
手
数
料
の
収
入
を
最
も
良
く
利
用
せ

し
む
る
に
就
い
て
は
、
当
局
の
指
導
監
督
を
最
も
必
要
と
す
る
処
で
あ
る
が
、
運
用
宜よ

ろ

し
き
を
得
ば
労
働
者
の
福
利
の
増
進
に
資
す

る
こ
と
は
少
く
あ
る
ま
い
。
又
女
工
供
給
組
合
は
其
の
供
給
し
た
る
女
工
の
利
益

0

0

を
代
表
し
て
、
賃
銀
の
支
払
、
貯
蓄
金
の
返
還
、

手
荷
物
の
引
渡
等
に
就
て
交
渉
の
任
に
当
り
、
良
く
女
工
の
権
利

0

0

を
伸
長
し
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
女
工
供
給
組
合
発
達
し
、
其

の
事
務
の
執
行
に
就
い
て
改
善
が
加
へ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
き
は
…
…
工
業
主
側
の
受
く
る
利
益
も
少
な
か
ら
ざ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
」（
14
）

　　

木
村
は
、
以
上
四
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
女
工
供
給
組
合
を
町
村
行
政
の
関
与
を
排
し
た
「
女
工
保
護
者
組
合
」
と
し
、
そ
の
本
来
の
女

工
供
給
機
能
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
木
村
は
、
女
工
供
給
組
合
に
つ
い
て
最
後
に
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

「
依こ

れ
に
よ
つ
て
こ
れ
を
み
る
に

之
観
之
、
女
工
供
給
組
合
は
排
斥
す
べ
き
に
非
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
大
い
に
之
を
指
導

0

0

し
監
督

0

0

し
保
護

0

0

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
唯た

だ

弊
害
の
極
め
て
起
り
易
い
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
局
に
於
て
極
力
監
視
し
、
実
績
の
挙
が
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

（
女
工
供
給
事
業
の

不
活
発
―
引
用
者
注
）
又
は
組
合
幹
部
其
の
人
を
得
ざ
る

0

0

0

0

0

0

0

が
如
き
場
合
に
は
、
保
護
規
定
適
用
の
特
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
剝
奪
を
為
す
べ
き
で
あ
ら

う
」（
15
）

　　

こ
こ
で
木
村
は
、「
女
工
保
護
者
組
合
」
に
再
編
さ
れ
な
く
と
も
、
現
存
の
女
工
供
給
組
合
を
監
督
し
つ
つ
保
護
し
、
事
業
（
供
給
）

実
績
が
あ
が
ら
な
い
ば
あ
い
や
、
組
合
の
幹
部
に
い
か
が
わ
し
い
人
物
が
い
る
ば
あ
い
は
、「
保
護
規
定
適
用
の
特
権
」
を
剝
奪
す
る
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
木
村
は
、「
女
工
保
護
者
組
合
」
と
い
う
望
ま
し
い
姿
を
示
し
つ
つ
も
、
現
存
の
女
工
供
給
組
合
の
事
業
を
肯
定
し

つ
つ
、
木
村
が
所
属
す
る
社
会
局
と
し
て
女
工
供
給
組
合
を
政
策
的
保
護
（「
保
護
規
定
適
用
の
特
権
」
の
付
与
）
の
対
象
と
し
て
い
る
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こ
と
を
、
か
た
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局（
16
）は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論

を
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
言
え
ば
、
同
局
も
木
村
（
社
会
局
）
と
ほ
ぼ
お
な
じ
よ
う
な
認
識
を
示
し
つ
つ
も
、
後
者
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ

高
い
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
評
価
に
関
す
る
記
述
は
資
料
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
資
料
の
な
か
で
多
少
異
な
っ
て
い
る
。

　

中
央
職
業
紹
介
事
務
局
（
以
下
、「
事
務
局
」
と
記
す
）
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
つ
い
て
ま
ず
、
そ
れ
が
労
働
組
合
的
性
格

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

「
供
給
組
合
は
、
被
傭
者
の
共
通
利
益
の
擁
護
及
其
地
位
の
向
上
を
目
的
と
す
る
被
傭
者
の
団
体
た
る
点
に
於
て
、
労
働
組
合
の
性

質
を
有
す
る
も
の
と
謂0

ふ
を
得
よ
う
」（
17
）「（
供
給
組
合
は
―
引
用
者
）
何い

ず

れ
も
出
稼
工
女
及
其
父
兄
を
以
て
組
合
員
と
し
、
役
員
は

組
合
員
の
選
挙
に
よ
つ
て
就
任
す
る
組
織
と
な
つ
て
ゐ
る
自
主
的
組
合

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
団
結
の
力
に
よ
つ
て
雇
傭
契
約
上
に
於
け
る
女
工

の
不
利
な
る
地
位
を
高
め
て
雇
傭
主
と
対
等
の
地
位
に
於
て
契
約
を
な
し
得
る
様
に
な
さ
ん
と
す
る
点
に
於
て
、
労
働
組
合
的
色
彩

を
有
し
て
は
ゐ
る
」（
18
）

　　

し
か
し
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
問
題
点
は
木
村
の
指
摘
と
同
様
に
、
そ
れ
に
地
方
自
治
体
が
強
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
、「
事
務
局
」
は
と
ら
え
て
い
る
。

　

「
其
発
生
が
工
女
側
の
発
意
に
出い

づ
る
も
の
で
無
く
、
寧む

し

ろ
自
治
体
の
当
局
者

0

0

0

0

0

0

0

と
工
女
の
父
兄
と
の
共
同
努
力
に
依
る
も
の
で
あ
り
、

其
運
用
は
全
然
幹
部
た
る
人
士

0

0

0

0

0

0

に
委
せ
ら
れ
、
工
女
は
其
庇
護
の
下
に
在
る
に
過
ぎ
ず
、
且
被
傭
者
と
し
て
団
結
の
方
法
に
よ
つ
て
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其
共
同
利
益
の
伸
長
を
図
ら
む
と
す
る
の
自
覚
に
乏
し
い
」（
19
）「
大
体
そ
の
組
織
の
中
心
が
地
方
公
共
団
体
と
密
接
な
る
関
係
に
あ

（
る
）」（
20
）「
各
組
合
等
し
く
そ
の
組
織
上
に
於
て
、
そ
の
事
業
の
遂
行
上
に
各
組
合
員
の
意
志
が
発
現
せ
ら
れ
る
自
主
的
な
る
団
体

よ
り
は
、
寧む

し

ろ
小マ

マ

数
役
員
の
意
思
に
よ
り
事
業
が
運
用
せ
ら
れ
る
一ひ

と
つの

事
業
団
体
と
見
ら
れ
る
」（
21
）

　　

以
上
の
よ
う
に
「
事
務
局
」
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
を
労
働
組
合
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
自
治

体
の
関
与
と
い
う
問
題
点
を
重
視
し
、
そ
の
結
果
、
同
組
合
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
異
な
る
以
下
の
よ
う
な
規
定
と
評
価
を
あ
た

え
て
い
る
。

　

「
現
在
の
供
給
組
合
は
、
地
域
的
強
制
職
業
紹
介
所

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
る
の
性
質
を
可
な
り
に
持
つ
て
居
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
…
…
将
来
は
漸
次
此

性
質
を
脱
却
し
て
真
の
労
働
組
合

0

0

0

0

0

0

に
近
づ
い
て
行
く
と
思
は
れ
る
」（
22
）「（
供
給
組
合
は
―
引
用
者
）
実
際
上
に
於
て
そ
の
（
地
方
公

共
団
体
の
―
引
用
者
）
力
に
よ
つ
て
運
用
さ
れ
て
居
る
状
態
で
あ
り
、
寧む

し

ろ
労
働
保
護
を
目
的
と
す
る
社
会
事
業
団
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
見
る
の
が

当
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
」（
23
）「
組
合
は
そ
の
中
心
を
町
村
役
場
に
置
き
そ
の
事
務
が
町
村
吏
員
に
よ
つ
て
と
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
、

ま
す
〳
〵
該
事
業
の
町
村
た
る
公
共
団
体
の
附
随
事
業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
如
き
感
あ
ら
し
め
て
ゐ
る
」（
24
）

　　

こ
の
よ
う
に
「
事
務
局
」
は
、
そ
の
刊
行
資
料
の
違
い
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
お
な
じ
刊
行
資
料
の
な
か
で
も
、
女
工
供
給
（
保
護
）

組
合
に
つ
い
て
異
な
っ
た
規
定
を
あ
た
え
て
い
る
。
し
か
し
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
を
結
論
と
し
て
総
括
的
に
論
じ
た
箇
所
で
は
、

「
事
務
局
」
は
同
組
合
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
高
い
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
。
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「
女
工
保
護
組
合
な
る
も
の
を
純
粋
な
る
労
働
組
合
と
見
る
べ
き
や
否
や
は
之
を
別
論
と
す
る
が
、
少
く
と
も
組
合
員
が
こ
の
組
織

に
よ
つ
て
団
結
協
力
し
て
募
集
の
弊
害
か
ら
利
益
を
擁
護
し
、
併あ

わ

せ
て
労
働
条
件
の
改
善
を
計
る
を
目
的
と
し
て
発
生
し
た
事
は
、

我
国
婦
人
労
働
運
動
史
上
に
一
新
紀
元
を
画
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
共
に
、
労
働
需
給
上
に
お
け
る
労
働
者
自
身
に
よ
る
労
働
供
給
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

業0

の
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
労
働
保
護
の
完ま

っ
たか

ら
し
め
ん
と
し
た
事
は
、
又
従
来
の
労
働
需
給
過
程
に
新
機
軸

0

0

0

を
現
は
し

た
も
の
な
り
」（
25
）

　　

こ
の
よ
う
に
「
事
務
局
」
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対
す
る
総
括
的
な
規
定
と
し
て
は
、
日
本
の
女
性
労
働
運
動
史
上
の
「
新

紀
元
」、「
労
働
者
自
身
に
よ
る
労
働
者
供
給
事
業
」
と
い
う
「
新
機
軸
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
、
木
村
（
社
会
局
）、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
の
議
論
を
と
お
し
て
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対
す
る
国
家
の
認
識
を
考
察

し
て
き
た
。
同
組
合
を
中
程
度
に
評
価
す
る
か
高
く
評
価
す
る
か
の
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
国
家
と
し
て
は
問
題
点
を
把
握
し
つ
つ

も
同
組
合
を
保
護
・
奨
励
す
る
政
策
的
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対

す
る
こ
う
し
た
国
家
の
政
策
的
ス
タ
ン
ス
は
、
視
野
を
広
げ
て
見
れ
ば
、
労
働
組
合
を
法
的
に
承
認
（
労
働
組
合
法
案
の
立
案
）
し
よ
う

と
す
る
一
九
二
〇
年
代
の
国
家
の
労
働
政
策（
26
）と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。

注（
1
）
西
成
田
豊
「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
女
性
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
六
号
、
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一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
二
五
三
―
二
六
一
頁
参
照
。

（
2
）
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
一
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
一
九
六
一
年
、
五
四
七
―
五
五
〇
頁
。

（
3
）
名
古
屋
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
『
管
内
各
県
下
に
於
け
る
労
働
事
情
』
一
九
二
七
年
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
）
一
〇
二
頁
。

（
4
）
同
上
書
、
一
〇
三
頁
。

（
5
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
一
九
二
八
年
一
月
、
三
二
頁
。

（
6
）
同
上
書
、
三
二
頁
。

（
7
）
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
清
水
書
店
、
一
九
二
六
年
、
五
二
頁
。

（
8
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
五
六
頁
。

（
9
）
木
村
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
四
九
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
五
〇
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
五
〇
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
五
一
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
五
二
―
五
三
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
五
三
頁
。

（
16
）
一
九
二
一
年
四
月
職
業
紹
介
法
が
公
布
さ
れ
（
同
年
七
月
施
行
）、
職
業
紹
介
事
業
を
国
の
事
務

0

0

0

0

と
し
て
市
町
村
長
が
管
掌
す
る
（
同
法
第
一
条
）

と
と
も
に
、
内
務
大
臣
の
も
と

0

0

0

0

0

0

0

に
中
央

0

0

・
地
方
の
職
業
紹
介
事
務
局

0

0

0

0

0

0

0

を
お
く
こ
と
と
し
た
（
同
法
第
七
条
）。
そ
の
点
で
、
中
央
職
業
紹
介
事
務

局
の
考
え
は
、
国
家
の
労
働
政
策
（
職
業
政
策
）
を
反
映
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

（
17
）
中
央
職
業
紹
介
事
務
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
一
九
二
八
年
一
月
、
六
一
頁
。

（
18
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
五
頁
。

（
19
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
六
一
頁
。
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（
20
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
五
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
二
五
頁
。

（
22
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
』
六
一
頁
。

（
23
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』
五
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
二
五
頁
。

（
25
）
同
上
書
、
九
八
頁
。

（
26
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
第
四
章
を
参
照
。

六　

総
括
と
研
究
史
の
検
討
　

―
　

結
び
に
代
え
て

　　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
結
論
を
敷
衍
し
つ
つ
、
若
干
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ

と
に
す
る
。

　

ま
ず
組
合
の
名
称
で
あ
る
が
、「
女
工
供
給
組
合
」
と
称
す
る
ば
あ
い
と
、「
女
工
保
護
組
合
」
と
称
す
る
ば
あ
い
と
が
あ
り
、
ま
た
岐

阜
県
の
よ
う
に
「
女
工
供
給
組
合
」、「
工
女
組
合
」、「
女
工
組
合
」、「
職
工
組
合
」
な
ど
幾
つ
か
の
名
称
を
も
つ
県
も
存
在
し
た
。
そ
う

し
た
名
称
の
付
け
方
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
の
か
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

　

組
合
設
立
の
経
緯
は
、
大
づ
か
み
に
い
え
ば
、
郡
な
い
し
郡
単
位
下
の
町
村
が
設
立
を
主
導
し
、
そ
の
後
県
が
補
助
金
給
付
な
ど
を
と

も
な
っ
た
組
合
設
置
奨
励
策
を
打
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
岐
阜
県
に
お
い
て
は
大
野
郡
町
村
長
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会
議
の
決
議
と
そ
の
後
の
県
令
の
発
出
が
、
ま
た
富
山
県
に
お
い
て
は
、
下
新
川
郡
当
局
に
よ
る
同
郡
女
工
保
護
組
合
の
設
立
と
そ
の
影

響
を
う
け
た
県
の
組
合
設
置
奨
励
策
の
発
出
が
、
組
合
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
潟
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
は
多
少
異
な

る
も
の
の
、
村
の
有
志
の
見
聞
に
も
と
づ
い
て
、
南
鯖
石
村
に
組
合
が
設
立
さ
れ
た
あ
と
、
郡
単
位
の
組
合
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
県
の

組
合
設
置
奨
励
策
が
発
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
が
普
及
し
た
。
ま
た
山
梨
県
の
ば
あ
い
は
、
山
梨
善
誘
協
会
の
設
立
と
い
う
か
た

ち
で
県
が
主
導
し
、
同
協
会
の
郡
支
部
を
介
し
て
町
村
に
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

　

女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
組
織
単
位
（
組
織
区
域
）
の
圧
倒
的
多
数
は
町
村
単
位
（
ご
く
一
部
は
警
察
署
管
内
）
で
あ
る
が
、
組
合

設
立
の
経
緯
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
郡
単
位
の
組
合
も
存
在
し
た
。
組
合
の
事
務
所
は
町
村
の
役
場
内
に
お
か
れ
、
組
合
長
は
町
村
長

が
務
め
、
組
合
の
事
務
は
町
村
吏
員
が
担
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
活
動
は
町
村
行
政
の

一
環
と
し
て
推
進
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
組
合
員
は
女
工
と
そ
の
父
兄
（
保
護
者
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
組
合
員
や
女
工

の
比
率
が
高
い
か
父
兄
の
比
率
が
高
い
か
は
、
主
と
し
て
女
工
の
自
立
度
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
新
潟
県
の
組

合
は
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
が
組
合
員
と
し
て
加
入
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
が
ど
の
よ
う
な
職
業
・
階
層
の
者
で
あ
っ
た
の
か

は
判
然
と
し
な
い
が
、
規
約
上
は
、「
組
合
ノ
趣
旨
目
的
ヲ
翼
賛
ス
ル
者
」
で
あ
っ
た
。

　

女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
活
動
は
、
規
約
・
規
則
上
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
よ
ん
で
い
た
が
、
そ
の
中
心
的
な
活
動
は
女
工
供
給
事

業
で
あ
っ
た
。
組
合
の
女
工
供
給
事
業
は
、
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
募
集
活
動
に
対
応
し
て
女
工
の
出
稼
労
働
市
場
を
規
制
し
、
女

工
の
供
給
「
独
占
」
を
は
か
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
。
組
合
の
事
業
を
と
お
し
て
供
給
さ
れ
る
女
工
は
製
糸
女
工
が
圧
倒
的
に
多

か
っ
た
が
、
紡
績
女
工
や
織
物
業
な
ど
そ
の
ほ
か
の
業
種
の
女
工
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
ま
た
、
ご
く
少
数
で
あ
る
が
紡
績
女
工
の

み
を
供
給
す
る
組
合
も
存
在
し
た
。
そ
の
点
で
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
は
製
糸
業
個
有
の
組
合
で
は
な
か
っ
た
。

　

組
合
設
置
区
域
内
の
出
稼
女
工
に
し
め
る
供
給
女
工
の
割
合
（
以
下
、「
供
給
実
績
」
と
記
す
）
は
、
出
稼
先
が
県
内
か
県
外
か
で
、
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出
稼
先
業
種
が
製
糸
業
か
紡
績
業
か
で
、
あ
る
い
は
組
合
の
所
在
地
の
郡
が
ど
こ
か
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
て
い
た
。
岐
阜
県
の
組
合
は
、

県
内
へ
の
供
給
実
績
は
三
〇
―
四
〇
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
県
外
へ
の
供
給
実
績
は
七
二
％
で
あ
り
、
山
梨
県
の
組
合
も
県
内
へ
の
供
給

実
績
は
二
八
％
、
県
外
へ
の
供
給
実
績
は
七
〇
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
富
山
県
の
組
合
の
ば
あ
い
、
供
給
実
績
が
判
明
す
る
下
新
川
郡
女
工

保
護
組
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
製
糸
業
に
対
す
る
供
給
実
績
は
四
九
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
紡
績
業
へ
の
供
給
実
績
は
七
二
％
で
あ
っ
た
。

一
方
、
新
潟
県
の
組
合
の
ば
あ
い
は
、
組
合
所
在
地
の
郡
に
よ
っ
て
供
給
実
績
は
区ま

ち

々ま
ち

で
あ
り
、
高
い
と
こ
ろ
で
五
七
％
を
示
す
組
合
が

あ
る
一
方
、
ま
っ
た
く
供
給
実
績
が
な
い
組
合
も
存
在
し
た
。

　

組
合
の
供
給
実
績
は
四
県
全
体
を
と
お
し
て
み
た
ば
あ
い
は
高
い
方
で
あ
っ
た
が
、
地
域
に
よ
っ
て
多
様
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
そ
の
多
様
な
差
異
は
、
組
合
が
そ
の
設
置
区
域
内
で
の
出
稼
女
工
の
供
給
「
独
占
」
を
め
ざ
し
て
い
た
も
の
の
、
当
該
地
域

内
で
の
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
募
集
活
動
を
完
全
に
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
（
組
合
に
加
入
せ
ず
、
あ
る
い
は
組
合

員
で
あ
っ
て
も
女
工
が
募
集
従
事
者
と
直
接
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
）
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
本
最
大
の
製
糸
業
県
で
あ
る
長
野
県
に
お
い
て
、
な
ぜ
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る（
1
）。
同
県
に
お
い
て
は
実
は
、
女
工
の
供
給
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
で
最
初
の
供

給
組
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
六
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
平
根
村
工
男
女
組
合
（
同
県
佐
久
郡
）
が
そ
れ
で
あ
る（
2
）。
同
組
合

は
、
組
合
員
が
「
二
重
雇
傭
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
避
け
、
全
員
一
致
の
歩
調
を
採
っ
て
、
一
団
と
な
っ
て
一
定
の
工
場
へ
入
場
す
る

の
方
針
を
採
り
、
工
業
主
に
対
し
て
は
賃
銀
、
貯
蓄
金
の
支
払
及
び
工
男
女
の
帰
郷
に
関
し
交
渉
に
当
る
こ
と
」（
3
）を
目
的
と
し
、
組
合

設
立
当
初
は
、
工
業
主
と
組
合
員
の
雇
用
契
約
の
締
結
に
組
合
の
幹
事
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
平
根
村
地
域
内

で
の
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
活
動
が
相
当
活
発
だ
っ
た
た
め
、
組
合
は
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
各
組
合
員
全
く
自
由

に
募
集
従
事
者
と
契
約
を
締
結
し
、
組
合
設
立
の
趣
旨
が
没
却
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
」（
4
）と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
組
合
が
消
滅
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（
解
散
）
し
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
日
本
で
最
初
の
供
給
組
合
の
活
動
が
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
活
動
に
よ
っ
て
お

お
き
く
制
約
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
長
野
県
に
お
い
て
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
な
か
っ
た
有
力
な
要
因
だ
っ
た
よ
う
に

お
も
わ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
長
野
県
に
お
い
て
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
設
立
を
許
さ
な
い
ほ
ど
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
勢

力
が
強
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
た
と
こ
ろ
（
郡
）
の
地
域
的
特
徴
は
、
当
該
県
の
な
か
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

地
主
制
の
展
開
が
よ
わ
く

か
つ
低
生
産
力
地
帯
か
（
岐
阜
県
、
富
山
県
）、
か
な
ら
ず
し
も
低
生
産
力
地
帯
で
は
な
い
が
地
主
制
の
展
開
が
よ
わ
い
地
域
（
新
潟
県
）、

あ
る
い
は
出
稼
先
に
近
い
地
域
（
山
梨
県
）
で
あ
っ
た
。
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
た
地
域
が
出
稼
女
工
を
多
数
輩
出
し
て

い
る
県
で
あ
り（
5
）、
ま
た
そ
の
県
内
で
も
地
主
制
の
展
開
が
よ
わ
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
小
作
料
の
現
物
性
と
と
も
に
そ
の
高

率
性
が
地
主
制
の
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』（
一
九
三
四
年
）
以
来
、
日
本
地
主
制

史
研
究
に
お
い
て
主
張
さ
れ
続
け
て
き
た
「
高
率
小
作
料
と
低
賃
金
の
相
互
規
定
関
係
」
と
い
う
構
造
規
定（
6
）は
、
根
本
的
に
再
検
討

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
対
す
る
国
家
の
政
策
的
認
識
は
、
木
村
（
社
会
局
）
と
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
と
で
は
多
少
異

な
っ
て
い
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
労
働
組
合
に
近
い
存
在
と
み
と
め
つ
つ
も
、
町
村
行
政
当
局
が
そ
れ
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が

問
題
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
。
組
合
に
対
す
る
そ
う
し
た
国
家
の
認
識
は
、
お
お
き
く
見
れ
ば
、
労
働
組
合
を
法
的
に
承
認
し
よ
う
と

す
る
二
〇
年
代
の
国
家
の
労
働
政
策
と
政
策
的
基
調
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
筆
者
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
問
題

点
と
さ
れ
た
町
村
行
政
当
局
の
関
与
を
、
近
代
日
本
の
地
方
自
治
体
、
と
く
に
一
九
二
〇
年
代
の
地
方
自
治
体
が
そ
の
重
要
な
機
能
の
一

部
と
し
て
有
し
て
い
た
公
共
的
機
能
の
実
現
と
し
て
と
ら
え
た
い（
7
）。
女
工
供
給
の
手
数
料
を
県
（
郡
）
内
の
工
場
へ
は
安
く
、
県

（
郡
）
外
の
工
場
へ
は
高
く
す
る
と
い
う
組
合
の
方
針
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
女
工
供
給
（
保
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護
）
組
合
に
対
す
る
国
家
の
認
識
の
な
か
に
は
、
二
〇
年
代
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」・
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
も
と
で
、
女
性
労

働
者
の
募
集
の
保
護
を
国
家
が
担
う
の
か
、
そ
れ
と
も
地
方
自
治
体
の
公
共
機
能
が
担
う
の
か
と
い
う
「
対
立
」
的
契
機
が
ふ
く
ま
れ
て

い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
女
性
労
働
者
の
募
集
の
保
護
と
い
う
政
策
的
目
標
は
一
致
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
「
対
立
」
の
幅
は
小

さ
く
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
活
動
は
、
国
家
に
よ
っ
て
事
実
上
積
極
的
に
容
認
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
、
本
論
で
の
結
論
を
若
干
敷
衍
し
つ
つ
総
括
す
る
か
た
ち
で
の
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
か
ん
す
る

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
。

　

中
村
政
則
氏
の
研
究（
8
）の
問
題
点
の
第
一
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
を
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」、「
上
か
ら
設
立
さ
れ
た

組
合
」、
そ
の
「
中
間
形
態
」
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
村
氏
は
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
と
し
て
二
〇

年
八
月
、
北
魚
沼
郡
の
堀
之
内
町
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
「
北
魚
沼
郡
中
部
女
工
保
護
組
合
（
の
ち
堀
之
内
女
工
保
護
組
合
と
改
称
）
を

あ
げ
て
い
る
。
同
氏
は
、
当
時
田た

川が
わ

入い
り

村
（
同
郡
堀
之
内
町
）
役
場
の
書
記

0

0

0

0

0

を
し
て
い
た
森
山
政ま

さ

吉き
ち

へ
の
聞
き
取
り

0

0

0

0

を
中
心
に
、
組
合
設

立
へ
向
け
た
森
山
の
広
範
囲
に
わ
た
る
活
動
・
交
渉
と
そ
の
熱
意
を
紹
介
し
て（
9
）、
同
組
合
を
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
の
典
型

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
組
合
の
設
立
に
か
か
わ
っ
た
特
定
の
人
物
に
焦
点
を
定
め
た
聞
き
取
り

0

0

0

0

で
あ
れ
ば
、
聞
き
取
る
方
に
と
っ
て
そ

れ
は
当
然
「
下
か
ら
」
の
動
き
と
し
て
認
識
さ
れ
よ
う
。
氏
は
、
森
山
へ
の
聞
き
取
り
の
な
か
で
さ
り
げ
な
く
「
堀
之
内
役
場
と
も
相
談

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し0

て0

」（
10
）と
記
し
て
い
る
が
、
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
組
合
の
設
立
は
、
町
村
や
郡
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
森
山
の
活
動
を
け
っ

し
て
貶お

と
しめ

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
町
村
や
郡
の
役
場
の
な
か
に
は
森
山
の
よ
う
な
人
物
が
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
事
実
、
氏
は

「
中
間
形
態
」
と
さ
れ
る
岐
阜
県
の
組
合
に
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
飛
驒
の
女
工
供
給
組
合
設
立
の
背
景
に
は
、
新
潟
の
森
山
政
吉
の
よ
う

な
熱
意
の
あ
る
人
の
活
動
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
」（
11
）と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
森
山
の
行
動
と
熱
意
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
前
記
の
組
合
を
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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中
村
氏
が
前
記
の
組
合
を
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
と
規
定
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
森
山
が
組
合
の
常
任
幹
事
に
な
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
組
合
員
は
女
工
と
そ
の
父
兄
の
ほ
か
に
、「
組
合
の
趣
旨
に
賛
成
す
る
者
な
ら
ば
だ
れ
で
も
な
れ
た
」（
12
）こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
上
記
の
組
合
を
「
民
間
の
有
志
が
下
か
ら
つ
く
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
典
型
的
な
組
合
で
あ
っ
た
」（
13
）と
評
し

て
い
る
。
し
か
し
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
新
潟
県
の
女
工
保
護
組
合
の
特
徴
は
、
組
合
員
の
な
か
に
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
が
多
数
ふ

く
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
組
合
員
中
の
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
（「
民
間
の
有
志
」）
の
割
合
が
高
い
組
合
は
、
同
県
が
組
合

設
置
奨
励
策
を
打
ち
出
し
た
（
二
五
年
）
あ
と
に
設
立
さ
れ
た
組
合
に
多
い
の
で
あ
る
。
氏
は
、「
腰
の
重
い

0

0

0

0

新
潟
県
庁
も
、
こ
の
よ
う

な
女
工
供
給
組
合
や
保
護
組
合
が
各
村
で
つ
ぎ
つ
ぎ
と
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
み
て
、
傍
観
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
」（
14
）と
記
し

て
い
る
が
、
組
合
設
立
に
消
極
的
で
あ
っ
た
（
既
述
の
よ
う
に
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
）
と
さ
れ
る
県
が
急
に
組
合
設
置
奨
励
方
針
に
「
転

換
」（「
上
か
ら
」
の
動
き
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ぜ
「
そ
の
他
」
の
人
び
と
（「
民
間
の
有
志
」）
が
組
合
員
に
加
入
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
（
氏
の
議
論
に
則
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
組
合
の
「
下
か
ら
」
の
性
格
）、
こ
の
相
矛
盾
す
る
事
実
を
、
中
村
氏
は
ど
の
よ
う
に

説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

中
村
氏
が
主
張
す
る
「
上
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
の
典
型
は
、
山
梨
県
の
山
梨
善
誘
協
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
県
工
場
課
が
上
か
ら

組
織
し
た
官
製
的
性
格
の
濃
厚
な
も
の
」（
15
）と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
規
定
し
た
う
え
で
氏
は
、
山
梨
善
誘
協
会
の
中
心
的
な
活
動
は
「
労

働
運
動
対
策
や
募
集
競
争
対
策
に
重
点
が
あ
っ
た
た
め
、
大
正
十
四
年
に
内
務
省
募
集
取
締
令
が
だ
さ
れ
る
と
、
ま
っ
た
く
無
力
な
存
在

と
化
し
て
し
ま
っ
た
」（
16
）と
記
し
て
い
る
。
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
山
梨
県
の
女
工
供
給
組
合
（
町
村
単
位
）
は
、
た
し
か
に
山
梨
善

誘
協
会
と
そ
の
郡
支
部
を
と
お
し
て
県
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
設
立
さ
れ
た
が
、
山
梨
善
誘
協
会
自
体
は
女
工
供
給
組
合
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
労
働
者
募
集
取
締
令
に
発
出
に
よ
っ
て
「
無
力
な
存
在
と
化
し
」
た
の
は
山
梨
善
誘
協
会
で
は
な
く
、
県
の
政
策
判
断
に
よ

る
女
工
供
給
組
合
で
あ
る
。
ま
た
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
町
村
や
郡
の
主
導
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
が
、
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最
終
的
に
は
県
の
支
援
・
助
成
政
策
（
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
地
方
自
治
体
が
有
し
て
い
た
公
共
的
機
能
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
）
に
よ
っ
て
拡
充
・
強
化
さ
れ
て
お
り
、
山
梨
県
の
当
局
（
工
場
課
）
が
前
面
に
出
た
こ
と
を
も
っ
て
、
組
合
（
氏
に
お
い
て
は
そ
の

実
態
が
誤
認
さ
れ
て
い
る
が
）
の
「
官
製
的
性
格
」
と
規
定
す
る
は
、「
階
級
国
家
」
論
に
捕
ら
わ
れ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
中
村
氏
が
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」、「
上
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
と
タ
イ
プ
分
け
す
る
こ
と
は
、
史
実

に
則
し
て
み
れ
ば
完
全
な
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
「
中
間
形
態
」
と
し
て
岐
阜
県
の
女
工
供
給
組
合
を
あ
げ
る（
17
）の
も
間
違
い
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
設
立
は
岐
阜
県
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、「
中
間
形
態
」
が
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
嚆
矢
と
い

う
類
型
認
識
自
体
、
到
底
受
け
い
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　

中
村
氏
の
研
究
の
第
二
の
問
題
点
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
た
経
緯
（
契
機
）
や
、
そ
の
活
動
目
的
を
誤
認
し
、
ま

っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
氏
は
、
前
述
の
よ
う
に
森
山
政
吉
へ
の
聞
き
取
り

0

0

0

0

に
も
と
づ
き
、
北
魚
沼
郡
中
部
女
工
保
護

組
合
（
の
ち
堀
之
内
女
工
保
護
組
合
）
の
設
立
に
向
け
た
森
山
の
活
動
の
意
図
を
、
一
九
一
八
―
一
九
年
こ
ろ
か
ら
激
し
く
な
っ
た
女
工

募
集
の
結
果
、「
村
の
娘
の
あ
い
だ
に
風
紀
上
、
健
康
上
、
憂
う
べ
き
事
態
が
発
生
す
る
に
い
た
」
り
、「
私
生
児
と
結
核
と
い
う
二
つ
の

問
題
が
こ
の
村
を
お
そ
っ
た
」（
18
）こ
と
を
解
決
す
る
た
め
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
設
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
組
合
の
目
的
は
「
い
う

ま
で
も
な
く
女
工
の
風
紀
と
健
康
の
保
全
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
」（
19
）と
し
、
組
合
の
主
要
な
活
動
は
「
⑴
帰
郷
中
の
女
工
に
裁
縫
そ

の
他
必
要
な
科
目
を
え
ら
ん
で
講
習
を
お
こ
な
う
『
特
別
教
養
』、
⑵
『
健
康
診
断
』、
⑶
『
慰
安
会
』、
⑷
『
慰
問
』、
⑸
女
工
の
疾
病
・

死
亡
に
た
い
し
見
舞
金
ま
た
は
弔
意
金
を
贈
る
『
弔
意
』、
⑹
女
工
各
種
の
状
態
を
調
査
す
る
『
各
種
調
査
』、
⑺
『
視
察
』
な
ど
で
あ
っ

た
」（
20
）と
の
べ
て
い
る
。
森
山
の
活
動
の
善
意
も
、
設
立
さ
れ
た
組
合
の
目
的
も
、
氏
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
村
氏
が

森
山
へ
の
聞
き
取
り

0

0

0

0

に
引
き
ず
ら
れ
、
そ
れ
を
一
般
化
し

0

0

0

0

、「
女
工
保
護
組
合
は
、
よ
わ
い
立
場
の
女
工
や
女
工
の
父
兄
に
か
わ
っ
て
、

女
工
の
労
働
者
と
し
て
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
功
績
を
の
こ
し
た
…
…
骨
ぬ
き
工
場
法
し
か
だ
せ
な
い
日
本
政
府
の
社
会
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政
策
の
貧
困
・
欠
落
を
、
必
死
に
な
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
じ
つ
に
こ
の
よ
う
な
地
元
の
人
の
郷
土
愛
に
発
す
る
人
道
主
義

的
善
意
だ
っ
た
」（
21
）と
主
張
す
る
と
き
、
本
論
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
女
工
供
給
（
保
護
）

組
合
の
活
動
の
中
心
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
女
工
供
給
事
業
に
あ
り
、
保
護
活
動
は
規
約
上
は
た
し
か
に
明
文
化
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、

そ
の
活
動
実
態
は
き
わ
め
て
乏
し
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
論
で
の
結
論
で
あ
る
。
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
活
動
は
、
工
場
法
の
系
列

で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
募
集
従
事
者
（
募
集
人
）
の
活
動
へ
の
対
抗
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
実
は
、
中
村
氏
は
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
中
心
的
な
活
動
で
あ
る
こ
の
女
工
供
給
事
業
の
意
義
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い

な
い
た
め
、
と
ん
で
も
な
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
県
（
岐
阜
県
―
引
用
者
注
）
当
局
が
、
女
工
募
集
に

さ
い
し
て
募
集
人
と
直
接
交
渉
し
て
は
な
ら
ず
、
女
工
供
給
組
合
を
つ
う
じ
て
募
集
せ
よ
と
命
じ
た
た
め
、
か
え
っ
て
組
合
は
不
振
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ち
い
っ
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
は
、
女
工
の
父
兄
の
な
か
に
は
募
集
人
と
の
直
接
交
渉
＝
取
引
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
ゆ
け
ば
前
賃
金
を

た
く
さ
ん
と
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
町
村
役
場
を
つ
う
じ
て
の
契
約
は
め
ん
ど
う
で
、
う
ま
み
が
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
飛0

驒0

の
女
工
供
給
組
合
は
あ
ま
り
ふ
る
わ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
で
あ
る
」（
22
）。
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
募
集
人
の
活
動
に
対
す
る
岐
阜

県
の
規
制
が
女
工
供
給
組
合
発
展
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
逆
に
県
や
組
合
の
規
制
を
破
る
一
種
の
〝
脱
法
〟
行
為
が
組
合
の
組
織
力
を

弱
め
た
こ
と
、
飛
驒
三
郡
下
の
組
合
は
け
っ
し
て
不
振
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
三
点
で
、
誤
り
で
あ
る（
23
）。

　

以
上
の
よ
う
に
中
村
氏
は
、
女
工
保
護
組
合
も
女
工
供
給
組
合
も
そ
の
中
心
的
な
活
動
が
女
工
供
給
事
業
に
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
的
外
れ
な
結
論
を
導
き
だ
し
て
い
る
。「
女
工
保
護
組
合
が
女
工
の
供
給
よ
り
も
保
護
の
ほ
う
を
重
視

し
て
い
た
の
に
た
い
し
、
女
工
保
護
よ
り
供
給
の
ほ
う
に
重
点
を
お
い
て
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
ち
が
い
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
供
給

組
合
の
早
期
衰
退
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（
24
）。

　

次
に
私
の
か
つ
て
の
論
考（
25
）を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
拙
稿
は
、「
産
業
資
本
確
立
期
」
の
繊
維
女
工
の
前
借
金
に
縛
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ら
れ
た
「『
債
務
奴
隷
』
的
雇
用
関
係
」（
26
）が
「
独
占
成
立
期
」
に
は
「
後
退
」
し
、
紡
績
業
と
と
も
に
製
糸
業
に
お
い
て
も
「
雇
用
関

係
の
近
代
的
再
編
が
進
ん
だ
」（
27
）と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
製
糸
女
工
の
こ
う
し
た
雇
用
関
係
の
実
質
的
な
改
善
を
す
す
め
た
有
力
な
要

因
と
し
て
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
の
設
立
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
稿
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
女
工
保
護

（
供
給
）
組
合
は
、
雇
用
契
約
へ
の
積
極
的
な
介
入
を
行
な
い
（
工
場
主
の
組
合
長
へ
の
誓
約
書
提
出
、
組
合
長
に
よ
る
雇
用
契
約
の
承

認
、
組
合
長
を
契
約
代
理
者
と
す
る
委
任
契
約
な
ど
）、
雇
主
側
の
遵
守
す
べ
き
義
務
や
、
女
工
側
の
権
利
を
示
す
事
項
を
契
約
書
に
明

記
せ
し
め
、
女
工
側
と
雇
主
側
の
対
等
な
近
代
的
雇
用
関
係
を
実
現
し
た
。
女
工
保
護
（
供
給
）
組
合
の
一
部
は
ま
た
、
雇
用
契
約
へ
の

介
入
の
過
程
で
前
借
金
に
対
す
る
規
制
を
行
な
い
、
こ
の
面
か
ら
も
『
債
務
奴
隷
』
的
な
雇
用
関
係
を
後
退
さ
せ
た
」（
28
）。

　

女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
、
組
合
員
の
女
工
や
そ
の
父
兄
の
雇
用
契
約
締
結
に
上
記
の
よ
う
な
点
で
の
介
入
を
お
こ
な
い
、
ま
た
時

に
は
前
借
金
に
対
す
る
規
制
も
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
本
論
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
稿（
29
）で
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
、

募
集
人
・
紹
介
人
に
よ
る
女
工
の
移
動
・「
逃
亡
」（
工
場
へ
の
出
し
入
れ
・
工
場
間
回
し
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
借
金
に
よ
る
女
工
の
人

身
拘
束
性
（「
債
務
奴
隷
」
性
）
を
過
度
に
強
調
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
、
組
合
の
介
入
に
よ
る
雇

用
関
係
の
改
善
＝
近
代
化
（
そ
の
こ
と
自
体
は
間
違
い
で
は
な
い
と
思
う
が
、「
近
代
化
」
と
い
う
よ
り
は
「
現
代
化
」
と
い
う
べ
き
で

あ
っ
た
）
を
主
張
す
る
の
は
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
謗
り
を
免
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
に
お
い
て
は
組
合
の
女
工
供
給
事
業
が
完
全

に
無
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
業
と
の
関
連
に
お
い
て
雇
用
契
約
締
結
へ
の
組
合
の
規
制
・
介
入
が
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
論
点
の
分
析

が
抜
け
落
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
執
筆
の
さ
い
は
、
本
稿
で
用
い
た
も
の
と
お
な
じ
重
要
資
料（
30
）を
参
照
し
て
い
る
が
、
労
働

者
供
給
事
業
や
労
務
供
給
請
負
業
な
ど
想
像
し
が
た
い
時
代
（
そ
の
後
労
働
者
供
給
事
業
に
繫
る
労
働
者
派
遣
法
の
公
布
と
二
度
に
わ
た

る
同
法
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
）
に
制
約
さ
れ
て
、
そ
の
資
料
の
重
要
な
箇
所
へ
の
関
心
が
い
か
ず
、
上
述
の
よ
う
な
分
析
の
限
界
を
露

呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
分
析
の
限
界
か
ら
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
を
製
糸
業
固
有
の
組
織
と
認
識
し
て
い
た
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こ
と
も
誤
り
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
拙
稿
で
は
、
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
に
つ
い
て
「
製
糸
労
働
市
場
の
全
体
を
統
轄
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
組
織
的
影
響
力

は
意
外
と
小
さ
か
っ
た
」（
31
）と
の
べ
、
そ
の
限
界
的
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
本
論
で
の
考
察
の
よ
う
な
組
合
の
供
給
実
績
を
具

体
的
に
分
析
す
れ
ば
、
組
合
の
積
極
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
新
し
い
制
度
な
り
組
織
が
生
ま
れ
た
も
の
の
、
当
初
の
目

標
（
本
稿
に
則
し
て
い
え
ば
女
工
の
供
給
「
独
占
」）
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
限
界
的
側
面
を
強
調
す
る
か
、
何
割
か
で
も

目
標
を
達
成
し
た
新
し
い
制
度
・
組
織
の
積
極
的
側
面
や
、
そ
れ
ら
が
切
り
拓
い
た
新
し
い
地
平
を
強
調
す
る
か
は
、
そ
の
人
の
思
想
や

思
考
の
在
り
よ
う
と
深
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
お
も
わ
れ
る
。
当
時
の
私
の
思
想
・
思
考
の
在
り
よ
う
は
前
者
に
あ
っ
た
。

注（
1
）
諏
訪
製
糸
業
地
帯
の
女
工
の
出
身
地
は
、「
あ
ゝ
野
麦
峠
」、「
峠
を
越
え
る
女
」、「
飛
驒
の
工
女
」
な
ど
の
標
語
か
ら
う
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
、

岐
阜
県
出
身
者
が
多
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
長
野
県
出
身
の
女
工
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
事
実
、
諏
訪
製
糸
業
地
帯
の
女
工
の

出
身
地
比
率
は
、
一
九
〇
四
年
は
長
野
県
が
六
七
・
六
％
と
圧
倒
的
に
高
く
、
岐
阜
県
は
一
二
・
八
％
に
す
ぎ
ず
、
一
〇
年
は
長
野
県
は
五
五
・

二
％
に
下
が
る
も
の
の
、
岐
阜
県
も
一
〇
・
二
％
に
下
が
っ
て
い
る
（
石
井
寛
治
『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、

第
五
八
表
に
よ
る
）。
ま
た
、
一
九
二
二
年
末
現
在
、
長
野
県
の
工
場
法
適
用
工
場
（
職
工
一
五
人
以
上
使
用
工
場
）
の
職
工
一
〇
万
三
四
人
の

出
身
地
別
内
訳
は
、
長
野
県

0

0

0

七
万
六
五
九
二
人
（
全
体
の
七
六
・
六
％
）、
新
潟
県
九
二
〇
五
人
（
同
九
・
二
％
）、
山
梨
県
八
七
八
二
人
（
同

八
・
八
％
）、
岐
阜
県

0

0

0

二
二
一
三
人
（
同
二
・
二
％
）、
富
山
県
一
四
四
八
人
（
同
一
・
四
％
）、
そ
の
他
府
県
一
七
九
四
人
（
同
一
・
八
％
）
で

あ
っ
た
（
桂
皋
「
本
邦
製
糸
業
労
働
事
情
㈡
」『
社
会
政
策
時
報
』
第
四
一
号
、
一
九
二
四
年
二
月
、
七
八
―
七
九
頁
よ
り
算
出
）。
長
野
県
の
工
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場
の
圧
倒
的
多
数
が
製
糸
工
場
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
二
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
長
野
県
製
糸
女
工
の
圧
倒
的
多
数
は
同
県
出
身
者
で
あ

り
、
岐
阜
県
出
身
者
は
少
数
で
あ
っ
た
。

（
2
）
平
根
村
工
男
女
組
合
は
、
一
九
一
六
年
三
月
、
平
根
村
の
村
長
土
屋
六
郎
が
同
村
駐
在
の
巡
査
や
同
村
の
小
学
校
長
な
ど
と
協
議
し
て
設
立
さ
れ

た
（
前
掲
、
木
村
清
司
『
労
働
者
募
集
取
締
令
釈
義
』
附
録
、
三
六
頁
）。

（
3
）
同
上
、
三
六
―
三
七
頁
。

（
4
）
同
上
、
三
七
頁
。

（
5
）
た
と
え
ば
、
製
糸
業
へ
の
一
九
二
八
年
中
の
出
稼
女
工
八
万
七
〇
七
三
人
の
出
身
地
上
位
五
県
は
、
新
潟
県
二
万
三
五
五
人
（
全
体
の
二
三
・
四

％
）、
山
梨
県
一
万
七
六
八
八
人
（
同
二
〇
・
三
％
）、
岐
阜
県
九
二
〇
三
人
（
同
一
〇
・
六
％
）、
富
山
県
五
五
一
〇
人
（
同
六
・
三
％
）、
静
岡

県
三
〇
五
七
人
（
同
三
・
五
％
）
で
あ
り
（
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
昭
和
三
年
中
に
於
け
る
道
府
県
外
出
稼
者
に
関
す
る
調
査
概
要
』
一
九
三

〇
年
三
月
よ
り
算
出
）、
上
位
四
位
（
出
稼
女
工
の
六
〇
・
六
％
）
ま
で
が
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
が
設
立
さ
れ
た
県
で
あ
っ
た
。

（
6
）
山
田
盛
太
郎
は
、「
日
本
資
本
主
義
存
立
の
地
盤
を
規
定
し
て
ゐ
る
所
の
法
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
か
く
の
如
き
法
則
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
比
類
な
き
高
さ
の

半
隷
農
的
小
作
料
と
印イ

ン
ド度

以
下
的
な
低
い
半
隷
奴
的
労
働
賃
銀
と
の
相
互
規
定
」
関
係
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
「
賃
銀
の
補
充
に
よ
っ
て
高
き
小
作

料
が
可
能
に
せ
ら
れ
又
逆
に
補
充
の
意
味
で
賃
銀
が
低
め
ら
れ
る
様
な
関
係
の
成
立
、
即
ち
、
半
隷
農
的
小
作
料
支
払
後
の
僅
少
な
残
余
部
分
と

低
い
賃
銀
と
の
合
計
で
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
一
家
を
支
へ
る
様
な
関
係
の
成
立
」
と
規
定
し
て
い
る
（
山
田
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
岩
波
書
店
、
一

九
三
四
年
、
六
二
頁
）。
た
だ
し
山
田
は
、
日
本
資
本
主
義
と
地
主
制
の
相
互
規
定
関
係
を
、
別
の
箇
所
で
は
、「
現
物
年
貢
（
地
代
―
引
用
者
）

の
資
本
転
化
」
と
い
う
視
点
で
説
い
て
い
る
。
山
田
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
日
本
資
本
主
義
の
場
合
に
お
け
る
構
造
的
特
質

0

0

0

0

0

は
、
一
方
に
お
い

て
は
、
耕
作
規
模
の
零
細
性
…
…
と
現
物
年
貢
の
高
額
…
…
と
を
も
つ
世
界
に
類
似
な
き
迄
に
劣
悪
至
酷
な
、
厖
大
な
る
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作

の
、
半
隷
農
主
寄
生
地
主
に
よ
る
隷
役
土
壌
と
、
他
方
に
お
い
て
は
…
…
半
隷
農
的
現
物
年
貢
よ
り
の
資
本
転
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
基
調
と
す
る
所
の
、
強
力
的

に
設
定
せ
ら
れ
た
軍
事
的
財
閥
的
資
本
主
義
…
…
双
方
の
、
相
互
規
定
的
に
組
み
合
さ
れ
て
ゐ
る
関
係
。
こ
れ
で
あ
る
」（
同
上
書
、
一
七
四
頁
）。

「
現
物
年
貢
の
資
本
転
化
」
に
つ
い
て
山
田
は
さ
ら
に
、「
半
隷
農
的
現
物
年
貢
の
徴
収
と
そ
れ
の
農
業
部
面
外
で
の
資
本
転
化
と
の
意
義
を
検
す

る
に
、
そ
れ
は
、
半
隷
農
主
的
寄
生
地
主
的
関
係
の
廃
絶
の
要
因
で
は
な
く
し
て
逆
に
そ
の
永
絶
の
要
因
」（
同
上
書
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
）
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で
あ
る
と
ま
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
山
田
の
以
上
の
言
説
に
み
ら
れ
る
賃
金
、
労
働
、
地
主
制
な
ど
に
対
す
る
概
念
規
定
に
は
異
論
が
あ
る
。

た
だ
山
田
が
日
本
資
本
主
義
と
地
主
制
の
関
係
を
、「
高
率
小
作
料
と
低
賃
金
」
の
関
係
、「
現
物
小
作
料
（
地
代
）
の
資
本
転
化
」
と
い
う
二
つ

の
視
点
で
捉
え
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
で
い
え
ば
前
者
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
後
者
の
点
に
つ
い
て
ひ
と
言

だ
け
の
べ
て
お
け
ば
、
日
本
の
地
主
制
研
究
に
「
地
代
の
資
本
転
化
」
と
い
う
画
期
的
な
視
点
を
取
り
い
れ
た
と
す
る
中
村
政
則
氏
の
研
究

（『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
　

―
　

資
本
主
義
と
地
主
制
』
一
九
七
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
が
、
山
田
の
こ
の
言
説
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
ま
っ

た
く
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
な
か
で
も
山
田
を
も
っ
と
も
高
く
評
価
し
て
い
る
同
氏
だ
け
に
、
不
可
解
と
言
う
ほ
か

は
な
い
。
な
お
、
や
や
態
様
は
異
に
す
る
が
、
今
谷
明
「
平
泉
澄
と
権
門
体
制
論
」（
今
谷
『
天
皇
と
戦
争
と
歴
史
家
』
洋
泉
社
、
二
〇
一
二
年

七
月
、
一
二
五
―
一
四
九
頁
）
が
、
私
が
こ
こ
で
指
摘
し
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
問
題
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
近
代
日
本
の
、
と
く
に
二
〇
年
代
の
地
方
自
治
体
の
公
共
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
大
石
嘉
一
郎
・
金
澤
史
男
編
著
『
近
代
日
本
都
市
史
研
究
』
日

本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
、
序
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
中
村
政
則
『
労
働
者
と
農
民
』
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
。

（
9
）
同
上
書
、
二
七
二
―
二
七
三
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
二
七
二
頁
。

（
11
）
同
上
書
、
二
七
六
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
二
七
三
頁
。

（
13
）
同
上
書
、
二
七
三
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
二
七
五
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
二
七
五
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
二
七
五
頁
。

（
17
）
同
上
書
、
二
七
五
頁
。

（
18
）
同
上
書
、
二
七
二
頁
。
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（
19
）
同
上
書
、
二
七
三
頁
。

（
20
）
同
上
書
、
二
七
三
―
二
七
四
頁
。

（
21
）
同
上
書
、
二
七
四
頁
。

（
22
）
同
上
書
、
二
七
六
頁
。

（
23
）
中
村
氏
は
、「
飛
驒
の
女
工
供
給
組
合
は
あ
ま
り
ふ
る
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
間
違
っ
た
認
識
を
前
提
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
般
化
し

0

0

0

0

、
女
工
供

給
（
保
護
）
組
合
の
活
動
の
不
振
、
そ
の
存
在
の
希
薄
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
氏
の
歴
史
認
識
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
が
、
問
題
な
の

は
こ
の
重
要
な
史
実
解
釈
を
氏
が
聞
き
取
り
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

に
頼
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
事
実
、
私
は
飛
驒
の
古
川
や

新
潟
県
の
六
日
町
へ
い
っ
た
と
き
、
か
つ
て
地
元
の
募
集
人
や
女
工
に
女
工
保
護
組
合
の
こ
と
を
何
度
か

0

0

0

き
い
て
み
た
が
、
逆
に
怪け

訝げ
ん

な
顔
を
さ

れ
た
記
憶
が
あ
る
。『
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
、
知
ら
な
か
っ
た
』
と
い
う
の
が
、
女
工
で
あ
っ
た
人
た
ち
の
答
え
で
あ
っ
た
」（
中
村
、
前
掲
書
、

二
七
六
頁
）。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
聞
き
取
り

0

0

0

0

（
？
）
で
あ
る
。
聞
き
取
り

0

0

0

0

は
本
来
、
史
実
は
漠
然
と
し
て
は
わ
か
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
や

そ
の
背
景
が
文
献
や
史
資
料
で
は
わ
か
ら
な
い
と
き
、
統
計
数
値
で
は
わ
か
る
が
、
そ
の
数
値
の
裏
側
に
あ
る
人
び
と
の
生
活
や
生な

り

業わ
い

が
わ
か
ら

ず
歴
史
叙
述
に
支
障
を
き
た
す
と
き
な
ど

0

0

に
な
さ
れ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
史
実
が
存
在
し
た
か
否
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
史
実
の
重
み

0

0

0

0

0

を
問
う
聞
き
取
り

0

0

0

0

な
ど
本
来
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
史
実
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
力
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
問
う
と
き
は
、
何
人
か

に
「
何
度
か
」
聞
く
の
で
は
な
く
、
本
来
多
数
の
人
び
と
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
森
山
政
吉
へ
の
聞
き
取
り

0

0

0

0

に
引
き
ず
ら
れ
て
「
下
か
ら
設
立
さ
れ
た
組
合
」
と
い
う
間
違
っ
た
類
型
設
定
し
た
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
氏
の
聞
き
取
り

0

0

0

0

の
方
法
に
は
問

題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
で
使
用
し
た
よ
う
な
基
本
的
な
重
要
資
料
（
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調

査
』
一
九
二
八
年
一
月
な
ど
）
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
文
献
を
き
ち
ん
と
精
査
し
分
析
す
る
こ
と
な
く
、
農
村
の
古
老
へ
の

聞
き
取
り

0

0

0

0

の
な
か
に
こ
そ
歴
史
の
真
実
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
あ
る
種
の
〝
思
い
込
み
〟
が
、
そ
う
し
た
聞
き
取
り

0

0

0

0

の
方
法
的
劣
化

0

0

を
ま
ね

い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
24
）
中
村
、
前
掲
書
、
二
七
六
―
二
七
七
頁
。

（
25
）
西
成
田
豊
『
近
代
日
本
労
資
関
係
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
第
一
章
第
四
節
（
初
出
論
文
は
、「
労
働
力
編
成
と
労
賃
関
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係
」
一
九
二
〇
年
代
史
研
究
会
編
『
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
資
本
主
義
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）。

（
26
）
同
上
書
、
五
七
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
五
八
頁
。

（
28
）
同
上
書
、
五
九
頁
。

（
29
）
西
成
田
豊
「
近
代
日
本
に
お
け
る
繊
維
工
業
労
働
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
　

―
　

女
工
と
労
務
供
給
請
負
業
」（『
人
文
・
自
然
研
究
』
第
六
号
、

二
〇
一
二
年
三
月
、
一
橋
大
学
大
学
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
）。

（
30
）
前
掲
、
中
央
職
業
紹
介
事
務
局
『
女
工
供
給
（
保
護
）
組
合
調
査
』。

（
31
）
西
成
田
、
前
掲
書
、
七
一
頁
。

�

〔
二
〇
一
二
年
九
月
一
一
日
提
出
〕


